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第一部【企業情報】

 

第１【企業の概況】

 

１【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第67期 第68期 第69期 第70期 第71期

決算年月 平成24年５月 平成25年５月 平成26年５月 平成27年５月 平成28年５月

売上高 (百万円) 213,510 271,757 295,236 292,391 332,168

経常利益 (百万円) 5,388 11,009 15,553 7,928 5,395

親会社株主に帰属する
当期純利益

(百万円) 3,440 11,635 12,698 5,949 94

包括利益 (百万円) 4,165 14,569 12,776 13,517 △3,931

純資産額 (百万円) 45,392 68,205 72,241 85,148 80,102

総資産額 (百万円) 167,564 216,545 234,243 270,557 254,630

１株当たり純資産額 (円) 1,415.68 2,145.11 2,266.96 2,654.96 2,481.13

１株当たり
当期純利益金額

(円) 109.03 370.03 404.09 189.43 2.99

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益金額

(円) ― ― ― ― 2.18

自己資本比率 (％) 26.7 31.1 30.4 30.8 30.6

自己資本利益率 (％) 8.1 20.8 18.3 7.7 0.1

株価収益率 (倍) ― 6.0 4.8 10.6 517.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 9,220 16,525 22,002 12,261 15,710

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,201 △4,374 △6,919 △22,120 △11,167

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,842 △11,168 △8,315 8,945 △7,637

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 17,656 23,990 30,737 30,111 26,363

従業員数 (人) 7,226 8,820 8,841 11,320 11,310
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第67期、第68期、第69期及び第70期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

３．第67期の当社株式は非上場であるため株価収益率を記載しておりません。

４．第68期における経営指標等の大幅な変動の主な要因は、平成24年６月１日付の三協マテリアル株式会社及びタ

テヤマアドバンス株式会社との合併、平成24年12月１日付の三協・立山ホールディングス株式会社との合併に

よるものであります。

５．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、当連結会計年度よ

り、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第67期 第68期 第69期 第70期 第71期

決算年月 平成24年５月 平成25年５月 平成26年５月 平成27年５月 平成28年５月

売上高 (百万円) 185,258 242,828 263,107 253,122 247,369

経常利益 (百万円) 3,320 8,795 12,633 6,374 5,798

当期純利益又は
当期純損失（△）

(百万円) 1,725 9,010 10,767 5,503 △1,275

資本金 (百万円) 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

発行済株式総数 (株) 31,554,629 31,554,629 31,554,629 31,554,629 31,554,629

純資産額 (百万円) 42,777 61,186 70,393 77,355 73,341

総資産額 (百万円) 151,116 193,275 209,150 223,964 211,463

１株当たり純資産額 (円) 1,355.65 1,940.25 2,233.22 2,455.17 2,328.32

１株当たり配当額
(うち１株当たり中間
配当額)

(円)
22.00 30.00 35.00 35.00 35.00
(―) (―) (10.00) (15.00) (15.00)

１株当たり当期純利益
金額又は１株当たり
当期純損失金額（△）

(円) 54.67 285.63 341.53 174.63 △40.48

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 28.3 31.7 33.7 34.5 34.7

自己資本利益率 (％) 4.0 17.3 16.4 7.5 △1.7

株価収益率 (倍) ― 7.7 5.6 11.5 △38.3

配当性向 (％) 40.2 10.5 10.2 20.0 △86.5

従業員数 (人) 4,658 5,857 5,759 5,707 5,611
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第68期の１株当たり配当額30.00円には、上場記念配当10.00円を含んでおります。

３．第67期、第68期、第69期及び第70期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

４．第71期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当

期純損失金額であるため記載しておりません。

５．第67期の当社株式は非上場であるため株価収益率を記載しておりません。

６．第68期における経営指標等の大幅な変動の主な要因は、平成24年６月１日付の三協マテリアル株式会社及び

タテヤマアドバンス株式会社との合併、平成24年12月１日付の三協・立山ホールディングス株式会社との合

併によるものであります。
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２【沿革】

当社グループの沿革の概要は次のとおりであります。

 

昭和23年10月 立山鋳造株式会社を設立

昭和35年１月 立山鋳造株式会社を立山アルミニウム工業株式会社に改称

昭和35年６月 三協アルミニウム工業株式会社を設立

昭和40年10月 富山県高岡市に佐加野工場を竣工

昭和43年10月 富山県高岡市に第二工場（現高岡工場）を竣工

昭和44年８月 富山県南砺市（旧福光町）に福光工場を竣工

昭和44年12月 富山軽金属工業株式会社（現射水工場）を設立

昭和47年４月 東京及び大阪証券取引所第一部に上場

昭和48年６月 富山県高岡市（旧福岡町）に第三工場（現福岡工場）を竣工

昭和49年４月 富山県南砺市（旧福野町）に福野工場を竣工

昭和53年10月 富山県氷見市に氷見工場を竣工

昭和62年５月 富山県射水市（旧新湊市）に新湊工場を竣工

平成５年10月 福岡県八女市に九州工場を竣工

平成13年12月 富山軽金属工業株式会社を合併

平成14年10月 立山合金工業株式会社を合併

平成15年12月 三協・立山ホールディングス株式会社を設立

平成16年３月 生産統合会社としてＳＴプロダクツ株式会社を設立

平成18年６月 三協アルミニウム工業株式会社と立山アルミニウム工業株式会社が合併

商号を三協立山アルミ株式会社とする

平成19年６月 マテリアル事業を分社化し、三協マテリアル株式会社を設立

平成20年６月 ＳＴプロダクツ株式会社を合併

平成24年６月 三協マテリアル株式会社及びタテヤマアドバンス株式会社を合併

商号を三協立山株式会社とする

平成24年12月 三協・立山ホールディングス株式会社を合併

東京証券取引所市場第一部に上場

平成26年１月 タイ王国にSANKYO TATEYAMA（THAILAND）CO.,LTD.（現：SANKYO TATEYAMA

ALLOY (THAILAND) CO.,LTD.）を設立

平成26年10月 ベルギー王国にSankyo Tateyama Euro BVBA（現：Sankyo Tateyama Europe

BVBA）を設立

平成27年３月 Sankyo Tateyama Europe BVBAが米国Aleris International,Inc.の押出事業部

門を買収

Aluminium Capital Pte.Ltd.（現：SANKYO TATEYAMA (SINGAPORE) PTE.LTD.）

の全株式を取得し、同社並びに同社の子会社であるThai Metal Aluminium

Co.,Ltd.を子会社化

平成27年10月 タイ王国にSANKYO TATEYAMA (THAILAND) CO.,LTD.を設立
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３【事業の内容】

当社の連結子会社は49社、持分法適用会社は７社であり、建材事業、マテリアル事業、商業施設事業、国際事業、

その他の事業を事業内容としております。当社、主要な連結子会社及び持分法適用会社の当該事業における関連は次

のとおりであります。
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(注) １．当連結会計年度より、従来持分法非適用非連結子会社であった㈱三協リフォームメイトは、重要性が増した

ため、連結の範囲に含めております。

２．平成27年６月１日付で子会社筑豊アルミ㈱を設立いたしました。

３．平成27年７月11日付でオーストリア共和国に子会社ST Extruded Products Austria GmbHを設立いたしまし

た。

４．連結子会社であるAluminium Capital Pte.Ltd.は平成27年９月１日付で商号をSANKYO TATEYAMA

(SINGAPORE) PTE.LTD.に変更いたしました。

５．連結子会社であるSANKYO TATEYAMA (THAILAND) CO.,LTD.は、平成27年９月１日付で商号をSANKYO TATEYAMA

ALLOY (THAILAND) CO.,LTD.に変更いたしました。

６．平成27年10月１日付でタイ王国に子会社SANKYO TATEYAMA (THAILAND) CO.,LTD.を設立いたしました。

７．平成27年11月10日付でベルギー王国に子会社ST Extruded Products Belgium BVBAを設立いたしました。

８．連結子会社であるAleris Aluminum(Tianjin)Co.,Ltd.は、平成27年11月20日付で商号を三協立山押出製品

(天津)有限公司に変更いたしました。

９．平成28年３月14日付で英国に子会社ST Extruded Products UK Ltd.を設立いたしました。

10．連結子会社であるDuinlust Grundstücks GmbHは、平成28年３月24日付で商号をST Deutschland GmbHに変更

いたしました。

11．平成28年４月１日付でながのビニックス㈲は、連結子会社である三協テック㈱が全出資口数を取得したこと

に伴い、新たに連結の範囲に含めております。

12．平成28年５月24日付でタイ王国に子会社Innovation Living Co.,Ltd.を設立いたしました。

13．連結子会社であるSTTA Pte.Ltd.は、清算結了したことに伴い、連結の範囲から除外しております。
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４【関係会社の状況】

(1) 連結子会社

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の

内容
議決権の所有
割合(％)

関係内容

三協テック株式会社
(注)２，４

富山県高岡市 50 建材事業 100.0
当社製品の加工・販売
役員の兼任等…有

協立アルミ株式会社 富山県南砺市 100 建材事業 100.0 当社製品の加工

三精工業株式会社 富山県射水市 490 商業施設事業 100.0
当社製品の加工
役員の兼任等…有

ＳＴメタルズ株式会社 富山県高岡市 100 建材事業 100.0
当社製品の加工
役員の兼任等…有

ＳＴ物流サービス株式会社 富山県小矢部市 300 建材事業 100.0
当社製品の保管及び運搬
役員の兼任等…有

三協化成株式会社 富山県高岡市 100 建材事業 100.0 当社材料の仕入

サンクリエイト株式会社 富山県南砺市 100 建材事業 100.0
当社材料の仕入
資金援助

ST Extruded
Products Germany GmbH

ドイツ
Baden-
Württemberg

千ユーロ
6,646

国際事業
100.0

(100.0)
債務保証

SANKYO TATEYAMA
(SINGAPORE) PTE.LTD.
(注)２

シンガポール
千USドル
83,153

国際事業 100.0 資金援助

SANKYO TATEYAMA
（THAILAND）CO.,LTD.
(注)２

タイ
Samut Prakan

百万バーツ
2,504

国際事業
100.0

(100.0)
役員の兼任等…有

Thai Metal Aluminium
Co.,Ltd.
(注)２

タイ
Samut Prakan

百万バーツ
1,680

国際事業
75.7

(75.7)
債務保証

SANKYO TATEYAMA ALLOY
(THAILAND) CO.,LTD.
(注)２

タイ
Prachinburi

百万バーツ
1,100

国際事業
100.0

(100.0)
―

Sankyo Tateyama
Europe BVBA
(注)２

ベルギー
Antwerpen

千ユーロ
36,658

国際事業 100.0
資金援助
役員の兼任等…有

三協立山押出製品(天津)
有限公司
(注)２

中国
天津市

千人民元
219,664

国際事業
100.0

(100.0)
債務保証

その他 35社  ― ― ― ― ―
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(2) 持分法適用の関連会社

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の

内容
議決権の所有
割合(％)

関係内容

ビニフレーム工業株式会社 富山県魚津市 288 建材事業 27.2 当社製品の販売

協和紙工業株式会社 富山県射水市 45 建材事業 33.1 当社副資材の仕入

その他 ５社  ― ― ― ― ―
 

(注) １．「主要な事業の内容」欄には、主としてセグメント情報に記載された名称を記載しております。

２．特定子会社に該当するのは、三協テック株式会社、SANKYO TATEYAMA (SINGAPORE) PTE.LTD.、SANKYO

TATEYAMA（THAILAND）CO.,LTD.、Thai Metal Aluminium Co.,Ltd.、SANKYO TATEYAMA ALLOY (THAILAND)

CO.,LTD.、Sankyo Tateyama Europe BVBA及び三協立山押出製品(天津)有限公司であります。

３．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

４．三協テック株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合

が10％を超えております。

主要な損益情報等 ①　売上高 38,255百万円

 ②　経常利益 405百万円

 ③　当期純利益 157百万円

 ④　純資産額 2,334百万円

 ⑤　総資産額 16,043百万円
 

５【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

 平成28年５月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

建材事業 6,807

マテリアル事業 1,137

商業施設事業 767

国際事業 2,325

報告セグメント計 11,036

全社（共通） 274

合計 11,310
 

(注) １．従業員数は就業人員であります。

　　２．全社（共通）として記載している従業員数は、当社の管理部門に所属しているものであります。

 

(2) 提出会社の状況

   平成28年５月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

5,611 44.9 22.0 5,254
 

(注) １．従業員数は就業人員であります。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 

(3) 労働組合の状況

当社グループにおいて結成されている各労働組合は日本労働組合総連合会 ジェイ・エイ・エムに所属しており、

その活動は穏健で、かつて争議行動などはなく、健全な歩みを続けており、労使関係は極めて安定しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業収益や雇用情勢の改善により前半は緩やかな回復基調で推移しま

したが、個人消費の伸び悩みや後半からの円高傾向を背景に本格回復には至りませんでした。海外経済において

は、中国経済の減速や原油価格の下落により景気下振れ懸念が増す状況となっております。

建材市場は、消費増税に伴う駆け込み需要の反動減からの持ち直しにより、新設住宅着工戸数は92.1万戸（前年

度比4.6％増）となりましたが、持家着工は依然として低い水準で推移しました。また、非木造着工床面積は前年割

れとなりました。

アルミニウム形材及びビレットの国内市場は、自動車の軽量化需要などを背景に輸送、一般機械分野での需要が

堅調に推移しましたが、電気機器分野での需要が減少しました。

商業施設市場は、小売業の改装需要は堅調に推移しましたが、大型店を中心に投資抑制による新店需要の減少が

見られました。

海外市場は、欧州では緩やかな経済成長が見られましたが、タイ経済については干ばつなどを背景に弱含みで推

移しました。

このような状況下、当社グループは、2015年（平成27年）７月に、前中期経営計画期間（平成25年５月期～平成

27年５月期）での進捗状況や市場動向を踏まえて、2020年（平成32年）５月期までの経営計画『VISION2020』の目

標値を見直すとともに、『国内事業の収益体制強化と成長戦略の実現』を基本方針とする新中期経営計画（平成28

年５月期～平成30年５月期）を策定いたしました。これら中長期の目標達成に向けて「改装・リフォーム事業の強

化」「非建材事業の強化」「海外展開」を中心とする諸施策を推進してまいりました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高3,321億68百万円（前連結会計年度比13.6％増）、営業利益62億51

百万円（前連結会計年度比26.8％減）、経常利益53億95百万円（前連結会計年度比32.0％減）となりました。親会

社株主に帰属する当期純利益については、子会社ののれんの減損損失を計上したことなどにより、94百万円（前連

結会計年度比98.4％減）となりました。

 
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

 

建材事業

建材事業においては、基幹サッシなど主力商品の市場投入、リフォーム需要の取り込みなどを推し進めました

が、基幹商品の切替による生産投資額の増加や競争激化などにより、売上高2,089億38百万円（前連結会計年度比

0.5％減）、セグメント利益43億71百万円（前連結会計年度比1.4％減）となりました。

 

マテリアル事業

マテリアル事業においては、アルミ地金市況に連動する売上が前年度より減少したことなどにより、売上高420億

99百万円（前連結会計年度比4.5％減）となりましたが、輸送、一般機械分野での堅調な需要を積極的に取り込んだ

ことなどにより、セグメント利益32億46百万円（前連結会計年度比2.7％増）となりました。

 

商業施設事業

商業施設事業においては、小売業の新規出店・改装需要に対する提案営業に注力したことなどにより、売上高349

億４百万円（前連結会計年度比2.7％増）、セグメント利益17億57百万円（前連結会計年度比2.0％増）となりまし

た。
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国際事業

国際事業においては、輸送分野、形材分野の堅調な需要取り込みを推し進めましたが、欧州での顧客の事業環境

変化による受注量減少、タイでの建材市場の需要減少などにより、売上高460億77百万円、セグメント損失30億69百

万円となりました。なお、前連結会計年度の業績は、主として当該会計年度中に取得した子会社の１ヶ月分（平成

27年３月１日～平成27年３月31日）であるため、前年同期比較を行っておりません。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度に比して37億47百

万円減少の263億63百万円（前連結会計年度比12.4％減）となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、得られた資金は、前連結会計年度に比して34億49百万円増加の157億10百万円（前連結会計年度

比28.1％増）となりました。これは、税金等調整前当期純利益が減少したものの、たな卸資産の減少やその他の負

債の増減額に含まれる未払費用（賞与）が増加したことなどによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、使用した資金は、前連結会計年度に比して109億53百万円減少の111億67百万円（前連結会計年

度比49.5％減）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が増加したものの、連結の範囲の変更を伴

う子会社株式の取得による支出が減少したことなどによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、使用した資金は、前連結会計年度に比して165億83百万円増加の76億37百万円（前連結会計年度

は89億45百万円の収入）となりました。これは、社債の発行による収入が増加したものの、短期借入金の純減によ

る支出が増加したことなどによるものです。
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２【生産、受注及び販売の状況】

 

(1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

建材事業 88,925 102.4

マテリアル事業 37,260 93.8

商業施設事業 9,036 100.1

国際事業 43,508 ―

合計 178,731 127.9
 

(注) １．金額は製造原価によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３．国際事業の前連結会計年度の実績は、主として当該会計年度中に取得した子会社の１ヶ月分（平成27年３月

１日～平成27年３月31日）であるため、前年同期比は記載しておりません。

 

(2) 仕入実績

当連結会計年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

建材事業 67,435 96.1

マテリアル事業 130 91.9

商業施設事業 16,270 99.1

国際事業 2 ―

合計 83,839 96.7
 

(注) １．金額は、実際仕入金額によっております。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３．国際事業の前連結会計年度の実績は、主として当該会計年度中に取得した子会社の１ヶ月分（平成27年３月

１日～平成27年３月31日）であるため、前年同期比は記載しておりません。

 

(3) 受注状況

当連結会計年度における建材事業の受注状況を示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％）

建材事業
（ビル工事物件）

62,738 99.0 43,100 105.3
 

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 

(4) 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

建材事業 208,938 99.5

マテリアル事業 42,099 95.5

商業施設事業 34,904 102.7

国際事業 46,077 ―

その他 148 99.2

合計 332,168 113.6
 

(注) １．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．国際事業の前連結会計年度の実績は、主として当該会計年度中に取得した子会社の１ヶ月分（平成27年３月

１日～平成27年３月31日）であるため、前年同期比は記載しておりません。
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３【対処すべき課題】

今後の見通しとしては、雇用・所得情勢の改善を背景に個人消費が緩やかに回復するなど国内景気は底堅く推移す

るものと思われますが、中国、新興国の景気減速や円高影響による国内企業の収益悪化などの下振れ懸念により不透

明な状況が続くものと思われます。

建材市場につきましては、平成28年度の新設住宅着工戸数及び非木造建築着工床面積は、ほぼ横ばいで推移するも

のと想定しております。

アルミニウム形材及びビレットの国内市場では、自動車の軽量化ニーズによる輸送分野や半導体、液晶関連装置な

どの一般機械分野での堅調な需要が見込まれます。

商業施設市場では、小売業の投資抑制による新規出店数の鈍化と店舗改装需要の増加が見込まれます。

また、海外市場では、輸送分野を中心に軽量化ニーズによるアルミ化や押出材の需要は緩やかに増加することが見

込まれます。

このような状況を見据え、『VISION2020』と中期経営計画の目標達成に向けて、「改装・リフォーム事業の強化」

「非建材事業の強化」「海外展開」を全社一体となって推進し、外部環境の変化に柔軟に対応する体制の構築、成長

分野への展開とグループ総合力によるシナジー創出に引き続き注力してまいります。
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４【事業等のリスク】

当社グループは、事業等のリスクに関し、組織的・体系的に対処することとしていますが、現在、当社グループの

経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクは以下のようなものがあり、投資家の判断に重要な影響を

及ぼす可能性がある事項と考えています。

なお、記載した事項は、当連結会計年度末（平成28年５月31日）現在において当社グループが判断したものであり

ますが、当社グループに関する全てのリスクを網羅したものではありません。

 

(1) 景気動向による影響

当社グループは、ビル用建材、住宅用建材、エクステリア建材の開発・製造・販売、アルミニウム及びその他金

属の鋳造・押出・加工・販売、店舗用什器、看板の製造・販売、店舗及び関連設備のメンテナンスを主な事業とし

ております。当社グループの製品は多岐にわたり、その多くは国内における建設業、小売業をはじめとした各種産

業に使用されており、一部は海外で製造、販売されています。このため、当社グループの経営成績は、日本国内及

び海外の景気動向、為替動向、資材価格市況、建設会社の建設工事受注高や住宅着工戸数の変動、国内鉱工業生

産、民間消費動向等の影響を受ける可能性があります。

また、国内景気の悪化により、売掛・手形等の債権が劣化した場合、貸倒引当金の積み増しが必要となるなど、

当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(2) 原材料・資材等の価格変動

当社グループが使用する原材料・資材等にはアルミニウム地金・鋼材等の市況により価格が変動するものが含ま

れており、これらは国内外の景気動向や為替動向などの影響を受けております。原材料・資材等の価格が高騰した

場合、調達コスト増加の影響を最小限に抑えるためコストダウンや販売価格への転嫁等を実施しておりますが、そ

の影響をすべて吸収できる保証はなく、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(3) 金利の変動

当社グループは、金融機関等からの借入れなど有利子負債を有しております。金利スワップ等によりヘッジを実

施しておりますが、金利が上昇した場合、その支払利息が増加するなど当社グループの経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。

 

(4) 投資有価証券評価損の発生

当社グループは、重要な取引先、関係会社の株式を中心に、長期投資目的の株式を保有しております。保有株式

個々の価格変動が当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(5) 製品開発力及び競合

当社グループは、積極的に研究開発を行い、需要家のニーズに合わせた新技術・新製品をスピーディーに提供

し、成長性及び収益性の維持・向上に努めておりますが、競合企業による新たな競合製品の投入や価格競争により

当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(6) 製品の欠陥

当社グループは、ＪＩＳその他国内外の品質基準及び社内の品質基準に則って各種製品を製造しておりますが、

重大な製造物責任賠償やリコールが発生した場合、多額の支払や費用発生及び社会的信用の失墜等により当社グ

ループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(7) 公的規制（法規制）

当社グループは、事業の許認可や独占禁止、為替、租税、知的財産、環境、労働関連等、多くの法規制を受けて

おります。将来のこれら法規制の改正、新規規制に伴うコスト増加等により当社グループの経営成績に影響を及ぼ

す可能性があります。また、法令遵守に努めておりますが、法令遵守違反が発生した場合は、公的制裁や社会的信

用の失墜等により当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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(8) 自然災害及び事故等の発生

地震・水害等の自然災害及び火災・停電等の事故災害によって、当社グループの生産・販売・物流拠点及び設備

の破損や機能停止に陥る可能性があります。災害による影響を最小限に抑える対策を講じておりますが、災害によ

る被害を被った場合、事業活動の停止や復旧対応により当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。

 

(9) 退職給付債務

当社グループの退職給付費用及び退職給付債務は、年金資産の期待運用収益率や割引率などの数理計算上の前提

に基づいて算出されています。年金資産運用環境の悪化により前提条件と実績に乖離が生じた場合などは、将来の

退職給付費用が増加し、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(10) 人材確保

当社グループが海外への事業展開を含め持続的に成長するためには人材確保が不可欠であり、雇用制度の充実や

能力開発制度等を通じて雇用確保と人材育成に努めておりますが、雇用競争の激化や退職率の上昇などにより有能

な人材の獲得や流出防止が困難な場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(11) 情報管理

当社グループでは業務に関連して多数の企業情報を保有するとともに、多数の個人情報を保有しております。こ

れらの企業情報及び個人情報については、万全の管理に努めておりますが、予期せぬ事態により情報が漏洩した場

合には、損害賠償の発生及び社会的信用の失墜等により当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 

(12) 環境問題

当社グループは産業廃棄物の処理に関する法律及び大気、水質、騒音、振動、土壌汚染等の環境諸法令遵守を徹

底しています。しかしながら、人為的ミス等による環境汚染や、関係法令等の変更によって新規設備の投資による

コスト増加が発生する場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
(13) 海外展開

当社グループは海外に販売拠点、生産拠点を有しております。進出各国における自然災害、政治的不安、テロそ

の他の社会的混乱、物価上昇、ストライキ等の経済的混乱が発生した場合、海外における生産・販売活動の変動、

事業活動の停止や復旧対応により当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

５【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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６【研究開発活動】

当社グループは、「環境技術でひらく、豊かな暮らし」を基本方針に、多様化、高度化する顧客ニーズに対し

て、高い技術力と、確かな品質に基づき、快適な住生活・都市環境を実現する建材商品、素材の可能性・高付加価

値を追求した合金材料、加工部品、商業施設空間の最適設計・機能的な創造を目指した商品の研究開発に取り組ん

でおります。

その結果、当連結会計年度における研究開発費の総額は32億22百万円となりました。

セグメントの研究開発活動を示すと、次のとおりであります。

　

建材事業

建材事業では省エネ基準の適合義務化や建物のゼロ・エネルギー化に向けた対応と共に、環境と人にやさしい暮

らしの実現とリフォーム需要の開拓を目指した商品強化を図りました。

ビル用建材分野では、基幹サッシ「MTG70R」をフルモデルチェンジし、性能、機能の向上と選びやすい商品体系

に整備しました。また、建設労働者の減少による職人不足を睨み、溶接不要でサッシ施工の省力化を実現した

「CS.N工法」を開発しました。

住宅用建材分野では、温熱環境や住まい手の動線・動作など、様々な住環境の条件を想定した実験・解析を行い

ました。その成果を基幹商品に活かし、新アルミ樹脂複合サッシ「アルジオ」と新断熱玄関ドア「ファノーバ」を

モデルチェンジし、市場投入しました。更に、室内建材のアルミインテリア建材「AMiS」及び高齢者福祉施設用室

内建具の強化も行いました。

エクステリア建材分野では、リフォーム需要の更なる開拓を目指し、上質な質感と意匠性を備えた新たな床材の

開発に取組み、優雅なガーデン空間を演出する屋外フローリング「ラステラ」を市場投入しました。また、構造解

析技術を基にダイナミックなデザインを実現したカーポート「エアロシェード」をはじめとして、門扉、門まわり

機能商品などのファサード商品を充実させました。

また、建材色のカラーバリエーションについて、戸建住宅のボリュームゾーンであるナチュラルモダン外観に程

よいアクセントとなり、植裁の緑にも調和する新色を追加し、サッシからエクステリアまで家一棟全体のトータル

コーディネイト性を高めました。

研究開発費総額は25億44百万円であります。

　

マテリアル事業

アルミニウム関連事業では、中強度から高強度に至る6000系合金に加え、多岐にわたる異種合金材料の拡充を進

め、輸送、一般機械市場をターゲットにした高付加価値商品の提案を継続推進しております。産学官連携事例とし

ては、富山大学のホコケン活動に継続参画しながら、自社商品として「シェアウォーカー」を50台限定で発売しま

した。広島大学を含む５社共同開発での「モバイルブリッジ開発」においては、人が通る全長約30ｍの緊急展開橋

を試作評価し、新規分野でのアルミニウム需要の開拓を図っております。

また、鍛造用途の小径ビレット製品であるTG-bar事業では、四輪サスペンションの6000系材料がやや減少したも

のの、ASEAN、日本国内市場に供給している二輪ピストンの4000系材料が堅調に増え、グローバル規模でシェアが

伸長しております。併せて、競合他社が持ち得ない当社オリジナルの異種合金開発に目処が立ち、高付加価値が取

れる新商材として早期の市場投下を目指します。競合に対抗できる商品力とものづくり力を高め、引き続き成長戦

略を展開してまいります。

マグネシウム関連事業では、平成25年度より参画中のNEDO委託研究事業「革新的新構造材料等研究開発」プロ

ジェクトにおいて、6000系アルミニウム合金と同等の強度と易加工性を実現する新規高速押出合金を設計、開発し

ました。現在、本開発合金の実用化技術を確立すべく、鉄道車両用構体部材を想定した大型・長尺形材の押出加工

技術の開発を推進中です。

研究開発費総額は５億74百万円であります。
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商業施設事業

商業施設分野では、市場環境の変化と成長分野に対応した商品の開発を推進しました。コンビニエンスストア向

けには、店内用ゴミ箱や狭小店向けの軽量用陳列棚を、また食品スーパーなどで需要が増加しているセミセルフレ

ジの筐体の受注対応を推進しました。更に、普及型アルミショーケースの全面改良を行い「ファミリアⅡ」として

市場投入しました。ドラッグストア向けの調剤什器や化粧品什器のモデルチェンジを推進しており、近日中に発売

を予定しております。

サイン分野では、好評な外照式サイン「アドビュー」に続いて、大型の「アドビューＬ」、上向き照射型の「ア

ドビューＬアッパー」、店頭販売促進用の「アドビューバナー」などを新たに投入し、シリーズとして強化を図り

ました。また、コンビニエンスストア向けサインでは、表示面の形状を改良したファサードサインや新しい表示方

法のポールサインを開発し、チェーン本部に採用されております。

研究開発費総額は94百万円であります。

 
国際事業

欧州・タイ・中国に展開した押出事業においては、自動車・産業機械・鉄道・航空・建材を主要分野とし、各分

野で顧客との密接なプロジェクトにより、顧客が将来に向け求める技術及び製品の開発を実施しております。

研究開発費総額は９百万円であります。

 
７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、次のとおりであります。

なお、本項に記載した将来や想定に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したもの

であります。将来や想定に関する事項には、不確実性を内在しており、あるいはリスクを含んでいるため、実際の

結果と大きく異なる可能性があります。

 

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表はわが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成して

おります。この連結財務諸表の作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告

金額及び開示に影響を与える見積りを必要としています。経営者はこれらの見積りについて過去の実績等を勘案し

合理的に判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実があるため、これらの見積りと異なる場合があり

ます。

当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５ 経理の状況 １連結財務諸表等 (1)連結財務

諸表 注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」に記載しておりますが、特に次の重要な会計

方針が連結財務諸表作成における重要な見積りの判断に大きな影響を及ぼすと考えております。

 

① 貸倒引当金

当社グループは貸倒れが懸念される特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額に基

づき貸倒引当金を計上しております。また、その他の一般債権についても、貸倒実績率を勘案して貸倒引当金を

計上しております。なお、将来相手先の財務状況が悪化し支払能力が低下した場合には、引当金の追加計上又は

貸倒損失が発生する可能性があります。また、貸倒損失の発生により、貸倒実績率が上昇し、一般債権に係る貸

倒引当金の追加計上の可能性があります。
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② 投資有価証券の減損

当社グループでは、時価のある有価証券については時価法を、時価のない有価証券については原価法を採用し

ております。時価のある有価証券については、期末における時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合には減

損処理し、30％から50％の下落の場合には、当該有価証券発行会社の業績等を勘案し必要に応じ減損処理してお

ります。時価のない有価証券については、その実質価額が取得価額に比べ著しく下落した場合、回復の見込が確

実と認められる場合を除き、減損処理しております。

当社グループでは投資有価証券について必要な減損処理をこれまでに行ってきており、現状では減損すべき投

資有価証券はありませんが、将来の市況悪化又は投資先の業績不振により、現在の簿価に反映されていない損失

又は簿価の回収不能が発生し、減損処理が必要となる可能性があります。

 

③ 退職給付費用及び退職給付に係る債務

当社グループの従業員の退職給付に備えるための退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される割引率、

将来の報酬水準、退職率、死亡率等の前提条件や長期期待運用収益率に基づいて算出しております。実際の結果

が前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更された場合、その影響は累積され、将来にわたって規則的に認識

されるため、一般的には将来期間において認識される費用及び債務に影響を与える可能性があります。

 

(2) 当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析

 

① 概要

当連結会計年度の売上高は、3,321億68百万円（前連結会計年度比13.6％増）となり、営業利益は62億51百万円

（前連結会計年度比26.8％減）、経常利益53億95百万円（前連結会計年度比32.0％減）となりました。親会社株

主に帰属する当期純利益は、子会社ののれんの減損損失を計上したことなどにより、94百万円（前連結会計年度

比98.4％減）となりました。

 

② 営業利益

営業利益は、前連結会計年度と比べ22億89百万円減少の62億51百万円となりました。営業利益のセグメント毎

の分析については、「第２　事業の状況　１　業績等の概要　(1)　業績」に記載しております。

 

③ 営業外損益と経常利益

経常利益は、売上割引10億80百万円などの計上により、53億95百万円となりました。

 

④ 特別損益と税金等調整前当期純利益

税金等調整前当期純利益は、30億31百万円となりました。これは、減損損失19億２百万円などを特別損失に計

上したことによります。

 

⑤ 親会社株主に帰属する当期純利益

法人税、住民税及び事業税は31億69百万円、法人税等調整額は△５億19百万円となりました。非支配株主に帰

属する当期純利益は２億86百万円となりました。

この結果、親会社株主に帰属する当期純利益は94百万円となりました。

 

⑥ 資産

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ159億26百万円減少し、2,546億30百万円となりまし

た。流動資産は、受取手形及び売掛金が72億97百万円減少したことに加え、現金及び預金が35億46百万円減少し

たことなどから、前連結会計年度末に比べ122億77百万円減少の1,230億28百万円となりました。固定資産はのれ

んが46億22百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ36億48百万円減少の1,316億２百万円となり

ました。
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⑦ 負債

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ108億79百万円減少の1,745億28百万円となりました。流

動負債は、短期借入金が263億16百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ298億71百万円減少の

1,060億30百万円となりました。固定負債は転換社債型新株予約権付社債が150億55百万円増加したことに加え、

長期借入金が51億48百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ189億91百万円増加の684億97百万

円となりました。

 

⑧ 純資産

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ50億46百万円減少の801億２百万円となりました。これ

は、その他有価証券評価差額金が18億64百万円、為替換算調整勘定が18億55百万円、利益剰余金が10億68百万円

それぞれ減少したことが主な要因であります。なお、自己資本比率は30.6％（前連結会計年度末は30.8％）とな

りました。

 

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの資金の状況については、「第２　事業の状況　１　業績等の概要　(2)　キャッシュ・フローの

状況」に記載のとおりであります。
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第３【設備の状況】

 

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度における設備投資の総額は105億27百万円となりました。建材事業では、新製品対応設備、生産合

理化により、56億68百万円の設備投資を実施いたしました。マテリアル事業では、生産設備更新、金型投資等に14億

88百万円、商業施設事業では５億76百万円、国際事業ではタイの新工場建設、金型投資等に27億90百万円の投資を実

施いたしました。

なお、上記設備投資の金額には無形固定資産への投資が含まれております。

 

２【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

   平成28年５月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容

 
帳簿価額(百万円)

 
 

従業員

数(名)
建物
及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

土地
(面積千㎡)

リース
資産

その他 合計

本社
(富山県高岡市)
他

建材事業・
マテリアル事業・
商業施設事業・
国際事業

本社他
10,036
〈226〉

726

18,897
 (953)

  〔37〕
 〈2,423〉

572 981 31,214 3,366

福光工場
(富山県南砺市)

建材事業 生産設備 539 1,062
2,197
(128)

57 381 4,238 239

福野工場
(富山県南砺市)

建材事業 生産設備 596 657
1,938
(113)
〔4〕

― 21 3,213 157

氷見工場
(富山県氷見市)

建材事業 生産設備 318 274
996
(68)
〔0〕

― 18 1,607 53

新湊工場
(富山県射水市)

建材事業 生産設備 1,590 1,485
4,324
(265)

2 92 7,496 335

射水工場
(富山県射水市)

建材事業・
マテリアル事業

生産設備 2,210 3,993
4,426
(266)
〔5〕

2 270 10,902 711

佐加野工場
(富山県高岡市)

建材事業 生産設備 803 882
2,227
(111)
〔23〕

2 29 3,945 163

福岡工場
(富山県高岡市)

建材事業 生産設備 1,531 1,244
1,249
(142)
〔20〕

6 33 4,065 112

奈呉工場
(富山県射水市)

マテリアル事業 生産設備 619 620
1,253
(117)

― 26 2,519 138

新湊東工場
(富山県射水市)

マテリアル事業 生産設備 1,057 263
1,276
(78)

― 127 2,725 43

石川工場
(石川県羽咋郡)

マテリアル事業 生産設備 720 652
1,163
(147)

― 88 2,623 184

戸出工場
(富山県高岡市)

マテリアル事業 生産設備 284 462
84

(12)
― 33 865 74

横浜工場
(神奈川県
横浜市金沢区)

商業施設事業 生産設備 134 27
2,398
(29)

― 14 2,575 36

 

(注) １．帳簿価額のうち土地については、連結決算数値で記載しております。

２．帳簿価額のうち「その他」は主に工具、器具及び備品であり、建設仮勘定も含んでおります。

なお、金額には消費税等は含まれておりません。

３．上記中土地の欄の〔   〕内の数字は連結会社以外からの賃借中の面積を示し、外数であります。

４．上記中建物及び構築物と土地欄の〈   〉内の数字は連結会社以外への賃貸中の価額を示し、内数でありま

す。
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(2) 国内子会社

平成28年５月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメン
トの名称

設備の内容

 
帳簿価額(百万円)

 
 

従業員

数(名)
建物
及び

構築物

機械装置
及び
運搬具

土地
(面積千㎡)

リース
資産

その他 合計

三協テック
株式会社

釧路支店
(北海道
釧路市)他

建材事業 販売設備
265

〈12〉
9

1,003
(32)

 〈174〉
11 12 1,302 853

協立アルミ
株式会社

本社・工場
(富山県
南砺市)

建材事業 生産設備 956 305
775

(119)
― 22 2,060 256

ST物流
サービス
株式会社

本社
(富山県
小矢部市）
他

建材事業 物流設備 68 54
―

 (―)
7 28 159 171

三精工業
株式会社

本社・工場
(富山県
射水市)

商業施設
事業

生産設備 640 432
1,472
(90)

5 18 2,569 151

STメタルズ
株式会社

本社・工場
(富山県
高岡市)他

建材事業 生産設備 329 154
442
(64)

24 10 962 505

三協化成
株式会社

本社・工場
(富山県
高岡市)

建材事業 生産設備 309 215
769

(100)
― 14 1,308 92

サンクリ
エイト
株式会社

本社・工場
(富山県
南砺市)

建材事業 生産設備 11 145
―

(―)
3 9 169 31

三協サー
モテック
株式会社

本社・工場
(東京都
中野区)他

マテリア
ル事業

生産設備 171 73
492
(21)

23 5 766 80

石川精機
株式会社

本社・工場
(愛知県
西尾市)

マテリア
ル事業

生産設備 241 449
456
(12)

3 35 1,187 74

 

(注) １．帳簿価額のうち土地については、連結決算数値で記載しております。

２．帳簿価額のうち「その他」は主に工具、器具及び備品であり、建設仮勘定も含んでおります。

なお、金額には消費税等は含まれておりません。

３．上記中建物及び構築物と土地欄の〈   〉内の数字は連結会社以外への賃貸中の価額を示し、内数でありま

す。
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(3) 在外子会社

平成28年５月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメン
トの名称

設備の内容

 
帳簿価額(百万円)

 
 

従業員

数(名)
建物
及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

土地
(面積千㎡)

リース
資産

その他 合計

Thai Metal
Aluminium
Co.,Ltd.

タイ
(Samut
Prakan)

国際事業 生産設備 890 1,058
737
(39)

― 444 3,130 894

ST
Deutschland

GmbH

ドイツ
(Baden-
Württemberg
他)

国際事業
賃貸用
不動産

310 ―
2,257
(300)

― ― 2,567 ―

ST Extruded
Products

Germany GmbH

ドイツ
(Baden-
Württemberg)
他

国際事業 生産設備 65 1,423
―

(―)
70 773 2,332 664

SANKYO
TATEYAMA
ALLOY

(THAILAND)
CO.,LTD.

タイ
(Prachin
buri)

国際事業 生産設備 747 85
177
(44)

5 899 1,916 20

三協立山
押出製品
(天津)
有限公司

中国
(天津市)

国際事業 生産設備 557 483
―

(―)
― 72 1,113 110

上海立山
商業設備
有限公司

中国
(上海市)

商業施設
事業

生産設備 450 240
―

 (―)
― 11 702 143

SANKYO
TATEYAMA

PHILIPPINES
INC.

フィリピン
(Cavite)

建材事業 生産設備 21 110
―

(―)
― 15 147 41

 

(注) １．帳簿価額のうち土地については、連結決算数値で記載しております。

２．帳簿価額のうち「その他」は主に工具、器具及び備品であり、建設仮勘定も含んでおります。

なお、金額には消費税等は含まれておりません。
 

３【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

特記すべき事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等

特記すべき事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

 

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 150,000,000

Ａ種優先株式 1,000,000

Ｂ種優先株式 1,000,000

Ｃ種優先株式 1,000,000

Ｄ種優先株式 1,000,000

計 150,000,000
 

(注) 計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成28年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年８月30日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 31,554,629 31,554,629
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株でありま
す。

計 31,554,629 31,554,629 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】

　

①　新株予約権付社債

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は次の通りであります。

　１．平成27年５月20日取締役会決議

120％ソフトコール条項付第１回無担保転換社債型新株予約権付社債
（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）(平成27年６月５日発行)

 
事業年度末現在

(平成28年５月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年７月31日)

新株予約権の数(個) 75 75

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,919,423(注)３ 3,647,859(注)３，16

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,569(注)４ 2,056(注)４，16

新株予約権の行使期間
平成27年６月12日～
平成30年５月29日(注)５

平成27年６月12日～
平成30年５月29日(注)５

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　2,569
資本組入額　1,285(注)６

発行価格　　2,056
資本組入額　1,028(注)６，16

新株予約権の行使の条件 (注)７ (注)７

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)８ (注)８

代用払込みに関する事項 (注)９ (注)９

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)10 (注)10

新株予約権付社債の残高(百万円) 7,500 7,500
 

(注) １．本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新

株予約権付社債券等の特質等は以下の通りであります。

(1)本新株予約権の行使請求(下記(注)３に定義する。以下同じ。)により当社が交付する当社普通株式の数は

株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金

額の総額を当該行使請求の効力発生日(下記(注)４(1)④に定義する。以下同じ。)において適用のある転

換価額(下記(注)４(1)③に定義する。以下同じ。)で除して得られる数であるため、下記(注)４(1)④に従

い転換価額が修正された場合には、本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増

加する。

(2)転換価額の修正基準

平成28年６月３日（以下、「決定日」という。）まで（当日を含む。）の15連続取引日の株式会社東京証

券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、

その端数を切り上げた金額。）が、決定日に有効な転換価額を１円以上下回る場合には、転換価額は、平

成28年６月10日以降、上記の計算の結果算出された金額と同一の金額に修正される。本号及び下記(注)４

(1)④において「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が営業している日をいい、当社普通株式の普通

取引の終値（気配表示を含まない。）が発表されない日を含まない。

(3)転換価額の修正頻度

１回（平成28年６月10日に修正されることがある。）

(4)転換価額の下限等

下記(注)４(1)④に従い修正される転換価額の下限は、決定日に有効な転換価額の80％に相当する金額で

ある。なお、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が

付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる

数となる。

(5)繰上償還条項等

本新株予約権付社債は、下記(注)２(3)乃至(7)に従い、繰上償還されることがある。
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２．社債の償還の方法及び期限

(1)本社債は、平成30年６月５日にその総額を償還する。但し、繰上償還に関しては本(注)(3)乃至(7)に定め

るところによる。

(2)本社債を償還すべき日（本(注)(3)乃至(7)の規定により本社債を繰上償還する日を含み、以下、「償還

日」という。）が東京における銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日に繰り上げる。

(3)120％ソフトコール条項による繰上償還

①当社は、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含まない。以

下、本(注)において同じ。）がある20連続取引日（「取引日」とは、株式会社東京証券取引所において

当社普通株式の普通取引が行われる日をいう。本(注)(5)③、(6)②及び(7)②における場合を除き、以

下同じ。）にわたり、各取引日における当該終値が当該取引日に適用のある転換価額の120％以上で

あった場合、当該20連続取引日の最終日から15日以内に必要事項を公告した上で、平成28年10月５日以

降、当該公告において指定した償還日（かかる償還日は、当該公告の日から90日目以降120日目までの

いずれかの日で、かつ銀行営業日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、各社債の金

額100円につき金100円で繰上償還することができる。なお、当社が当社普通株式の株式分割又は当社普

通株式に対する当社普通株式の無償割当て（以下、「株式分割等」という。）を行う場合、当該株式分

割等の基準日（基準日を定めない場合は、効力発生日の前日とし、基準日又は効力発生日の前日が取引

日でない場合は、それらの直前の取引日とする。以下本号において同じ。）の２取引日前の日から当該

株式分割等の基準日までの３取引日（当該基準日を含む。）についての本条項の適用にあたっては、下

記(注)４(2)②(ロ)の規定にかかわらず、当該各取引日の１か月前の応当日（応当日がない場合には当

該各取引日の前月末日とする。）における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する

当社普通株式数を控除した株式数を既発行株式数とし、当該株式分割等により交付されることとなる株

式数を交付株式数として、下記(注)４(2)①に定める新株式発行等による転換価額調整式により算出さ

れた転換価額をもって、当該各取引日に適用のある転換価額とする。

②本号及び本(注)(5)、(6)又は(7)の両方に従って本社債の償還がなされる場合、本(注)(5)、(6)又は(7)

の手続が適用される。但し、本(注)(5)に定める組織再編行為を行う意向を公表する前、本(注)(6)に定

める公開買付開始公告が行われる前又は本(注)(7)に定めるスクイーズアウト事由を行う意向を公表す

る前に本号①に基づく公告が行われた場合には、本号の手続が適用される。

③当社は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取消すことはできない。

(4)クリーンアップ条項による繰上償還

①本号の繰上償還の公告を行う前のいずれかの時点において、残存する本社債の金額の合計額が発行時の

本社債の金額の合計額の10％を下回った場合、当社は、必要事項を公告した上で、当該公告において指

定した償還日（かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行

営業日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、各社債の金額100円につき金100円で繰

上償還することができる。

②本号及び本(注)(5)、(6)又は(7)の両方に従って本社債の償還がなされる場合、本(注)(5)、(6)又は(7)

の手続が適用される。但し、本(注)(5)に定める組織再編行為を行う意向を公表する前、本(注)(6)に定

める公開買付開始公告が行われる前又は本(注)(7)に定めるスクイーズアウト事由を行う意向を公表す

る前に本号①に基づく公告が行われた場合には、本号の手続が適用される。

③当社は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取消すことはできない。

(5)組織再編行為による繰上償還

①組織再編行為（本号⑤に定義する。以下同じ。）が当社の株主総会で承認された場合（株主総会の承認

が不要な場合は取締役会で承認した場合又は会社法に従いその他当社の機関が決定した場合）におい

て、当社が、(イ)下記(注)10に従って承継新株予約権（同(注)に定義する。）を交付することができな

い場合、又は(ロ)組織再編行為の承認若しくは決定の日（以下、「承認日」という。）までに、財務代

理人に対し、承継会社等（本号⑥に定義する。）が理由の如何を問わず当該組織再編行為の効力発生日

において日本の金融商品取引所における上場会社であることを、当社としては予定していない旨を記載

し、当社の代表者が署名した証明書を交付した場合には、当社は、償還日（当該組織再編行為の効力発

生日又はそれ以前の日で、かつ銀行営業日とする。）の30日前までに償還日、償還金額その他の必要な

事項を公告した上で、残存する本社債の全部（一部は不可）を、本号②乃至④に従って決定される償還

金額（以下、「組織再編行為償還金額」という。）で繰上償還する。

②組織再編行為償還金額は、参照パリティ（本号③に定義する。）及び償還日に応じて下記の表（本社債

の各社債の金額に対する割合（百分率）として表示する。）に従って決定される。
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組織再編行為償還金額（％）

償還日
参照パリティ

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

平成 27 年
６月５日

98.94 101.20 103.78 106.61 110.37 115.68 122.63 130.92 140.16 150.01 160.00

平成 28 年
６月５日

98.18 98.70 100.14 102.99 107.51 113.58 120.92 130.01 140.00 150.00 160.00

平成 29 年
６月５日

99.00 99.12 99.80 101.89 106.12 112.50 120.52 130.00 140.00 150.00 160.00

平成 30 年
５月29日

99.98 99.98 99.98 99.98 100.59 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00
 

 
③「参照パリティ」は、(イ)当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみ

である場合には、当社普通株式１株につき支払われる当該金銭の額を、当該組織再編行為の承認日時点

で有効な転換価額で除して得られた値（小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百分

率で表示する。）とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、会社法に基づき当社の取締役会その他当社の機

関において当該組織再編行為の条件（当該組織再編行為に関して支払われ又は交付される対価を含

む。）が承認又は決定された日（かかる承認又は決定の日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表さ

れる場合にはかかる公表の日）の直後の取引日に始まる５連続取引日の株式会社東京証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の終値の平均値（円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入す

る。）を、当該５連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値（小数第５位まで算出

し、小数第５位を四捨五入し、これを百分率で表示する。）とする。当該５連続取引日において下記

(注)４(2)②、③又は⑦に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該５連続取引日の当社普通

株式の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整されるものとする。但し、償還日が平成30年５月30日

（同日を含む。）から平成30年６月４日（同日を含む。）までの期間の場合は、償還金額は各社債の金

額の100％とする。本③、本(注)(6)②及び(7)②において「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が

営業している日をいい、当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含まない。）が発表されない日を

含まない。

④参照パリティ又は償還日が本号②の表に記載されていない場合には、組織再編行為償還金額は、以下の

方法により算出される。

(イ)参照パリティが本号②の表の第１行目に記載された２つの値の間の値である場合、又は償還日が本

号②の表の第１列目に記載された２つの日付の間の日である場合には、組織再編行為償還金額は、

かかる２つの値又はかかる２つの日付に対応する本号②の表中の数値に基づきその双方につきかか

る２つの値又はかかる２つの日付の間を直線で補間して算出した数値（小数第５位まで算出し、小

数第５位を四捨五入し、これを百分率で表示する。）により算出した金額とする。但し、日付に係

る補間については、１年を365日とする。

(ロ)参照パリティが本号②の表の第１行目の右端の値より高い場合には、参照パリティはかかる右端の

値と同一とみなす。

(ハ)参照パリティが本号②の表の第１行目の左端の値より低い場合には、参照パリティはかかる左端の

値と同一とみなす。

但し、組織再編行為償還金額は、各社債の金額の160％を上限とし、本号②の表及び上記(イ)乃至

(ハ)の方法に従って算出された値が160％を超える場合には、組織再編行為償還金額は各社債の金

額の160％とする。また、組織再編行為償還金額は、各社債の金額の100％を下限とし、本号②の表

及び上記(イ)乃至(ハ)の方法に従って算出された値が100％未満となる場合には、組織再編行為償

還金額は各社債の金額の100％とする。

⑤「組織再編行為」とは、(イ)当社が消滅する会社となる合併、(ロ)吸収分割又は新設分割（承継会社等

が、本社債に基づく当社の義務を引き受ける場合に限る。）、(ハ)当社が他の株式会社の完全子会社と

なる株式交換又は株式移転、及び(ニ)その他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社

債に基づく当社の義務が他の株式会社に引き受けられ又は承継されることとなるものを総称していう。

⑥「承継会社等」とは、次の(イ)乃至(ヘ)に定める株式会社を総称していう。

(イ)合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）　合併後存続する株式会社又は合併により設立す

る株式会社

(ロ)吸収分割　当社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

(ハ)新設分割　新設分割により設立する株式会社

(ニ)株式交換　株式交換により当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(ホ)株式移転　株式移転により設立する株式会社

(ヘ)上記(イ)乃至(ホ)以外の日本法上の会社組織再編手続　本社債に基づく当社の義務を引き受ける又

は承継する株式会社

⑦当社は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取消すことはできない。
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(6)上場廃止等による繰上償還

①(イ)当社以外の者（以下、「公開買付者」という。）によって、金融商品取引法に基づく当社普通株式

の公開買付けがなされ、(ロ)当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ハ)当該公開買付けによ

る当社普通株式の取得の結果当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその

上場が廃止される可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は認容し（但し、当社又は公開買付

者が、当該公開買付け後も当社が日本の金融商品取引所における上場会社であり続けるよう最善の努力

をする旨を公表した場合を除く。）、かつ(ニ)公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得

した場合には、当社は、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日（当該公開買付けに係る決済の開

始日を意味する。以下同じ。）から15日以内に償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、

当該公告において指定した償還日（かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれ

かの日で、かつ銀行営業日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、本号②に従って決

定される償還金額（以下、「上場廃止等償還金額」という。）で繰上償還する。

②上場廃止等償還金額は、本(注)(5)記載の組織再編行為償還金額の算出方法と同様の方法により算出さ

れる。但し、参照パリティは、(イ)当該公開買付けの対価が金銭のみである場合には、公開買付期間の

末日時点で有効な買付価格を、同日時点で有効な転換価額で除して得られた値（小数第５位まで算出

し、小数第５位を四捨五入し、これを百分率で表示する。）とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、公開

買付期間の末日に終了する５連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の

終値の平均値（円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。）を、公開買付期間の末

日時点で有効な転換価額で除して得られた値（小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これ

を百分率で表示する。）とする。当該５連続取引日において下記(注)４(2)②、③又は⑦に定める転換

価額の調整事由が生じた場合には、当該５連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、合

理的に調整されるものとする。但し、償還日が平成30年５月30日（同日を含む。）から平成30年６月４

日（同日を含む。）までの期間の場合、償還金額は各社債の金額の100％とする。

③本号①にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の後に組織

再編行為を行う旨の意向又は本(注)(7)に定めるスクイーズアウト事由を行う意向を当該公開買付けに

係る公開買付期間の末日までに公表した場合には、本号①の規定は適用されない。但し、当該公開買付

けによる当社普通株式の取得日から60日以内に当該組織再編行為に係る組織再編行為の承認日又は本

(注)(7)に定めるスクイーズアウト事由発生日が到来しなかった場合、当社は、かかる60日間の末日か

ら15日以内に償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、当該公告において指定した償還日

（かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とす

る。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、上場廃止等償還金額で繰上償還する。

④当社が本号に定める償還義務と本(注)(5)又は(7)に定める償還義務の両方を負うこととなる場合、本社

債は本(注)(5)又は(7)に従って償還されるものとする。

(7)スクイーズアウトによる繰上償還

①当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式を対価と引換えに取得す

る旨の株主総会の決議がなされた場合（以下、「スクイーズアウト事由」という。）、当社は、当該ス

クイーズアウト事由に係る決議日（以下、「スクイーズアウト事由発生日」という。）から15日以内に

償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、当該公告において指定した償還日（かかる償還

日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日より前で、当該公告の日から30日目以降

60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）

を、本号②に従って決定される償還金額（以下、「スクイーズアウト償還金額」という。）で繰上償還

する。

②スクイーズアウト償還金額は、本(注)(5)記載の組織再編行為償還金額の算出方法と同様の方法により

算出される。但し、参照パリティは、(イ)当該スクイーズアウト事由における取得の対価が金銭のみで

ある場合には、当社普通株式１株につき支払われる当該金銭の額を、スクイーズアウト事由発生日時点

で有効な転換価額で除して得られた値（小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百分

率で表示する。）とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、当該スクイーズアウト事由発生日に終了する５

連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（円位未満小数

第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。）を、スクイーズアウト事由発生日時点で有効な転換

価額で除して得られた値（小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百分率で表示す

る。）とする。当該５連続取引日において下記(注)４(2)②、③又は⑦に定める転換価額の調整事由が

生じた場合には、当該５連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整される

ものとする。但し、償還日が平成30年５月30日（同日を含む。）から平成30年６月４日（同日を含

む。）までの期間の場合、償還金額は各社債の金額の100％とする。

(8)本(注)(3)乃至(7)の規定により本社債を繰上償還する場合には、償還される本社債に付された本新株予約

権は、本社債の償還により下記(注)５に従って行使できなくなることによりその全部が消滅する。

(9)当社が本(注)(3)乃至(7)の規定のいずれかに基づく繰上償還の公告を行った場合、以後他の事由に基づく

繰上償還の公告を行うことはできない。

(10)当社は、法令又は振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則に別途定められている場合を除き、払込

期日(平成27年６月５日)の翌日以降いつでも本新株予約権付社債を買入れることができる。買入れた本社

債を消却する場合、当該本社債に付された本新株予約権は下記(注)７に従って行使できなくなることによ

り消滅する。
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３．当社に対して当社普通株式の交付を請求すること（以下、「行使請求」という。）により当社が交付する株

式の数は、同一の本新株予約権付社債の新株予約権者（以下、「本新株予約権者」という。）により同時に

行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価

額で除して得られる数とする。この場合に１株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調

整は行わない。

４．新株予約権の行使時の払込金額

(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

①各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。

②各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。

③各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算出するにあたり用いられる価額（以下、

「転換価額」という。但し、下記(注)10において、「転換価額」は、承継新株予約権の行使により交付

する承継会社等の普通株式の数を算出するにあたり用いられる価額をいう。）は、当初、2,569円とす

る。但し、転換価額は本(注)(1)④に定めるところにより修正され、また本(注)(2)①乃至⑦に定めると

ころにより調整されることがある。

④平成28年６月３日（決定日）まで（当日を含む。）の15連続取引日の株式会社東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の終値の平均値（計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り

上げた金額。）（以下、「決定日価額」という。）が、決定日に有効な転換価額を１円以上下回る場合

には、転換価額は、平成28年６月10日（以下、「効力発生日」という。）以降、決定日価額（但し、決

定日から（当日を含まない。）効力発生日まで（当日を含む。）の間に本(注)(2)①乃至⑦に従って行

われる調整に服する。）に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限修正価額（以下

に定義する。）を下回る場合には、修正後の転換価額は下限修正価額とする。「下限修正価額」とは、

決定日に有効な転換価額の80％に相当する金額（但し、決定日から（当日を含まない。）効力発生日ま

で（当日を含む。）の間に本(注)(2)①乃至⑦に従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法に

よる調整に服する。）の１円未満の端数を切り上げた金額をいう。

(2)転換価額の調整

①当社は、本新株予約権付社債の発行後、本(注)(2)②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を

生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式（以下、「新株発行等による転換価

額調整式」という。）をもって転換価額を調整する。

 

    
既発行株式数 ＋

交付株式数 ×
１株当たりの
払込金額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
時価

既発行株式数＋交付株式数
 

 

②新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時

期については、次に定めるところによる。

(イ)本号⑥(ロ)に定める時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当

社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合。

調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株

式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降

これを適用する。

(ロ)当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合。

調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得する株主を定めるための基準

日（基準日を定めない場合は、効力発生日）の翌日以降これを適用する。
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(ハ)本号⑥(ロ)に定める時価を下回る価額による当社普通株式の交付と引換えに取得される証券（権

利）若しくは取得させることができる証券（権利）、本号⑥(ロ)に定める時価を下回る価額をもっ

て当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券（権利）

若しくは取得させることができる証券（権利）、又は本号⑥(ロ)に定める時価を下回る価額をもっ

て当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）を発行する場合（但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関

する規則第８条第８項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権

を割り当てる場合を除く。）。なお、新株予約権無償割当ての場合（新株予約権付社債を無償で割

り当てる場合を含む。以下同じ。）は、新株予約権を無償として当該新株予約権を発行したものと

して本(ハ)を適用する。

調整後の転換価額は、発行される証券（権利）又は新株予約権（新株予約権の交付と引換えに取得

される証券（権利）若しくは取得させることができる証券（権利）に関して交付の対象となる新株

予約権を含む。）の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみな

して新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券（権利）又は新株予

約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権

利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日（基準日を定めない場合は、その

効力発生日）の翌日以降これを適用する。

但し、本(ハ)に定める証券（権利）又は新株予約権の発行（新株予約権無償割当ての場合を含

む。）が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表したときは、調整

後の転換価額は、当該証券（権利）又は新株予約権（新株予約権の交付と引換えに取得される証券

（権利）若しくは取得させることができる証券（権利）については、交付の対象となる新株予約権

を含む。）について、当該証券（権利）又は新株予約権の要項上、当社普通株式の交付と引換えに

する取得の請求若しくは取得又は当該証券（権利）若しくは新株予約権の行使が可能となった日

（以下、「転換・行使開始日」という。）の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取

得又は当該証券（権利）若しくは新株予約権の行使により当社普通株式が交付されたものとみなし

て新株発行等による転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。

(ニ)本(注)(2)②(イ)乃至(ハ)の場合において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設

定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認又は決

定を条件としているときには、本(注)(2)②(イ)乃至(ハ)にかかわらず、調整後の転換価額は、当

該承認又は決定があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から

当該承認又は決定があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次

の算出方法により、当社普通株式を交付する。株式の交付について、当社は本新株予約権の行使請

求の効力発生後当該行使請求に係る本新株予約権者に対し、当該本新株予約権者が指定する振替期

間又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を

交付する。

株式数 ＝
(調整前転換価額－調整後転換価額) ×

調整前転換価額により当該
期間内に交付された株式数

調整後転換価額
 

　この場合に１株未満の端数を生じる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。

③当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号④に定める特別配当を実施する場合には、次に定める算式

（以下、「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換

価額調整式」と総称する。）をもって転換価額を調整する。

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
時価－１株当たり特別配当

時価
 

　「１株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日における各社

債の金額（金１億円）当たりの本新株予約権の目的である株式の数で除した金額をいう。１株当たり特

別配当の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

④(イ)「特別配当」とは、平成30年５月29日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基

準日につき、当社普通株式１株当たりの剰余金の配当（会社法第455条第２項及び第456条の規定に

より支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財

産の簿価を配当の額とする。）の額に当該基準日時点における各社債の金額（金１億円）当たりの

本新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、

1,362,399.5円(基準配当金)(当社が当社の事業年度を変更した場合には合理的に修正された金額）

を超える場合における当該超過額をいう。

(ロ)特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又

は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。

⑤転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が１円未満にとどまる

限りは、転換価額の調整は行わない。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を

算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引い

た額を使用するものとする。
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⑥(イ)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

(ロ)転換価額調整式で使用する「時価」は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価

額を適用する日（但し、本号②(ニ)の場合は基準日）又は特別配当による転換価額調整式の場合は

当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券

取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含まない。）の平均値（終値の

ない日数を除く。）とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

(ハ)新株発行等による転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当該募集において株主に株式の

割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以

外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日における当社の発行済普通株式数から、

当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に本号②又は⑦に

基づき交付株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を

加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額

調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社

普通株式数を含まないものとする。

⑦当社は、本号②及び③に掲げた事由によるほか、次の各号に該当する場合は、転換価額の調整を適切に

行うものとする。

(イ)株式の併合、合併、会社分割、株式交換又はその他組織再編行為のために転換価額の調整を必要と

するとき。

(ロ)本号⑦(イ)のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転

換価額の調整を必要とするとき。

(ハ)当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とすると

き。

(ニ)転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算

出にあたり使用すべき時価が、他方の事由によって調整されているとみなされるとき。

(3)本(注)(1)④に定めるところにより転換価額の修正を行うとき、又は本(注)(2)①乃至⑦に定めるところに

より転換価額の調整を行うときは、当社は、修正後又は調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本

新株予約権者に対し、かかる修正又は調整を行う旨並びにその事由、修正又は調整前の転換価額、修正後

又は調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を通知又は公告する。但し、適用開始日の前日

までに前記の通知又は公告を行うことができないときは、適用開始日以降すみやかにこれを行う。

５．以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。

(1)当社普通株式に係る基準日又は株主確定日及びその前営業日（振替機関の休業日でない日をいう。）。

(2)振替機関が必要であると認めた日。

(3)組織再編行為において承継会社等の新株予約権を交付する場合で、本新株予約権の行使請求の停止が必要

となるときは、当社が行使請求を停止する期間（当該期間は１か月を超えないものとする。）その他必要

な事項を当該期間の開始日の30日前までに公告した場合における当該期間。

(4)上記(注)２(3)乃至(7)に定めるところにより、平成30年５月29日以前に本社債が償還される場合には、当

該償還に係る元金が支払われる日の前営業日以降。

(5)当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日（当日を含む。）以降。

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式１株の発行価格（会社法上の本新株予約権

の行使に際してする出資の目的となる財産の１株当たりの価額）は、行使された本新株予約権に係る本社

債の金額の総額を、上記(注)３記載の本新株予約権の目的である株式の数で除して得られる金額となる。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本号①記載の資本

金等増加限度額から本号①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

７．各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできないものとする。なお、当社が本新株予

約権付社債を買入れ、本社債を消却した場合には、当該本社債に付された本新株予約権を行使することはで

きない。

８．本新株予約権付社債は、会社法第254条第２項本文及び第３項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の

一方のみを譲渡することはできない。

９．各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。各本新株予

約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
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10．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、組織再編行為を行う場合は、上記(注)２(5)に基づき本社債の繰上償還を行う場合を除き、組織再

編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有

する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本(注)(1)乃至(9)の内容

のもの（以下、「承継新株予約権」という。）を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日におい

て、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、当該新株予約権者は、承継新株予

約権の新株予約権者となるものとし、本新株予約権付社債の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権に

ついて準用する。

(1)交付する承継会社等の承継新株予約権の数

組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。

(2)承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

(3)承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の数の算定方法

行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の総額を本(注)(4)に定める転換価額で除して

得られる数とする。この場合に１株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わ

ない。

(4)承継新株予約権付社債の転換価額

組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の

経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権の新株予約権者がこれを行使したとき

に受領できるように、承継新株予約権付社債（承継新株予約権を承継会社等に承継された本社債に付した

ものをいう。以下同じ。）の転換価額を定める。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株

予約権付社債の転換価額は、上記(注)４(1)④に準じた修正及び上記(注)４(2)①乃至⑦に準じた調整を行

う。

(5)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

交付される各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権に係る各社債を出資するものと

し、各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各社債の金額と同額とする。

(6)承継新株予約権を行使することができる期間

組織再編行為の効力発生日（当社が上記(注)５(3)に定める期間を指定したときは、当該組織再編行為の

効力発生日又は当該期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日）から、上記(注)５に定める本新株

予約権の行使請求期間の満了日までとする。

(7)承継新株予約権の行使の条件

各承継新株予約権の一部について承継新株予約権を行使することはできないものとする。なお、承継会社

等が承継新株予約権付社債を買入れ当該承継新株予約権付社債に係る社債を消却した場合には、当該社債

に係る承継新株予約権を行使することはできない。

(8)承継新株予約権の取得条項

承継新株予約権の取得条項は定めない。

(9)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、

その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金

の額を減じた額とする。

11．企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第９項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定す

るデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容

該当事項なし

12．本新株予約権付社債に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結する取決めの内容

本新株予約権付社債の割当て等を規定する第三者割当て契約を締結しております。

13．当社の株券の売買について割当先との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項なし

14．当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決め

の内容

該当事項なし

15．その他投資家の保護を図るため必要な事項

該当事項なし

16．平成28年６月10日付で実施した転換価額修正条項の適用により、「新株予約権の目的となる株式の数

(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
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　２．平成27年５月20日取締役会決議

120％ソフトコール条項付第２回無担保転換社債型新株予約権付社債
（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）(平成27年６月５日発行)

 
事業年度末現在

(平成28年５月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年７月31日)

新株予約権の数(個) 75 75

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,792,256(注)３ 2,792,256(注)３

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,686(注)４ 2,686(注)４

新株予約権の行使期間
平成27年６月12日～
平成32年５月29日(注)５

平成27年６月12日～
平成32年５月29日(注)５

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　2,686
資本組入額　1,343(注)６

発行価格　　2,686
資本組入額　1,343(注)６

新株予約権の行使の条件 (注)７ (注)７

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)８ (注)８

代用払込みに関する事項 (注)９ (注)９

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)10 (注)10

新株予約権付社債の残高(百万円) 7,500 7,500
 

(注) １．本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新

株予約権付社債券等の特質等は以下の通りであります。

(1)本新株予約権の行使請求(下記(注)３に定義する。以下同じ。)により当社が交付する当社普通株式の数は

株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金

額の総額を当該行使請求の効力発生日(下記(注)４(1)④に定義する。以下同じ。)において適用のある転

換価額(下記(注)４(1)③に定義する。以下同じ。)で除して得られる数であるため、下記(注)４(1)④に従

い転換価額が修正された場合には、本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増

加する。

(2)転換価額の修正基準

平成29年６月５日（以下、「決定日」という。）まで（当日を含む。）の15連続取引日の株式会社東京証

券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、

その端数を切り上げた金額。）が、決定日に有効な転換価額を１円以上下回る場合には、転換価額は、平

成29年６月12日以降、上記の計算の結果算出された金額と同一の金額に修正される。本号及び下記(注)４

(1)④において「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が営業している日をいい、当社普通株式の普通

取引の終値（気配表示を含まない。）が発表されない日を含まない。

(3)転換価額の修正頻度

１回（平成29年６月12日に修正されることがある。）

(4)転換価額の下限等

下記(注)４(1)④に従い修正される転換価額の下限は、決定日に有効な転換価額の80％に相当する金額で

ある。なお、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が

付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる

数となる。

(5)繰上償還条項等

本新株予約権付社債は、下記(注)２(3)乃至(7)に従い、繰上償還されることがある。
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２．社債の償還の方法及び期限

(1)本社債は、平成32年６月５日にその総額を償還する。但し、繰上償還に関しては本(注)(3)乃至(7)に定め

るところによる。

(2)本社債を償還すべき日（本(注)(3)乃至(7)の規定により本社債を繰上償還する日を含み、以下、「償還

日」という。）が東京における銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日に繰り上げる。

(3)120％ソフトコール条項による繰上償還

①当社は、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含まない。以

下、本(注)において同じ。）がある20連続取引日（「取引日」とは、株式会社東京証券取引所において

当社普通株式の普通取引が行われる日をいう。本(注)(5)③、(6)②及び(7)②における場合を除き、以

下同じ。）にわたり、各取引日における当該終値が当該取引日に適用のある転換価額の120％以上で

あった場合、当該20連続取引日の最終日から15日以内に必要事項を公告した上で、平成29年10月５日以

降、当該公告において指定した償還日（かかる償還日は、当該公告の日から90日目以降120日目までの

いずれかの日で、かつ銀行営業日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、各社債の金

額100円につき金100円で繰上償還することができる。なお、当社が当社普通株式の株式分割又は当社普

通株式に対する当社普通株式の無償割当て（以下、「株式分割等」という。）を行う場合、当該株式分

割等の基準日（基準日を定めない場合は、効力発生日の前日とし、基準日又は効力発生日の前日が取引

日でない場合は、それらの直前の取引日とする。以下本号において同じ。）の２取引日前の日から当該

株式分割等の基準日までの３取引日（当該基準日を含む。）についての本条項の適用にあたっては、下

記(注)４(2)②(ロ)の規定にかかわらず、当該各取引日の１か月前の応当日（応当日がない場合には当

該各取引日の前月末日とする。）における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する

当社普通株式数を控除した株式数を既発行株式数とし、当該株式分割等により交付されることとなる株

式数を交付株式数として、下記(注)４(2)①に定める新株式発行等による転換価額調整式により算出さ

れた転換価額をもって、当該各取引日に適用のある転換価額とする。

②本号及び本(注)(5)、(6)又は(7)の両方に従って本社債の償還がなされる場合、本(注)(5)、(6)又は(7)

の手続が適用される。但し、本(注)(5)に定める組織再編行為を行う意向を公表する前、本(注)(6)に定

める公開買付開始公告が行われる前又は本(注)(7)に定めるスクイーズアウト事由を行う意向を公表す

る前に本号①に基づく公告が行われた場合には、本号の手続が適用される。

③当社は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取消すことはできない。

(4)クリーンアップ条項による繰上償還

①本号の繰上償還の公告を行う前のいずれかの時点において、残存する本社債の金額の合計額が発行時の

本社債の金額の合計額の10％を下回った場合、当社は、必要事項を公告した上で、当該公告において指

定した償還日（かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行

営業日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、各社債の金額100円につき金100円で繰

上償還することができる。

②本号及び本(注)(5)、(6)又は(7)の両方に従って本社債の償還がなされる場合、本(注)(5)、(6)又は(7)

の手続が適用される。但し、本(注)(5)に定める組織再編行為を行う意向を公表する前、本(注)(6)に定

める公開買付開始公告が行われる前又は本(注)(7)に定めるスクイーズアウト事由を行う意向を公表す

る前に本号①に基づく公告が行われた場合には、本号の手続が適用される。

③当社は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取消すことはできない。

(5)組織再編行為による繰上償還

①組織再編行為（本号⑤に定義する。以下同じ。）が当社の株主総会で承認された場合（株主総会の承認

が不要な場合は取締役会で承認した場合又は会社法に従いその他当社の機関が決定した場合）におい

て、当社が、(イ)下記(注)10に従って承継新株予約権（同(注)に定義する。）を交付することができな

い場合、又は(ロ)組織再編行為の承認若しくは決定の日（以下、「承認日」という。）までに、財務代

理人に対し、承継会社等（本号⑥に定義する。）が理由の如何を問わず当該組織再編行為の効力発生日

において日本の金融商品取引所における上場会社であることを、当社としては予定していない旨を記載

し、当社の代表者が署名した証明書を交付した場合には、当社は、償還日（当該組織再編行為の効力発

生日又はそれ以前の日で、かつ銀行営業日とする。）の30日前までに償還日、償還金額その他の必要な

事項を公告した上で、残存する本社債の全部（一部は不可）を、本号②乃至④に従って決定される償還

金額（以下、「組織再編行為償還金額」という。）で繰上償還する。

②組織再編行為償還金額は、参照パリティ（本号③に定義する。）及び償還日に応じて下記の表（本社債

の各社債の金額に対する割合（百分率）として表示する。）に従って決定される。
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組織再編行為償還金額（％）

償還日
参照パリティ

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

平成27年
６月５日

97.15 99.78 102.99 106.85 111.59 117.38 124.26 132.13 140.84 150.18 160.00

平成28年
６月５日

98.04 100.93 104.05 107.30 111.28 116.58 123.35 131.39 140.38 150.02 160.00

平成29年
６月５日

96.56 97.68 99.87 103.35 108.16 114.16 121.18 130.02 140.00 150.00 160.00

平成30年
６月５日

97.34 97.94 99.47 102.39 106.88 112.82 120.11 130.00 140.00 150.00 160.00

平成 31 年
６月５日

98.52 98.70 99.54 101.87 106.26 112.67 120.61 130.00 140.00 150.00 160.00

平成 32 年
５月29日

99.97 99.97 99.97 99.97 100.66 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 160.00
 

　

③「参照パリティ」は、(イ)当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみ

である場合には、当社普通株式１株につき支払われる当該金銭の額を、当該組織再編行為の承認日時点

で有効な転換価額で除して得られた値（小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百分

率で表示する。）とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、会社法に基づき当社の取締役会その他当社の機

関において当該組織再編行為の条件（当該組織再編行為に関して支払われ又は交付される対価を含

む。）が承認又は決定された日（かかる承認又は決定の日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表さ

れる場合にはかかる公表の日）の直後の取引日に始まる５連続取引日の株式会社東京証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の終値の平均値（円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入す

る。）を、当該５連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値（小数第５位まで算出

し、小数第５位を四捨五入し、これを百分率で表示する。）とする。当該５連続取引日において下記

(注)４(2)②、③又は⑦に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該５連続取引日の当社普通

株式の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整されるものとする。但し、償還日が平成32年５月30日

（同日を含む。）から平成32年６月４日（同日を含む。）までの期間の場合は、償還金額は各社債の金

額の100％とする。本③、本(注)(6)②及び(7)②において「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が

営業している日をいい、当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含まない。）が発表されない日を

含まない。

④参照パリティ又は償還日が本号②の表に記載されていない場合には、組織再編行為償還金額は、以下の

方法により算出される。

(イ)参照パリティが本号②の表の第１行目に記載された２つの値の間の値である場合、又は償還日が本

号②の表の第１列目に記載された２つの日付の間の日である場合には、組織再編行為償還金額は、

かかる２つの値又はかかる２つの日付に対応する本号②の表中の数値に基づきその双方につきかか

る２つの値又はかかる２つの日付の間を直線で補間して算出した数値（小数第５位まで算出し、小

数第５位を四捨五入し、これを百分率で表示する。）により算出した金額とする。但し、日付に係

る補間については、１年を365日とする。

(ロ)参照パリティが本号②の表の第１行目の右端の値より高い場合には、参照パリティはかかる右端の

値と同一とみなす。

(ハ)参照パリティが本号②の表の第１行目の左端の値より低い場合には、参照パリティはかかる左端の

値と同一とみなす。

但し、組織再編行為償還金額は、各社債の金額の160％を上限とし、本号②の表及び上記(イ)乃至

(ハ)の方法に従って算出された値が160％を超える場合には、組織再編行為償還金額は各社債の金

額の160％とする。また、組織再編行為償還金額は、各社債の金額の100％を下限とし、本号②の表

及び上記(イ)乃至(ハ)の方法に従って算出された値が100％未満となる場合には、組織再編行為償

還金額は各社債の金額の100％とする。

⑤「組織再編行為」とは、(イ)当社が消滅する会社となる合併、(ロ)吸収分割又は新設分割（承継会社等

が、本社債に基づく当社の義務を引き受ける場合に限る。）、(ハ)当社が他の株式会社の完全子会社と

なる株式交換又は株式移転、及び(ニ)その他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社

債に基づく当社の義務が他の株式会社に引き受けられ又は承継されることとなるものを総称していう。

⑥「承継会社等」とは、次の(イ)乃至(ヘ)に定める株式会社を総称していう。

(イ)合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）　合併後存続する株式会社又は合併により設立す

る株式会社

(ロ)吸収分割　当社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

(ハ)新設分割　新設分割により設立する株式会社

(ニ)株式交換　株式交換により当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(ホ)株式移転　株式移転により設立する株式会社

(ヘ)上記(イ)乃至(ホ)以外の日本法上の会社組織再編手続　本社債に基づく当社の義務を引き受ける又

は承継する株式会社
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⑦当社は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取消すことはできない。

(6)上場廃止等による繰上償還

①(イ)当社以外の者（以下、「公開買付者」という。）によって、金融商品取引法に基づく当社普通株式

の公開買付けがなされ、(ロ)当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ハ)当該公開買付けによ

る当社普通株式の取得の結果当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその

上場が廃止される可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は認容し（但し、当社又は公開買付

者が、当該公開買付け後も当社が日本の金融商品取引所における上場会社であり続けるよう最善の努力

をする旨を公表した場合を除く。）、かつ(ニ)公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得

した場合には、当社は、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日（当該公開買付けに係る決済の開

始日を意味する。以下同じ。）から15日以内に償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、

当該公告において指定した償還日（かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれ

かの日で、かつ銀行営業日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、本号②に従って決

定される償還金額（以下、「上場廃止等償還金額」という。）で繰上償還する。

②上場廃止等償還金額は、本(注)(5)記載の組織再編行為償還金額の算出方法と同様の方法により算出さ

れる。但し、参照パリティは、(イ)当該公開買付けの対価が金銭のみである場合には、公開買付期間の

末日時点で有効な買付価格を、同日時点で有効な転換価額で除して得られた値（小数第５位まで算出

し、小数第５位を四捨五入し、これを百分率で表示する。）とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、公開

買付期間の末日に終了する５連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の

終値の平均値（円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。）を、公開買付期間の末

日時点で有効な転換価額で除して得られた値（小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これ

を百分率で表示する。）とする。当該５連続取引日において下記(注)４(2)②、③又は⑦に定める転換

価額の調整事由が生じた場合には、当該５連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、合

理的に調整されるものとする。但し、償還日が平成32年５月30日（同日を含む。）から平成32年６月４

日（同日を含む。）までの期間の場合、償還金額は各社債の金額の100％とする。

③本号①にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の後に組織

再編行為を行う旨の意向又は本(注)(7)に定めるスクイーズアウト事由を行う意向を当該公開買付けに

係る公開買付期間の末日までに公表した場合には、本号①の規定は適用されない。但し、当該公開買付

けによる当社普通株式の取得日から60日以内に当該組織再編行為に係る組織再編行為の承認日又は本

(注)(7)に定めるスクイーズアウト事由発生日が到来しなかった場合、当社は、かかる60日間の末日か

ら15日以内に償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、当該公告において指定した償還日

（かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とす

る。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、上場廃止等償還金額で繰上償還する。

④当社が本号に定める償還義務と本(注)(5)又は(7)に定める償還義務の両方を負うこととなる場合、本社

債は本(注)(5)又は(7)に従って償還されるものとする。

(7)スクイーズアウトによる繰上償還

①当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式を対価と引換えに取得す

る旨の株主総会の決議がなされた場合（以下、「スクイーズアウト事由」という。）、当社は、当該ス

クイーズアウト事由に係る決議日（以下、「スクイーズアウト事由発生日」という。）から15日以内に

償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、当該公告において指定した償還日（かかる償還

日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日より前で、当該公告の日から30日目以降

60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）

を、本号②に従って決定される償還金額（以下、「スクイーズアウト償還金額」という。）で繰上償還

する。

②スクイーズアウト償還金額は、本(注)(5)記載の組織再編行為償還金額の算出方法と同様の方法により

算出される。但し、参照パリティは、(イ)当該スクイーズアウト事由における取得の対価が金銭のみで

ある場合には、当社普通株式１株につき支払われる当該金銭の額を、スクイーズアウト事由発生日時点

で有効な転換価額で除して得られた値（小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百分

率で表示する。）とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、当該スクイーズアウト事由発生日に終了する５

連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（円位未満小数

第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。）を、スクイーズアウト事由発生日時点で有効な転換

価額で除して得られた値（小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百分率で表示す

る。）とする。当該５連続取引日において下記(注)４(2)②、③又は⑦に定める転換価額の調整事由が

生じた場合には、当該５連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整される

ものとする。但し、償還日が平成32年５月30日（同日を含む。）から平成32年６月４日（同日を含

む。）までの期間の場合、償還金額は各社債の金額の100％とする。

(8)本(注)(3)乃至(7)の規定により本社債を繰上償還する場合には、償還される本社債に付された本新株予約

権は、本社債の償還により下記(注)５に従って行使できなくなることによりその全部が消滅する。

(9)当社が本(注)(3)乃至(7)の規定のいずれかに基づく繰上償還の公告を行った場合、以後他の事由に基づく

繰上償還の公告を行うことはできない。
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(10)当社は、法令又は振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則に別途定められている場合を除き、払込

期日(平成27年６月５日)の翌日以降いつでも本新株予約権付社債を買入れることができる。買入れた本社

債を消却する場合、当該本社債に付された本新株予約権は下記(注)７に従って行使できなくなることによ

り消滅する。

３．当社に対して当社普通株式の交付を請求すること（以下、「行使請求」という。）により当社が交付する株

式の数は、同一の本新株予約権付社債の新株予約権者（以下、「本新株予約権者」という。）により同時に

行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価

額で除して得られる数とする。この場合に１株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調

整は行わない。

４．新株予約権の行使時の払込金額

(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

①各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。

②各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。

③各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算出するにあたり用いられる価額（以下、

「転換価額」という。但し、下記(注)10において、「転換価額」は、承継新株予約権の行使により交付

する承継会社等の普通株式の数を算出するにあたり用いられる価額をいう。）は、当初、2,686円とす

る。但し、転換価額は本(注)(1)④に定めるところにより修正され、また本(注)(2)①乃至⑦に定めると

ころにより調整されることがある。

④平成29年６月５日（決定日）まで（当日を含む。）の15連続取引日の株式会社東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の終値の平均値（計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り

上げた金額。）（以下、「決定日価額」という。）が、決定日に有効な転換価額を１円以上下回る場合

には、転換価額は、平成29年６月12日（以下、「効力発生日」という。）以降、決定日価額（但し、決

定日から（当日を含まない。）効力発生日まで（当日を含む。）の間に本(注)(2)①乃至⑦に従って行

われる調整に服する。）に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限修正価額（以下

に定義する。）を下回る場合には、修正後の転換価額は下限修正価額とする。「下限修正価額」とは、

決定日に有効な転換価額の80％に相当する金額（但し、決定日から（当日を含まない。）効力発生日ま

で（当日を含む。）の間に本(注)(2)①乃至⑦に従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法に

よる調整に服する。）の１円未満の端数を切り上げた金額をいう。

(2)転換価額の調整

①当社は、本新株予約権付社債の発行後、本(注)(2)②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を

生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式（以下、「新株発行等による転換価

額調整式」という。）をもって転換価額を調整する。

 

    
既発行株式数 ＋

交付株式数 ×
１株当たりの
払込金額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
時価

既発行株式数＋交付株式数
 

 

②新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時

期については、次に定めるところによる。

(イ)本号⑥(ロ)に定める時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当

社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合。

調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株

式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降

これを適用する。

(ロ)当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合。

調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得する株主を定めるための基準

日（基準日を定めない場合は、効力発生日）の翌日以降これを適用する。

EDINET提出書類

三協立山株式会社(E26831)

有価証券報告書

 35/129



 

(ハ)本号⑥(ロ)に定める時価を下回る価額による当社普通株式の交付と引換えに取得される証券（権

利）若しくは取得させることができる証券（権利）、本号⑥(ロ)に定める時価を下回る価額をもっ

て当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券（権利）

若しくは取得させることができる証券（権利）、又は本号⑥(ロ)に定める時価を下回る価額をもっ

て当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）を発行する場合（但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関

する規則第８条第８項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権

を割り当てる場合を除く。）。なお、新株予約権無償割当ての場合（新株予約権付社債を無償で割

り当てる場合を含む。以下同じ。）は、新株予約権を無償として当該新株予約権を発行したものと

して本(ハ)を適用する。

調整後の転換価額は、発行される証券（権利）又は新株予約権（新株予約権の交付と引換えに取得

される証券（権利）若しくは取得させることができる証券（権利）に関して交付の対象となる新株

予約権を含む。）の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみな

して新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券（権利）又は新株予

約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権

利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日（基準日を定めない場合は、その

効力発生日）の翌日以降これを適用する。

   但し、本(ハ)に定める証券（権利）又は新株予約権の発行（新株予約権無償割当ての場合を含

む。）が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表したときは、調整

後の転換価額は、当該証券（権利）又は新株予約権（新株予約権の交付と引換えに取得される証券

（権利）若しくは取得させることができる証券（権利）については、交付の対象となる新株予約権

を含む。）について、当該証券（権利）又は新株予約権の要項上、当社普通株式の交付と引換えに

する取得の請求若しくは取得又は当該証券（権利）若しくは新株予約権の行使が可能となった日

（以下、「転換・行使開始日」という。）の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取

得又は当該証券（権利）若しくは新株予約権の行使により当社普通株式が交付されたものとみなし

て新株発行等による転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。

(ニ)本(注)(2)②(イ)乃至(ハ)の場合において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設

定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認又は決

定を条件としているときには、本(注)(2)②(イ)乃至(ハ)にかかわらず、調整後の転換価額は、当

該承認又は決定があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から

当該承認又は決定があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次

の算出方法により、当社普通株式を交付する。株式の交付について、当社は本新株予約権の行使請

求の効力発生後当該行使請求に係る本新株予約権者に対し、当該本新株予約権者が指定する振替期

間又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を

交付する。

株式数 ＝
(調整前転換価額－調整後転換価額) ×

調整前転換価額により当該
期間内に交付された株式数

調整後転換価額
 

　この場合に１株未満の端数を生じる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。

③当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号④に定める特別配当を実施する場合には、次に定める算式

（以下、「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換

価額調整式」と総称する。）をもって転換価額を調整する。

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
時価－１株当たり特別配当

時価
 

　「１株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日における各社

債の金額（金１億円）当たりの本新株予約権の目的である株式の数で除した金額をいう。１株当たり特

別配当の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

④(イ)「特別配当」とは、平成32年５月29日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基

準日につき、当社普通株式１株当たりの剰余金の配当（会社法第455条第２項及び第456条の規定に

より支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財

産の簿価を配当の額とする。）の額に当該基準日時点における各社債の金額（金１億円）当たりの

本新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、

1,303,053.5円(基準配当金)(当社が当社の事業年度を変更した場合には合理的に修正された金額）

を超える場合における当該超過額をいう。

(ロ)特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又

は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。

⑤転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が１円未満にとどまる

限りは、転換価額の調整は行わない。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を

算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引い

た額を使用するものとする。
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⑥(イ)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

(ロ)転換価額調整式で使用する「時価」は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価

額を適用する日（但し、本号②(ニ)の場合は基準日）又は特別配当による転換価額調整式の場合は

当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券

取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含まない。）の平均値（終値の

ない日数を除く。）とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

(ハ)新株発行等による転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当該募集において株主に株式の

割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以

外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日における当社の発行済普通株式数から、

当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に本号②又は⑦に

基づき交付株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を

加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額

調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社

普通株式数を含まないものとする。

⑦当社は、本号②及び③に掲げた事由によるほか、次の各号に該当する場合は、転換価額の調整を適切に

行うものとする。

(イ)株式の併合、合併、会社分割、株式交換又はその他組織再編行為のために転換価額の調整を必要と

するとき。

(ロ)本号⑦(イ)のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転

換価額の調整を必要とするとき。

(ハ)当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とすると

き。

(ニ)転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算

出にあたり使用すべき時価が、他方の事由によって調整されているとみなされるとき。

(3)本(注)(1)④に定めるところにより転換価額の修正を行うとき、又は本(注)(2)①乃至⑦に定めるところに

より転換価額の調整を行うときは、当社は、修正後又は調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本

新株予約権者に対し、かかる修正又は調整を行う旨並びにその事由、修正又は調整前の転換価額、修正後

又は調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を通知又は公告する。但し、適用開始日の前日

までに前記の通知又は公告を行うことができないときは、適用開始日以降すみやかにこれを行う。

５．以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。

(1)当社普通株式に係る基準日又は株主確定日及びその前営業日（振替機関の休業日でない日をいう。）。

(2)振替機関が必要であると認めた日。

(3)組織再編行為において承継会社等の新株予約権を交付する場合で、本新株予約権の行使請求の停止が必要

となるときは、当社が行使請求を停止する期間（当該期間は１か月を超えないものとする。）その他必要

な事項を当該期間の開始日の30日前までに公告した場合における当該期間。

(4)上記(注)２(3)乃至(7)に定めるところにより、平成32年５月29日以前に本社債が償還される場合には、当

該償還に係る元金が支払われる日の前営業日以降。

(5)当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日（当日を含む。）以降。

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式１株の発行価格（会社法上の本新株予約権

の行使に際してする出資の目的となる財産の１株当たりの価額）は、行使された本新株予約権に係る本社

債の金額の総額を、上記(注)３記載の本新株予約権の目的である株式の数で除して得られる金額となる。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本号①記載の資本

金等増加限度額から本号①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

７．各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできないものとする。なお、当社が本新株予

約権付社債を買入れ、本社債を消却した場合には、当該本社債に付された本新株予約権を行使することはで

きない。

８．本新株予約権付社債は、会社法第254条第２項本文及び第３項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の

一方のみを譲渡することはできない。

９．各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。各本新株予

約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
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10．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、組織再編行為を行う場合は、上記(注)２(5)に基づき本社債の繰上償還を行う場合を除き、組織再

編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有

する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本(注)(1)乃至(9)の内容

のもの（以下、「承継新株予約権」という。）を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日におい

て、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、当該新株予約権者は、承継新株予

約権の新株予約権者となるものとし、本新株予約権付社債の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権に

ついて準用する。

(1)交付する承継会社等の承継新株予約権の数

組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。

(2)承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

(3)承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の数の算定方法

行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の総額を本(注)(4)に定める転換価額で除して

得られる数とする。この場合に１株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わ

ない。

(4)承継新株予約権付社債の転換価額

組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の

経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権の新株予約権者がこれを行使したとき

に受領できるように、承継新株予約権付社債（承継新株予約権を承継会社等に承継された本社債に付した

ものをいう。以下同じ。）の転換価額を定める。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株

予約権付社債の転換価額は、上記(注)４(1)④に準じた修正及び上記(注)４(2)①乃至⑦に準じた調整を行

う。

(5)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

交付される各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権に係る各社債を出資するものと

し、各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各社債の金額と同額とする。

(6)承継新株予約権を行使することができる期間

組織再編行為の効力発生日（当社が上記(注)５(3)に定める期間を指定したときは、当該組織再編行為の

効力発生日又は当該期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日）から、上記(注)５に定める本新株

予約権の行使請求期間の満了日までとする。

(7)承継新株予約権の行使の条件

各承継新株予約権の一部について承継新株予約権を行使することはできないものとする。なお、承継会社

等が承継新株予約権付社債を買入れ当該承継新株予約権付社債に係る社債を消却した場合には、当該社債

に係る承継新株予約権を行使することはできない。

(8)承継新株予約権の取得条項

承継新株予約権の取得条項は定めない。

(9)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、

その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金

の額を減じた額とする。

11．企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第９項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定す

るデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容

該当事項なし

12．本新株予約権付社債に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結する取決めの内容

本新株予約権付社債の割当て等を規定する第三者割当て契約を締結しております。

13．当社の株券の売買について割当先との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項なし

14．当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決め

の内容

該当事項なし

15．その他投資家の保護を図るため必要な事項

該当事項なし
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成23年８月24日
(注)１

― 273,357 ― 28,399 △10,631 11,581

平成24年５月31日
(注)２ (注)３

△241,803 31,554 △13,399 15,000 ― 11,581
 

（注）１. 会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えたものであ

ります。

２. 普通株式8.663株を１株とする株式併合によるものであります。

３. 会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えたものでありま

す。
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(6) 【所有者別状況】

平成28年５月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数(人) ― 40 26 531 134 10 13,444 14,185 ―

所有株式数
(単元）

― 84,263 2,864 69,178 48,937 35 106,589 311,866 368,029

所有株式数
の割合(％)

― 27.02 0.92 22.18 15.69 0.01 34.18   100.00 ―
 

(注) １. 自己株式54,876株は、「個人その他」の欄に548単元、「単元未満株式の状況」の欄に76株を含めて記載し

ております。

２. 「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が47単元含まれております。

 

(7) 【大株主の状況】

平成28年５月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

住友化学株式会社 東京都中央区新川二丁目27－１ 2,235 7.08

三協立山社員持株会 富山県高岡市早川70番地 1,153 3.66

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８－11 1,041 3.30

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４－１ 971 3.08

三協立山持株会 富山県高岡市早川70番地 957 3.03

ST持株会 富山県高岡市早川70番地 918 2.91

株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通り一丁目２－26 888 2.82

住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目４－１ 803 2.55

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口９）

東京都中央区晴海一丁目８－11 631 2.00

BNYML－NON TREATY ACCOUNT
（常任代理人　株式会社三菱東京
UFJ銀行）

VERTIGO BUILDING－POLARIS ２－４ RUE
EUGENE ERT L－2453 LUXEMBOURG GRAND
DUCHY OF LUXEMBOURG
（東京都千代田区丸の内二丁目７－１）

560 1.78

計 ― 10,162 32.21
 

(注) １．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、信託業務に係るものであります。

当事業年度末現在における信託業務に係る株式数については、当社として把握することができないため記載

しておりません。

２．平成27年12月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、野村アセットマ

ネジメント株式会社及びその共同保有者であるNOMURA INTERNATIONAL PLCが平成27年12月15日現在で以下の

株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確

認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等
の数(千株)

株券等保有
割合(％)

野村アセットマネジメン
ト株式会社

東京都中央区日本橋一丁目12番１号 936 2.97

NOMURA INTERNATIONAL
PLC

1 Angel Lane, London EC4R 3AB,United
Kingdom

157 0.50

計 ― 1,094 3.47
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(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成28年５月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）
普通株式

54,800
（相互保有株式）
普通株式

335,900

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 30,795,900 307,959 ―

単元未満株式 普通株式 368,029 ― ―

発行済株式総数  31,554,629 ― ―

総株主の議決権 ― 307,959 ―
 

(注) １．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,700株（議決権47個)含

まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。

自己株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　76株

相互保有株式　　協和紙工業株式会社　　　　　　　　49株

 

② 【自己株式等】

平成28年５月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
三協立山株式会社

富山県高岡市早川70番
地

54,800 ― 54,800 0.17

(相互保有株式)
協和紙工業株式会社

富山県射水市布目沢336
－２

229,300 ― 229,300 0.73

ビニフレーム工業株式会社
富山県魚津市北鬼江616
番地

100,000 ― 100,000 0.32

株式会社アイシン
大阪府高槻市梶原中村
町５－１

6,600 ― 6,600 0.02

計 ― 390,700 ― 390,700 1.24
 

（注）株主名簿上は、三協アルミニウム工業株式会社（現、当社）名義となっておりますが、同社が実質的に所有し

ていない株式が200株（議決権２個）あります。なお、当該株式数（200株）は上記「発行済株式」の「完全議

決権株式（その他）」欄の普通株式に含めております。

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 7,552 12,932,878

当期間における取得自己株式 684 1,020,180
 

（注）当期間における取得自己株式には、平成28年８月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に

よる株式数は含めておりません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他

（単元未満株式の売渡請求による売渡）
358 546,710 ― ―

保有自己株式数 54,876 ― 55,560 ―
 

（注）当期間における保有自己株式数には、平成28年８月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

及び売却による株式数は含めておりません。
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３【配当政策】

当社は、グループ全体の経営基盤の強化と収益力向上によって、継続的な企業価値の向上を図り、株主の皆様の

ご期待に応えてまいりたいと考えております。

配当につきましては、業績状況や内部留保の充実などを勘案した上で、安定的な配当を継続して実施することを

基本方針としております。なお、配当は中間及び期末の年２回実施することとしております。配当の決定機関は、

中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、基本方針に基づき、期末配当金を１株当たり20円とし、中間配当金

１株当たり15円とあわせて、年間配当金は１株当たり35円としております。また、内部留保金につきましては、将

来の事業展開に対する設備投資及び研究開発投資等の原資、また財務体質強化に向けて有効活用してまいります。

なお、当社は「取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定

款に定めております。

（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、下記のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）

平成28年１月８日

取締役会決議
472 15.00

平成28年８月29日

定時株主総会決議
629 20.00

 

 

４【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次 第67期 第68期 第69期 第70期 第71期

決算年月 平成24年５月 平成25年５月 平成26年５月 平成27年５月 平成28年５月

最高(円) ― 2,850 2,640 2,441 2,148

最低(円) ― 1,499 1,801 1,775 1,200
 

(注) １．最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

２．当社は平成24年12月１日付で三協・立山ホールディングス株式会社と合併し、当社株式は同日から東京証券

取引所市場第一部に上場されておりますので、それ以前については該当ありません。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

月別 平成27年12月 平成28年１月 ２月 ３月 ４月 ５月

最高(円) 1,752 1,589 1,467 1,555 1,594 1,551

最低(円) 1,492 1,333 1,200 1,317 1,403 1,460
 

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

EDINET提出書類

三協立山株式会社(E26831)

有価証券報告書

 43/129



 

５【役員の状況】

男性14名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有

株式数

(株)

 
代表取締役

社長

 

 山  下  清  胤 昭和29年１月18日生

昭和52年４月 三協アルミニウム工業㈱入社

(注)３ 6,000

平成17年８月 同社管理統括室人事部長

平成18年６月 三協・立山ホールディングス㈱

総務統括室人事室部長兼三協立

山アルミ㈱総務本部人事部長

平成19年９月

 

三協・立山ホールディングス㈱

経営企画統括室経営管理室部長

平成23年６月 同社経営企画統括室経営管理部

長兼経営企画部長

平成23年８月 同社取締役　経営企画統括室長

平成24年６月 同社取締役

平成24年６月 当社取締役　執行役員

三協マテリアル社社長

平成25年８月 当社代表取締役社長（現任）

代表取締役

副社長

三協アルミ社

社長
蒲  原  彰  三 昭和23年12月28日生

昭和47年４月 三協アルミニウム工業㈱入社

(注)３ 7,100

平成17年６月 同社横浜支店長

平成18年６月 三協立山アルミ㈱マテリアル事

業企画部長

平成19年６月 三協マテリアル㈱取締役　常務

執行役員

平成21年６月 同社代表取締役社長  社長執行

役員

平成22年８月 三協・立山ホールディングス㈱

取締役

平成24年６月 当社専務取締役　執行役員

三協アルミ社社長

平成25年８月 当社取締役副社長　執行役員　

三協アルミ社社長

平成27年８月 当社代表取締役副社長　執行役

員　三協アルミ社社長（現任）

常務取締役

国際事業統括

室長兼三協マ

テリアル社社

長

岡 本 　誠 昭和29年10月２日生

昭和52年４月 住友信託銀行㈱（現  三井住友

信託銀行㈱）入社

(注)３ 7,300

平成17年６月 同社東京営業第一部長

平成19年４月 プロミス㈱常務執行役員

平成19年６月 同社取締役  常務執行役員

平成21年６月 住友信託銀行㈱（現　三井住友

信託銀行㈱）入社

平成21年７月 三協・立山ホールディングス㈱

顧問

平成21年８月 同社常務取締役　財務経理統括

室長兼情報システム統括室長

平成24年６月 同社常務取締役　財務経理統括

室長

平成24年６月 当社常務取締役　財務経理統括

室長兼情報システム統括室長

平成25年８月 当社常務取締役　執行役員

三協マテリアル社社長兼財務経

理統括室担当

平成27年４月 当社常務取締役　執行役員

国際事業統括室長兼三協マテリ

アル社社長兼財務経理統括室担

当

平成27年６月 当社常務取締役　執行役員

国際事業統括室長兼三協マテリ

アル社社長（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有

株式数

(株)

常務取締役

経営企画統括

室長兼経営監

査部担当

庄  司  美  次 昭和29年２月14日生

昭和51年４月 ㈱北陸銀行入行

(注)３ 5,400

平成17年６月

平成19年６月

同行執行役員 総合事務部長

同行執行役員 名阪地区事業部

副本部長兼大阪支店長

平成21年６月 同行常務執行役員

平成21年８月

 

平成21年８月

三協・立山ホールディングス㈱

顧問

三協立山アルミ㈱取締役  常務

執行役員

平成21年８月 三協・立山ホールディングス㈱

常務取締役　内部統制室長

平成24年６月 同社常務取締役　内部統制室長

兼経営企画統括室長

平成24年６月 当社常務取締役　経営企画統括

室長兼経営監査部担当兼三協ア

ルミ社上席事業役員

平成25年８月 当社常務取締役　経営企画統括

室長兼情報システム統括室長兼

経営監査部担当兼三協アルミ社

上席事業役員

平成26年８月 当社常務取締役　執行役員

経営企画統括室長兼情報システ

ム統括室長兼経営監査部担当兼

三協アルミ社上席事業役員

平成27年６月 当社常務取締役　執行役員

経営企画統括室長兼経営監査部

担当兼三協アルミ社上席事業役

員（現任）

常務取締役

財務経理統括

室長兼情報シ

ステム統括室

長

山  田  浩  司 昭和30年11月３日生

昭和53年４月 日本開発銀行（現　㈱日本政策

投資銀行）入行

(注)３ 6,200

平成11年10月 同行情報企画部次長

平成15年４月 ㈱ウェザーニューズ出向

平成20年４月 同社入社　社長室長

平成22年５月 三協・立山ホールディングス㈱

顧問

平成22年６月 三協立山アルミ㈱常務執行役員

平成22年８月 三協・立山ホールディングス㈱

常務取締役　総務人事統括室長

平成24年６月 当社常務取締役　総務人事統括

室長

平成27年６月 当社常務取締役　財務経理統括

室長兼情報システム統括室長兼

総務人事統括室担当

平成27年８月 当社常務取締役　財務経理統括

室長兼情報システム統括室長

（現任）

常務取締役
タテヤマアド

バンス社社長
中  野  敬  司 昭和28年２月９日生

昭和51年４月 三協アルミニウム工業㈱入社

(注)３ 12,200

平成15年12月 同社経営企画室部長兼三協・立

山ホールディングス㈱経営企画

室部長

平成17年９月 三協アルミニウム工業㈱執行役

員

平成18年６月

平成19年８月

三協立山アルミ㈱執行役員

同社常務執行役員

平成21年８月 同社取締役　常務執行役員

平成24年６月 当社取締役　執行役員

三協アルミ社上席事業役員

平成26年６月 当社取締役 執行役員

タテヤマアドバンス社社長

平成28年８月 当社常務取締役 執行役員

タテヤマアドバンス社社長

（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有

株式数

(株)

取締役

技術統括室担

当兼三協アル

ミ社副社長

阿　見　秀　一 昭和25年12月４日生

昭和49年４月 三協アルミニウム工業㈱入社

(注)３ 3,500

平成15年３月 同社営業サポート部長

平成22年６月 三協立山アルミ㈱執行役員　

営業本部技術開発統括部長

平成24年６月 当社執行役員　技術統括室長兼

三協アルミ社事業役員

平成26年８月 当社取締役　執行役員

技術統括室長兼三協アルミ社事

業役員

平成27年６月 当社取締役　執行役員

技術統括室長兼三協アルミ社副

社長

平成28年６月 当社取締役　執行役員

技術統括室担当兼三協アルミ社

副社長（現任）

取締役
三協アルミ社

ビル事業部長
平　能　正　三 昭和33年４月28日生

昭和57年４月 三協アルミニウム工業㈱入社

(注)３ 1,800

平成20年６月 三協立山アルミ㈱千葉支店長

平成23年６月 同社ビル事業部 ビル建材部長

平成24年６月 当社三協アルミ社ビル事業部ビ

ル建材部長

平成26年６月 当社三協アルミ社事業役員　ビ

ル事業部長

平成27年８月 当社取締役 執行役員　三協ア

ルミ社事業役員　ビル事業部長

（現任）

取締役
総務人事

統括室長
黒　崎　　聡 昭和30年11月13日生

昭和53年４月 三協アルミニウム工業㈱入社

(注)３ 1,600

平成17年４月 同社人事部長

平成17年８月 三協・立山ホールディングス㈱

経営企画室部長兼三協アルミニ

ウム工業㈱経営企画室部長

平成18年６月 三協・立山ホールディングス㈱

経営企画室部長兼三協立山アル

ミ㈱経営企画部長

平成20年６月 三協立山アルミ㈱調達本部副本

部長

平成21年６月 同社調達本部長

平成24年６月 当社三協アルミ社東海住宅建材

支店長

平成27年６月 当社総務人事統括室長

平成27年８月 当社取締役　総務人事統括室長

（現任）

取締役

（監査等委員）

（常勤）

 三  村  伸  昭 昭和27年４月26日生

昭和51年４月 立山アルミニウム工業㈱入社

(注)４ 7,830

平成16年６月 同社経営企画部長兼三協・立山

ホールディングス㈱経営企画本

部経営管理室部長

平成18年６月 三協立山アルミ㈱経営企画本部

経営管理部長

平成18年11月 タテヤマアドバンス㈱経営企画

本部経営管理部長

平成19年６月 同社執行役員

平成20年８月 同社取締役　執行役員

平成21年８月 同社取締役　常務執行役員

平成23年８月 同社代表取締役　常務執行役員

平成24年６月 当社取締役 執行役員

タテヤマアドバンス社社長

平成26年８月 当社常勤監査役

平成27年８月 当社取締役（監査等委員)(現任)

取締役

（監査等委員）

（常勤）

 野　崎　博　見 昭和29年６月23日生

昭和52年４月 日本開発銀行（現　㈱日本政策

投資銀行）入行

(注)４ 1,000

平成15年６月 同行地域企画部長

平成16年７月 筑波都市整備㈱　執行役員

平成21年６月 西池袋熱供給㈱　代表取締役専

務

平成26年８月 当社常勤監査役

平成27年８月 当社取締役（監査等委員)(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有

株式数

(株)

取締役

（監査等委員)

(常勤)

 佐　野　孝　司 昭和27年１月22日生

昭和49年４月 富山軽金属工業㈱入社

(注)４ 2,500

平成18年６月 三協立山アルミ㈱関西マテリア

ル支店長

平成19年６月 三協マテリアル㈱関西支店長

平成21年６月 同社経営企画室長

平成22年６月 同社執行役員

平成23年８月 同社取締役　常務執行役員

平成24年６月 当社三協マテリアル社上席事業

役員

平成27年６月 当社顧問

平成27年８月 当社取締役（監査等委員)(現任)

取締役

（監査等委員）
 角　木　完太郎 昭和24年12月27日生

平成20年７月 金沢国税局 調査査察部長

(注)４ 1,500
平成23年８月 三協立山アルミ㈱  監査役

平成24年６月 当社監査役

平成27年８月 当社取締役（監査等委員)(現任)

取締役

（監査等委員）
 荒  木  二  郎 昭和25年２月24日生

昭和47年４月 住友信託銀行㈱（現  三井住友

信託銀行㈱）入社

(注)４ 800

平成11年６月 同社執行役員 神戸支店長

平成16年６月 同社取締役　専務執行役員

平成18年６月 住信リース㈱（現　三井住友ト

ラスト・パナソニックファイナ

ンス㈱）代表取締役社長

平成20年６月 住友信託銀行㈱（現　三井住友

信託銀行㈱）顧問

住友不動産㈱顧問

平成21年８月 三協・立山ホールディングス㈱

監査役

平成24年６月 当社監査役

平成27年８月 当社取締役（監査等委員)(現任)

計 64,730
 　　
(注) １．平成27年８月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって

監査等委員会設置会社に移行しております。

２．野崎博見、角木完太郎及び荒木二郎の３氏は、社外取締役であります。

３．監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長　三村伸昭　　委員　野崎博見、佐野孝司、角木完太郎、荒木二郎　
　
（ご参考）提出日現在の執行役員は次のとおりであります。

役名 氏名 担当

※  執行役員 蒲  原  彰  三 三協アルミ社社長

※  執行役員 岡　本　　　誠 国際事業統括室長兼三協マテリアル社社長

※  執行役員 庄 司 美 次
経営企画統括室長兼経営監査部担当

兼三協アルミ社上席事業役員

※  執行役員 中  野  敬  司 タテヤマアドバンス社社長

※ 執行役員 阿 見 秀 一 技術統括室担当兼三協アルミ社副社長

※ 執行役員 平　能　正　三 三協アルミ社事業役員ビル事業部長

　 執行役員 石　瀬　　　透 三協アルミ社事業役員
 

（注）※印の執行役員は、取締役を兼務しております。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、株主及びその他ステークホルダー、そして社会からの信頼を築き共に発展していくことを経営の基

本方針としており、そのために、コーポレート・ガバナンスの強化を図り企業価値の向上に努めることが、経営の重要

課題の一つと位置付けております。具体的には、当社がグループ経営計画及び経営戦略の策定、傘下のグループ会社の

指導・監督とともに、ステークホルダーへの説明責任を果たし透明性を確保していくことが重要な役割であると認識し

ております。また、当社は当社が担う事業領域と機能の中で明確な事業責任を負い、市場競争力をより一層強化するこ

とでグループ全体の価値向上を図ってまいります。

 

① 企業統治の体制

イ．企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由

当社は、平成27年８月27日開催の定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行

いたしました。

当社の取締役会は取締役（監査等委員である取締役を除く）９名及び監査等委員である取締役５名で構成され

毎月１回以上開催しております。当社グループ及び当社の経営に関する重要事項を決定するとともに、基本的な

経営戦略の決定と経営全般の監督、グループ全体の経営課題及びグループ会社各社の重要事項について審議を

行っております。当社は、執行役員制・事業役員制を導入し、業務執行責任の明確化と意思決定の迅速化を図っ

ております。また、事業年度に関する責任を明確にし、緊張感を持って経営にあたるとともに、経営環境の変化

に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役（監査等委員である取締役を除く）及び執行役員並びに事

業役員の任期を１年としております。取締役会は代表取締役社長が議長となり、取締役に加え、事業の状況把握

を迅速に行うため、当社の社内カンパニーである三協アルミ社、三協マテリアル社、タテヤマアドバンス社の各

カンパニー社長が出席しております。

当社及び当社グループでは、監査等委員会設置会社制度下における内部統制システムの基本方針に基づき取締

役の職務執行の監督・監査体制を整えております。

また監査等委員会の機能が有効に果たされるよう、監査等委員会監査を支える体制を構築し、独立性の高い社

外取締役（監査等委員）及び財務・会計に関する知見を有する取締役（監査等委員）を選任しております。監査

等委員会設置会社に移行することで、監査等委員である取締役が取締役会での議決権を有することにより監査・

監督機能が強化され、当社のコーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることができるものと判断し、現状

のガバナンス体制を採用しております。

 

ロ．責任限定契約の内容の概要

当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責

任を、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、同法第425条第１項に定める最低責任

限度額に限定する旨の契約を締結しています。
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ハ．内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

適正な業務執行、財務報告の信頼性及び関連法規の遵守を確保するために、各種社内ルールを設定し、職務権

限とその責任を明確にするなど内部統制システムの充実を図っております。

また、法令に従い「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の

業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制（内部統制システム）」の構築に関する基本

方針を決議し、平成27年８月27日付で「内部統制システムに関する基本方針」を改定しております。

 
＜内部統制システムの整備状況＞

・経営理念、行動指針、ＣＳＲ行動規範、コンプライアンス行動基準等を制定し、携帯カードや冊子にして全役員・

従業員に配布し、意識徹底を図っております。

・当社グループの内部統制を支援するための組織として、経営監査部内に内部統制グループを設置しております。

・当社グループの実効性ある内部統制システムの構築を図るため「内部統制委員会」を設置しており、年４回の開催

にて、内部統制システム基本方針の審議や、内部統制・リスク管理全般にわたる議論を行っております。

・「コンプライアンス委員会」を年４回開催し、コンプライアンス推進に関する年次活動の確認と、問題の把握と改

善を図っております。

・「コンプライアンス研修」や「コンプライアンスセルフチェック」、「コンプライアンス情報誌」の配布などを実

施し、全役職員へ法令遵守と企業倫理を浸透させ、コンプライアンス意識・知識の向上を図っております。

・グループにおけるコンプライアンス違反の早期発見・早期是正を目的として、従業員からの直接通報窓口である

「コンプライン」を設置し運用しています。

・財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価

するとともに、維持・改善に努めております。

・全社的な内部統制・リスク管理を統括する内部統制委員会を設置し、リスクに関する全社方針を定め適時にリスク

を評価し、各リスク管理担当部署の計画策定・対策実施状況を監視・監督し、必要に応じて改善を求めるなど、一

連の管理を通して適切なリスク管理体制を整備しております。

・不測のリスクについては、危機管理規程及びその運用マニュアルに基づき、未然防止から発生時対応までのグルー

プ統一的な危機管理体制を整備しております。

・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方として、「利用しない」「恐れない」「金を出さない」ことをコンプラ

イアンス行動基準に明記し、不当要求防止責任者を選任し、外部専門機関との協力体制を整備しております。

 

ニ．子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社子会社の業務執行については、当社の取締役会で定期的な報告をさせ、あらかじめ定められた重要事項に

ついては当社の取締役会における決裁を必要としております。

内部監査部門である経営監査部は、子会社各社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役及び責任者に報告

するとともに、内部統制の改善のための指導、助言を行っております。

 

② 内部監査及び監査等委員会監査の状況

イ．内部監査の状況

当社の内部監査部門として経営監査部（提出日現在は合計16名）を設置し、社内の業務運営に対する監査を定

期的に実施しています。

　

ロ．監査等委員会監査の状況

当社の監査等委員会は５名（うち社外取締役３名）で構成され毎月１回以上開催しております。また、常勤の

監査等委員は社外取締役１名を含む３名です。各監査等委員は監査等委員会で定めた監査方針、監査計画、監査

業務の分担等に従い、取締役会をはじめ主要会議体への出席や重要な決裁書類を閲覧し、監査等委員でない取締

役の業務執行に関して適法性と妥当性の監査に努めるとともに経営トップと定期的に会合を持ち意見交換を行う

こととしております。また、グループ各社の監査役が、定期的に情報交換に努めるなど連携強化を図っておりま

す。さらに監査等委員会の機能充実のため、監査等委員の職務を補助する「監査等委員会室」を設置しておりま

す。
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ハ．内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれら監査と内部統制部門との関係

監査等委員会は、経営監査部長から内部監査結果について報告を受けるとともに、情報交換・意見交換を行

い、必要に応じて追加調査等の指示ができる体制となっております。

また、監査等委員会は、会計監査人の監査計画や会計監査・内部統制監査の結果等について報告を受けるほ

か、会計監査人と定期的に情報交換・意見交換を実施することとしております。

内部統制部門である経営監査部は、法令等の遵守を含む業務の適正性の確保に努めており、監査等委員会と緊

密な連携をとることとしております。また、財務報告に係る内部統制に関しては、経営監査部と会計監査人は適

宜協議を行っているほか、経営監査部が独立的モニタリングを実施しております。

　

③ 社外取締役

当社の社外取締役は監査等委員である社外取締役３名であります。

 

イ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役 野崎博見氏に兼務はありません。社外取締役 角木完太郎氏は、税理士であり、北陸電話工事株式

会社の社外監査役を兼務しております。北陸電話工事株式会社と当社の間に特別の利害関係はありません。社外

取締役 荒木二郎氏は、株式会社ストライクの社外監査役を兼務しております。株式会社ストライクと当社の間に

特別の利害関係はありません。

社外取締役 野崎博見氏及び角木完太郎氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であり

ます。

 

ロ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割等

当社は、経営の透明性や監査の公正性の観点やそれぞれの知見・経験を活かした独自の見地から、取締役会等

において監査等委員でない取締役の職務執行状況に関して指摘・助言を行って頂くことを期待しております。こ

れにより、客観的・中立的立場による経営監督体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの充実が図れるものと

考えております。

なお、当社は社外取締役に対して、社長を含む経営トップとの意見交換や事業所・グループ会社の視察等の機

会を設け、社外取締役としての職務を遂行するために必要な情報を充分に提供するよう努めます。

 

ハ．社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社では、社外取締役の選任に際して以下の基準により独立性を判断しています。

　

以下のいずれかに該当する場合は、独立性を有しない。

１．当社グループの現在の業務執行者又は当社グループの業務執行者であった者

２．以下に該当する当社の主要な取引先若しくはその業務執行者

(1) 当社継続的な取引先で、当社販売総額の１％以上、かつ当該会社の仕入額に占める当社販売額が10％以

上

(2) 取引金融機関のうち、当社総借入額に占める当該金融機関からの借入額が10％以上

３．以下に該当する当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者

(1) 継続的な取引先で、当社仕入総額の１％以上、かつ当該会社の売上に占める当社仕入額が10％以上

４．取締役の相互兼任の関係にある会社

(1) 当社の出身者が社外役員となっている会社であって、当該会社の出身者が当社の社外取締役である場合

(2) 当社の社外取締役本人が取締役に就任している会社又は取締役に相当する役員に就任している会社にお

いて、当社の取締役に相当する役員に就任している場合

５．当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

６．当社が寄付を行っている先又はその出身者

７．第１号から第６号までに該当していた者で、当該先の業務執行者でなくなってから10年に満たない者
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８．次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の二親等内の親族又は同居の親族

(1) 第１号から第７号までに掲げる者

(2) 当社又は当社子会社の業務執行者

(3) 最近において(2)に該当していた者

 
ニ．社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、監査等委員会を通じて、内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況等につい

て報告を受けるなど、内部監査部門、他の監査等委員及び会計監査人との連携を図ります。

 

＜コーポレート・ガバナンス概要図＞

  コーポレート・ガバナンス体制図
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④ 役員の報酬等

イ．提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬

ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役
（監査等委員を除く。）

243 243 ― ― ― 10

取締役（監査等委員）
（社外取締役を除く。）

32 32 ― ― ― 2

監査役
（社外監査役を除く。）

10 10 ― ― ― 2

社外役員 34 34 ― ― ― 3
 

(注) １．当社は、平成27年８月27日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

２．上記には、平成27年８月27日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名、監査役５名

を含めております。

３．監査役への支給額は監査等委員会設置会社移行前の期間に対するものであり、取締役（監査等委員）

への支給額は当該移行後の期間に対するものであります。

ロ．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

ハ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社の役員報酬等の額は、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で、取締役（監査等委員である取締役を

除く）については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に

より決定しております。
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⑤ 株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

銘柄数                         　　 164銘柄

貸借対照表計上額の合計額   　　　 11,700百万円

　

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度

  特定投資株式

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額

(百万円)
保有目的

住友林業㈱ 1,771,000 2,872 取引関係の維持・強化

三井住友トラスト・ホールディ
ングス㈱

4,882,059 2,782 取引関係の維持・強化

住友不動産㈱ 400,000 1,916 取引関係の維持・強化

㈱ほくほくフィナンシャルグ
ループ

5,203,000 1,529 取引関係の維持・強化

㈱北國銀行 1,684,000 729 取引関係の維持・強化

阪和興業㈱ 720,000 398 取引関係の維持・強化

㈱富山銀行 1,402,000 364 取引関係の維持・強化

住友化学㈱ 440,000 319 取引関係の維持・強化

三和ホールディングス㈱ 217,000 235 取引関係の維持・強化

上原成商事㈱ 389,000 185 取引関係の維持・強化

第一生命保険㈱ 78,100 170 取引関係の維持・強化

日本板硝子㈱ 1,257,000 163 取引関係の維持・強化

エヌアイシ・オートテック㈱ 202,500 126 取引関係の維持・強化

㈱ファミリーマート 20,599 107 取引関係の維持・強化

タカラスタンダード㈱ 104,988 96 取引関係の維持・強化

㈱サンヨーハウジング名古屋 72,000 90 取引関係の維持・強化

綿半ホールディングス㈱ 100,000 77 取引関係の維持・強化

大和ハウス工業㈱ 24,148 72 取引関係の維持・強化

上新電機㈱ 60,000 57 取引関係の維持・強化

㈱ＣＫサンエツ 18,700 25 取引関係の維持・強化

㈱コスモスイニシア 39,700 25 取引関係の維持・強化

クリナップ㈱ 25,000 22 取引関係の維持・強化

飯田グループホールディングス
㈱

10,502 21 取引関係の維持・強化

イオン㈱ 9,668 16 取引関係の維持・強化

㈱フジオフードシステム 4,171 12 取引関係の維持・強化

田中精密工業㈱ 12,000 9 取引関係の維持・強化

大成建設㈱ 13,188 8 取引関係の維持・強化

㈱木曽路 4,391 8 取引関係の維持・強化

㈱ローソン 858 7 取引関係の維持・強化

ウエルシアホールディングス㈱ 870 4 取引関係の維持・強化
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当事業年度

  特定投資株式

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額

(百万円)
保有目的

住友林業㈱ 1,771,000 2,677 取引関係の維持・強化

三井住友トラスト・ホールディ
ングス㈱

4,882,059 1,883 取引関係の維持・強化

住友不動産㈱ 420,000 1,301 取引関係の維持・強化

㈱ほくほくフィナンシャルグ
ループ

5,203,000 707 取引関係の維持・強化

㈱北國銀行 1,684,000 535 取引関係の維持・強化

㈱富山銀行 140,200 505 取引関係の維持・強化

阪和興業㈱ 720,000 417 取引関係の維持・強化

住友化学㈱ 440,000 223 取引関係の維持・強化

三和ホールディングス㈱ 217,000 210 取引関係の維持・強化

上原成商事㈱ 389,000 190 取引関係の維持・強化

綿半ホールディングス㈱ 100,000 158 取引関係の維持・強化

エヌアイシ・オートテック㈱ 202,500 146 取引関係の維持・強化

㈱ファミリーマート 21,431 124 取引関係の維持・強化

日本板硝子㈱ 1,257,000 116 取引関係の維持・強化

第一生命保険㈱ 78,100 114 取引関係の維持・強化

タカラスタンダード㈱ 105,702 107 取引関係の維持・強化

大和ハウス工業㈱ 24,793 79 取引関係の維持・強化

㈱サンヨーハウジング名古屋 72,000 69 取引関係の維持・強化

上新電機㈱ 60,000 56 取引関係の維持・強化

㈱富山第一銀行 99,525 51 取引関係の維持・強化

飯田グループホールディングス
㈱

10,933 25 取引関係の維持・強化

㈱ＣＫサンエツ 18,700 20 取引関係の維持・強化

クリナップ㈱ 25,000 19 取引関係の維持・強化

イオン㈱ 10,147 17 取引関係の維持・強化

㈱コスモスイニシア 39,700 16 取引関係の維持・強化

大成建設㈱ 13,653 11 取引関係の維持・強化

㈱木曽路 4,696 10 取引関係の維持・強化

㈱フジオフードシステム 4,212 10 取引関係の維持・強化

田中精密工業㈱ 12,000 8 取引関係の維持・強化

㈱ローソン 858 7 取引関係の維持・強化
 

 

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。
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⑥ 会計監査の状況

当社は、有限責任 あずさ監査法人との間で、会社法並びに金融商品取引法に基づく会計監査について、監査契約

を締結しております。同監査法人並びに当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別な利害

関係はありません。当事業年度において当社の監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成

は以下のとおりであります。

・業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員 業務執行社員   土肥　 真　

指定有限責任社員 業務執行社員   篠﨑　和博

指定有限責任社員 業務執行社員   小出 健治

  継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。

・監査業務に係る補助者の構成

   公認会計士11名、その他10名

 

⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

イ．自己株式の取得

当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第２項の規

定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めており

ます。

 

ロ．中間配当

当社は、株主に対し機動的な利益還元を行えるようにするため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会

の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。

 

⑧ 取締役の定数

当社の取締役は15名以内、そのうち監査等委員である取締役は５名以内とする旨を定款に定めております。

 

⑨ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任については、累積投票によ

らない旨を定款で定めております。

 

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会特別決議に必要な定足数の確保をより確実にするため、会社法第309条第２項の規定による株主

総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の

３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。

 

⑪ 議決権制限株式

当社は、資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能

とするため、会社法第108条第１項第３号に定める内容(いわゆる議決権制限)について普通株式と異なる定めをした

議決権のない優先株式を発行できる旨を定款で定めております。
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 94 90 98 21

連結子会社 ― 23 ― ―

計 94 113 98 21
 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

（前連結会計年度）

当社の連結子会社であるSankyo Tateyama Europe BVBA等の、当社の監査公認会計士等と同一のネットワーク

に属しているKPMGのメンバーファーム等に対する監査証明業務に基づく報酬及び非監査報酬は、22百万円であ

ります。

（当連結会計年度）

当社の連結子会社であるSankyo Tateyama Europe BVBA等の、当社の監査公認会計士等と同一のネットワーク

に属しているKPMGのメンバーファーム等に対する監査証明業務に基づく報酬及び非監査報酬は、221百万円であ

ります。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前連結会計年度）

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、海外Ｍ＆Ａにおける財務デュー

デリジェンス業務等であります。

（当連結会計年度）

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、海外子会社に関する助言・指導

業務等であります。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

当社は、会計監査人に対する監査報酬については、会計監査人より当事業年度の監査業績、並びに翌事業年度

の監査方針及び監査計画等を聴取した上、適正な監査を遂行する上で必要な金額を、監査等委員会の同意を得て

決定しています。
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第５【経理の状況】

 

１  連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 　当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下、「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

 

(2) 　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。

 

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成27年６月１日から平成28年５月

31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成27年６月１日から平成28年５月31日まで）の財務諸表について、有

限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

 

３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の

内容を適切に把握し、適正な連結財務諸表等の作成ができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構

へ加入するとともに、監査法人等の行う研修に参加するなど、会計基準等の新設及び変更等に関する情報を収集し

ております。
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１【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
当連結会計年度

(平成28年５月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 30,901 27,355

  受取手形及び売掛金 ※９  55,600 ※９  48,303

  電子記録債権 ※９  2,788 ※９  3,978

  商品及び製品 13,269 13,537

  仕掛品 ※３  18,046 ※３  15,539

  原材料及び貯蔵品 9,860 8,367

  繰延税金資産 1,761 2,446

  その他 5,727 ※１  5,229

  貸倒引当金 △2,650 △1,728

  流動資産合計 135,306 123,028

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） ※１  27,725 ※１  27,359

   機械装置及び運搬具（純額） ※１,※６  17,282 ※１,※６  18,692

   土地 ※１,※５  54,510 ※１,※５  54,847

   リース資産（純額） 799 897

   建設仮勘定 718 1,622

   その他（純額） ※１  3,039 ※６  3,298

   有形固定資産合計 ※２  104,075 ※２  106,718

  無形固定資産   

   のれん 9,214 4,592

   リース資産 19 16

   その他 ※６  1,731 ※６  3,061

   無形固定資産合計 10,965 7,670

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ※４  17,519 ※４  14,735

   長期貸付金 92 66

   退職給付に係る資産 24 -

   繰延税金資産 17 20

   その他 3,806 3,781

   貸倒引当金 △1,251 △1,390

   投資その他の資産合計 20,209 17,213

  固定資産合計 135,250 131,602

 資産合計 270,557 254,630
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
当連結会計年度

(平成28年５月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※９  58,368 ※１,※９  52,335

  短期借入金 ※１,※10  38,628 ※１,※10  12,311

  1年内償還予定の社債 120 -

  1年内返済予定の長期借入金 ※１  11,896 ※１  11,651

  リース債務 314 361

  ファクタリング未払金 4,807 5,047

  未払法人税等 675 2,693

  繰延税金負債 38 42

  賞与引当金 389 378

  工事損失引当金 ※３  14 ※３  8

  その他 ※９  20,650 21,201

  流動負債合計 135,902 106,030

 固定負債   

  転換社債型新株予約権付社債 - 15,055

  長期借入金 ※１  18,442 ※１  23,591

  リース債務 531 576

  繰延税金負債 3,005 2,388

  土地再評価に係る繰延税金負債 4,961 4,660

  役員退職慰労引当金 8 9

  製品改修引当金 1,995 1,514

  退職給付に係る負債 18,410 18,185

  資産除去債務 445 459

  その他 1,703 2,055

  固定負債合計 49,505 68,497

 負債合計 185,408 174,528

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 15,000 15,000

  資本剰余金 33,007 33,007

  利益剰余金 30,804 29,736

  自己株式 △188 △200

  株主資本合計 78,623 77,542

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 3,976 2,111

  繰延ヘッジ損益 △0 △120

  土地再評価差額金 ※５  3,406 ※５  3,707

  為替換算調整勘定 724 △1,131

  退職給付に係る調整累計額 △3,359 △4,215

  その他の包括利益累計額合計 4,747 352

 非支配株主持分 1,777 2,207

 純資産合計 85,148 80,102

負債純資産合計 270,557 254,630
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成26年６月１日
　至 平成27年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年６月１日
　至 平成28年５月31日)

売上高 292,391 332,168

売上原価 ※１,※２,※４  225,253 ※１,※２,※４  261,307

売上総利益 67,138 70,860

販売費及び一般管理費 ※３,※４  58,596 ※３,※４  64,608

営業利益 8,541 6,251

営業外収益   

 受取利息 35 62

 受取配当金 242 256

 保険配当金等収入 210 168

 スクラップ売却益 378 606

 持分法による投資利益 229 192

 その他 800 916

 営業外収益合計 1,896 2,202

営業外費用   

 支払利息 874 742

 売上割引 703 1,080

 為替差損 127 613

 退職給付費用 324 34

 その他 480 587

 営業外費用合計 2,509 3,058

経常利益 7,928 5,395

特別利益   

 固定資産売却益 ※５  153 ※５  18

 投資有価証券売却益 225 33

 補助金収入 254 60

 確定拠出年金制度への移行に伴う利益 - 56

 その他 0 4

 特別利益合計 634 172

特別損失   

 固定資産売却損 ※６  39 ※６  16

 固定資産除却損 ※７  192 ※７  341

 固定資産圧縮損 176 54

 減損損失 ※８  239 ※８  1,902

 投資有価証券評価損 20 176

 確定拠出年金制度への移行に伴う損失 15 -

 その他 2 45

 特別損失合計 686 2,536

税金等調整前当期純利益 7,876 3,031

法人税、住民税及び事業税 948 3,169

法人税等調整額 811 △519

法人税等合計 1,759 2,650

当期純利益 6,116 380

非支配株主に帰属する当期純利益 166 286

親会社株主に帰属する当期純利益 5,949 94
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【連結包括利益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成26年６月１日
　至 平成27年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年６月１日
　至 平成28年５月31日)

当期純利益 6,116 380

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 2,355 △1,866

 繰延ヘッジ損益 △28 △120

 土地再評価差額金 498 236

 為替換算調整勘定 490 △1,704

 退職給付に係る調整額 4,098 △858

 持分法適用会社に対する持分相当額 △13 0

 その他の包括利益合計 ※  7,400 ※  △4,312

包括利益 13,517 △3,931

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 13,350 △4,365

 非支配株主に係る包括利益 167 434
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

 前連結会計年度(自 平成26年６月１日　至 平成27年５月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金
資本

剰余金

利益

剰余金

自己

株式

株主

資本

合計

当期首残高 15,000 33,007 26,637 △157 74,487

会計方針の変更によ

る累積的影響額
  △74  △74

会計方針の変更を反映

した当期首残高
15,000 33,007 26,563 △157 74,413

当期変動額      

剰余金の配当   △1,260  △1,260

親会社株主に帰属す

る当期純利益
  5,949  5,949

自己株式の取得    △31 △31

自己株式の処分  △0  0 0

連結範囲の変動   164  164

土地再評価差額金の

取崩
  △612  △612

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 ― △0 4,241 △31 4,210

当期末残高 15,000 33,007 30,804 △188 78,623
 

 

 

その他の包括利益累計額

非支配

株主

持分

純資産

合計

その他

有価証

券評価

差額金

繰延

ヘッジ

損益

土地

再評価

差額金

為替換

算調整

勘定

退職給

付に係

る調整

累計額

その他の

包括利益

累計額

合計

当期首残高 1,620 28 2,295 232 △7,441 △3,264 1,019 72,241

会計方針の変更によ

る累積的影響額
       △74

会計方針の変更を反映

した当期首残高
1,620 28 2,295 232 △7,441 △3,264 1,019 72,167

当期変動額         

剰余金の配当        △1,260

親会社株主に帰属す

る当期純利益
       5,949

自己株式の取得        △31

自己株式の処分        0

連結範囲の変動        164

土地再評価差額金の

取崩
       △612

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

2,356 △28 1,111 492 4,081 8,012 758 8,770

当期変動額合計 2,356 △28 1,111 492 4,081 8,012 758 12,980

当期末残高 3,976 △0 3,406 724 △3,359 4,747 1,777 85,148
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 当連結会計年度(自 平成27年６月１日　至 平成28年５月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金
資本

剰余金

利益

剰余金

自己

株式

株主

資本

合計

当期首残高 15,000 33,007 30,804 △188 78,623

会計方針の変更によ

る累積的影響額
    ―

会計方針の変更を反映

した当期首残高
15,000 33,007 30,804 △188 78,623

当期変動額      

剰余金の配当   △1,102  △1,102

親会社株主に帰属す

る当期純利益
  94  94

自己株式の取得    △12 △12

自己株式の処分  △0  0 0

連結範囲の変動   4  4

土地再評価差額金の

取崩
  △64  △64

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 ― △0 △1,068 △12 △1,080

当期末残高 15,000 33,007 29,736 △200 77,542
 

 

 

その他の包括利益累計額

非支配

株主

持分

純資産

合計

その他

有価証

券評価

差額金

繰延

ヘッジ

損益

土地

再評価

差額金

為替換

算調整

勘定

退職給

付に係

る調整

累計額

その他の

包括利益

累計額

合計

当期首残高 3,976 △0 3,406 724 △3,359 4,747 1,777 85,148

会計方針の変更によ

る累積的影響額
       ―

会計方針の変更を反映

した当期首残高
3,976 △0 3,406 724 △3,359 4,747 1,777 85,148

当期変動額         

剰余金の配当        △1,102

親会社株主に帰属す

る当期純利益
       94

自己株式の取得        △12

自己株式の処分        0

連結範囲の変動        4

土地再評価差額金の

取崩
       △64

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

△1,864 △120 301 △1,855 △855 △4,395 430 △3,965

当期変動額合計 △1,864 △120 301 △1,855 △855 △4,395 430 △5,046

当期末残高 2,111 △120 3,707 △1,131 △4,215 352 2,207 80,102
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成26年６月１日
　至 平成27年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年６月１日
　至 平成28年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 7,876 3,031

 減価償却費 6,089 8,146

 減損損失 239 1,902

 のれん償却額 218 889

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,722 △783

 賞与引当金の増減額（△は減少） 3 △9

 確定拠出年金制度への移行に伴う利益 － △56

 確定拠出年金制度への移行に伴う損失 15 －

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △220 △985

 製品改修引当金の増減額（△は減少） △455 △480

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △3 24

 受取利息及び受取配当金 △277 △318

 支払利息 874 742

 持分法による投資損益（△は益） △229 △192

 投資有価証券売却損益（△は益） △224 △33

 投資有価証券評価損益（△は益） 20 176

 固定資産売却損益（△は益） △114 △1

 固定資産除却損 192 341

 固定資産圧縮損 176 54

 売上債権の増減額（△は増加） 7,314 5,729

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,724 3,343

 仕入債務の増減額（△は減少） 67 △5,721

 補助金収入 △254 △60

 その他の負債の増減額（△は減少） △2,822 377

 その他 361 763

 小計 15,403 16,879

 利息及び配当金の受取額 297 329

 利息の支払額 △929 △686

 法人税等の支払額 △2,509 △811

 営業活動によるキャッシュ・フロー 12,261 15,710

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △859 △1,314

 定期預金の払戻による収入 752 1,054

 有形固定資産の取得による支出 △5,703 △9,871

 有形固定資産の売却による収入 867 722

 投資有価証券の取得による支出 △1,362 △76

 投資有価証券の売却による収入 289 34

 貸付けによる支出 △132 △70

 貸付金の回収による収入 140 180

 補助金の受取額 254 60

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

※２  △13,376 ※２  △521

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

－ ※２  18

 
連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得
による支出

※３  △72 －

 事業譲受による支出 ※４  △2,264 ※４  △394

 その他の支出 △669 △1,028

 その他の収入 14 40

 投資活動によるキャッシュ・フロー △22,120 △11,167
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           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 平成26年６月１日
　至 平成27年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年６月１日
　至 平成28年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） 18,070 △26,192

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △296 △359

 長期借入れによる収入 6,945 17,889

 長期借入金の返済による支出 △14,294 △12,810

 社債の発行による収入 － 15,075

 社債の償還による支出 △258 △120

 自己株式の売却による収入 0 0

 自己株式の取得による支出 △30 △12

 配当金の支払額 △1,253 △1,103

 非支配株主への配当金の支払額 △4 △4

 非支配株主からの払込みによる収入 64 －

 財務活動によるキャッシュ・フロー 8,945 △7,637

現金及び現金同等物に係る換算差額 27 △716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △886 △3,810

現金及び現金同等物の期首残高 30,737 30,111

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 260 63

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  30,111 ※１  26,363
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１  連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社は 49社であります。

主要な連結子会社は、三協テック㈱、協立アルミ㈱、ＳＴ物流サービス㈱、三精工業㈱、ＳＴメタルズ㈱、三

協化成㈱、サンクリエイト㈱であります。

㈱三協リフォームメイトは、重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

平成27年６月１日付で、筑豊アルミ㈱を設立したため、連結の範囲に含めております。

平成27年７月11日付で、ST Extruded Products Austria GmbHを設立したため、連結の範囲に含めております。

連結子会社であるSANKYO TATEYAMA (THAILAND) CO.,LTD.は、平成27年９月１日付で商号をSANKYO TATEYAMA

ALLOY (THAILAND) CO.,LTD.に変更いたしました。

平成27年10月１日付で、SANKYO TATEYAMA (THAILAND) CO.,LTD.を設立したため、連結の範囲に含めておりま

す。

平成27年11月10日付で、ST Extruded Products Belgium BVBAを設立したため、連結の範囲に含めております。

平成28年３月14日付で、ST Extruded Products UK Ltd.を設立したため、連結の範囲に含めております。

平成28年４月１日付で、ながのビニックス㈲は、連結子会社である三協テック㈱が全出資口数を取得したた

め、連結の範囲に含めております。

平成28年５月24日付で、Innovation Living Co.,Ltd.を設立したため、連結の範囲に含めております。

STTA Pte.Ltd.は、清算結了したことに伴い、連結の範囲から除外しております。

(2) 非連結子会社は６社であります。

主要な非連結子会社は、㈱広島三協であります。

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社６社はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純利益(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外して

おります。

 

２  持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社数

該当事項はありません。

(2) 持分法を適用した関連会社数 7社

主な関連会社は、ビニフレーム工業㈱、協和紙工業㈱であります。

(3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

主要な非連結子会社

㈱広島三協

主要な関連会社

三協大同鋁業股份有限公司

持分法を適用しない理由

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社は、それぞれ当期純利益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外して

おります。

(4) 持分法の適用手続について特に記載する必要があると認められる事項

持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しておりま

す。
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３  連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、協立アルミ㈱他８社の決算日は全て連結決算日と同一であります。

また、三協テック㈱他33社は３月31日、㈱エスケーシー、石川精機㈱は４月30日を決算日としておりますが、い

ずれも連結決算日との差異が３ヶ月以内であるため、そのまま連結しております。

上海立山商業設備有限公司他３社の決算日は12月31日のため、３月31日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。

なお、当該会社との決算日と連結決算日との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。

 

４ 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定しております。)

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

② デリバティブ

時価法を採用しております。

③ たな卸資産

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）に

よっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降

に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。

なお、在外子会社は定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ５～50年

機械装置及び運搬具 ４～13年
 

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によってお

ります。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産

自己所有の固定資産と同一の減価償却の方法によっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与支給のため、翌連結会計年度の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する部分の金額を計上

しております。

③ 工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備えるため、未引渡工事のうち当連結会計年度末において損失の発生が見込ま

れ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、損失見込額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、一部の連結子会社は、内規に基づく期末要支給額の100％を計上

しております。

⑤ 製品改修引当金

過去に納入した防火設備（防火引き窓）が大臣認定仕様と異なる仕様であったことに伴い、今後発生すると見

込まれる製品改修の支出に備えるため、必要と認められる金額を見積り計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異、過去勤務費用及び会計基準変更時差異の費用処理方法

会計基準変更時差異については、主として15年間による按分額を費用処理しておりますが、一部の連結子会社

は金額が僅少のため一括償却しております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８～12年）による定額法により

費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８～14

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

(完成工事高及び完成工事原価の計上基準)

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については、工事進行基準(工事の進

捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は

期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含め

て計上しております。
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(7) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計対象取引は商品リンクスワップ、金利スワップ、金利通貨スワップ及び商品スワップ取引でありま

す。金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしている場合には、特例処理を採用しております。金

利通貨スワップ取引については、一体処理（特例処理、振当処理）の要件を満たしている場合には、一体処理を

採用しております。商品リンクスワップ及び商品スワップ取引については繰延ヘッジ処理を行っております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

(通貨関係)

ヘッジ手段―商品リンクスワップ取引

ヘッジ対象―外貨建予定取引

(金利関係)

ヘッジ手段―金利スワップ取引、金利通貨スワップ取引

ヘッジ対象―借入金の支払金利、外貨建借入金及び支払金利

(商品関係)

ヘッジ手段―商品スワップ取引

ヘッジ対象―アルミニウム地金の購入及び販売取引

③ ヘッジ方針

将来における為替変動リスク、金利変動リスク及びアルミニウム地金に係る価格変動リスクの回避を目的とし

て行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たすものについて、有効性評価を省略しております。金利

通貨スワップ取引については、一体処理（特例処理、振当処理）の要件を満たすものについて、有効性評価を省

略しております。また、その他のスワップ取引については、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動又はキャッ

シュ・フローを基礎に評価しております。

(8) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、その効果の発現する期間（５～10年）にわたって均等償却しております。ただし、

金額が僅少なものは、発生年度に全額償却しております。

(9) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許預金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する流動性の高い短期的な投資からなっております。

(10) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

① 繰延資産の処理方法

社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。

② 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会

計年度の費用として処理しております。

③ 在外子会社における会計方針に関する事項

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号　平成27年３

月26日)を適用し、在外子会社に対して連結決算上、必要な調整を行っております。
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(会計方針の変更)

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を、当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動に

よる差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法

に変更いたしました。また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定

による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結財務諸表に反映させる方法に変更いた

します。加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っておりま

す。当該表示の変更を反映させるため、前連結会計年度については、連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将

来にわたって適用しております。

当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は

売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の

変動を伴う子会社株式の取得関連費用若しくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生

じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法に変更して

おります。

なお、当連結会計年度において、連結財務諸表に与える影響額はありません。

 

（減価償却方法の変更）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号　平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び

構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。

 
(未適用の会計基準等)

・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）

 
(1) 概要

繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断

に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を５つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見

積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われております。

①（分類１）から（分類５）に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い

②（分類２）及び（分類３）に係る分類の要件

③（分類２）に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い

④（分類３）に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱

い

⑤（分類４）に係る分類の要件を満たす企業が（分類２）又は（分類３）に該当する場合の取扱い

 
(2) 適用予定日

平成29年５月期の期首より適用予定であります。

 
(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。
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(表示方法の変更)

 (連結貸借対照表関係)

前連結会計年度において、「受取手形及び売掛金」に含めていた「電子記録債権」は、重要性が増したため、当

連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連

結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「受取手形及び売掛金」に表示していた58,389百万円

は、「受取手形及び売掛金」55,600百万円、「電子記録債権」2,788百万円として組替えております。

 

 (連結損益計算書関係)

前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「為替差損」は、金額的重要性が増したた

め、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年

度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた607百万円

は、「為替差損」127百万円、「その他」480百万円として組替えております。

　

(連結貸借対照表関係)

※１ 担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。

担保に供している資産

 
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
当連結会計年度

(平成28年５月31日)

建物及び構築物 14,610百万円 13,111百万円

機械装置及び運搬具 5,598百万円 5,323百万円

土地 30,196百万円 29,063百万円

その他（その他流動資産） ―百万円 96百万円

その他（工具、器具及び備品）  2百万円 ―百万円

合計 50,407百万円 47,594百万円
 

 

担保権設定の原因となっている債務

 
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
当連結会計年度

(平成28年５月31日)

支払手形及び買掛金 ―百万円 602百万円

短期借入金 377百万円 351百万円

１年内返済予定の長期借入金 3,926百万円 1,557百万円

長期借入金 1,812百万円 233百万円

合計 6,116百万円 2,744百万円
 

 

上記のうち工場財団に供しているもの

担保に供している資産

 
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
当連結会計年度

(平成28年５月31日)

建物及び構築物 13,255百万円 11,978百万円

機械装置及び運搬具 5,598百万円 5,323百万円

土地 27,834百万円 26,274百万円

その他（工具、器具及び備品） 2百万円 ―百万円

合計 46,690百万円 43,576百万円
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担保権設定の原因となっている債務

 
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
当連結会計年度

(平成28年５月31日)

短期借入金 55百万円 55百万円

１年内返済予定の長期借入金 3,749百万円 1,404百万円

長期借入金 1,504百万円 99百万円

合計 5,308百万円 1,559百万円
 

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
当連結会計年度

(平成28年５月31日)

 227,515百万円 234,944百万円
 

 

※３ 損失が見込まれる工事契約に係る仕掛品は、これに対応する工事損失引当金を次のとおり相殺表示しておりま

す。

 

 
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
当連結会計年度

(平成28年５月31日)

 16百万円 7百万円
 

 

※４ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
当連結会計年度

(平成28年５月31日)

投資有価証券(株式) 2,698百万円 2,825百万円
 

 

※５ 当社、連結子会社の協立アルミ㈱及び平成13年12月１日付で当社と合併した富山軽金属工業㈱並びに平成24年６

月１日付で当社と合併した三協マテリアル㈱は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布 法律第34

号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金（合併受入れによるものを含む）を純資産の部に

計上しております。

再評価の方法

主に土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布  政令第119号）第２条第５号によるところの鑑定

評価による方法としておりますが、一部については、同条第４号によるところの路線価により算定した価額に合理

的な調整を行う方法としております。

再評価を行った年月日 平成13年５月31日

 平成13年11月30日
 

 

 
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
当連結会計年度

(平成28年５月31日)

再評価を行った土地の当連結会計
年度末における時価と再評価後の
帳簿価額との差額

6,267百万円 6,225百万円

 

 

※６　固定資産のうち、国庫補助金等による圧縮記帳額は以下のとおりであり、連結貸借対照表計上額はこの圧縮記帳

額を控除しております。

 

 
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
当連結会計年度

(平成28年５月31日)

機械装置及び運搬具  267百万円 267百万円

工具、器具及び備品
（有形固定資産「その他」）

― 54百万円

ソフトウェア
（無形固定資産「その他」）

2百万円 2百万円
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７　保証債務

従業員の金融機関からの借入金等に対して次のとおり債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
 

当連結会計年度
(平成28年５月31日)

従業員  2百万円  従業員 1百万円
 

 
８  受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
当連結会計年度

(平成28年５月31日)

受取手形割引高 64百万円 173百万円

受取手形裏書譲渡高 472百万円 204百万円
 

 

※９　連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、決算日が

連結決算日と異なる一部の連結子会社の当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度

末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。また、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であった

ため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

 
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
当連結会計年度

(平成28年５月31日)

受取手形 595百万円 14百万円

電子記録債権 122百万円 ―百万円

支払手形 160百万円 10百万円

設備関係支払手形（流動負債「その他」） 0百万円 ―百万円
 

 
※10 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結し

ております。

連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりでありま

す。

 
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
当連結会計年度

(平成28年５月31日)

当座貸越極度額
及び貸出コミットメントの総額

20,000百万円 20,000百万円

借入実行残高 10,000百万円 10,000百万円

差引額 10,000百万円 10,000百万円
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(連結損益計算書関係)

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額（△は戻入額）は、次のとおりでありま

す。

 

 
前連結会計年度

(自 平成26年６月１日
至 平成27年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年６月１日
至 平成28年５月31日)

 158百万円 193百万円
 

 

※２ 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額は、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(自 平成26年６月１日
至 平成27年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年６月１日
至 平成28年５月31日)

 12百万円 7百万円
 

 

※３ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

　

 
前連結会計年度

(自 平成26年６月１日
至 平成27年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年６月１日
至 平成28年５月31日)

荷具及び運賃 9,144百万円 9,295百万円

給料賞与 24,432百万円 26,575百万円

退職給付費用 1,434百万円 1,346百万円

減価償却費 1,239百万円 1,475百万円

貸倒引当金繰入額 △1,112百万円 △762百万円
 

 

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(自 平成26年６月１日
至 平成27年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年６月１日
至 平成28年５月31日)

 2,935百万円 3,222百万円
 

 

※５ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(自 平成26年６月１日
至 平成27年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年６月１日
至 平成28年５月31日)

建物及び構築物  16百万円  0百万円

機械装置及び運搬具 1百万円  6百万円

土地 133百万円  11百万円

その他 1百万円  0百万円

計  153百万円  18百万円
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※６ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(自 平成26年６月１日
至 平成27年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年６月１日
至 平成28年５月31日)

建物及び構築物 ―  0百万円

機械装置及び運搬具 5百万円  2百万円

土地 34百万円  5百万円

その他 ―  8百万円

計 39百万円  16百万円
 

 

※７ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(自 平成26年６月１日
至 平成27年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年６月１日
至 平成28年５月31日)

建物及び構築物 62百万円  25百万円

機械装置及び運搬具 68百万円 85百万円

その他有形固定資産 60百万円  151百万円

その他 1百万円  78百万円

計 192百万円  341百万円
 

 

※８ 減損損失

前連結会計年度(自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日)

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

場所 種類 用途 金額

富山県高岡市

（旧高岡西工場）
土地 遊休資産 167百万円

大阪府堺市
土地

建物
遊休資産

66百万円

1百万円

石川県志賀町 土地 遊休資産 3百万円

富山県高岡市 土地 遊休資産 1百万円

 計  239百万円
 

(経緯)

富山県高岡市（旧高岡西工場）、大阪府堺市の遊休資産については売却の方針を決定したため、その他の遊

休資産については、土地の取得価額に対する時価が下落していることから、減損損失を認識いたしました。

 

(グルーピングの方法)

当社グループは、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分である事業単位ごとに事業用資産をグ

ルーピングしており、将来の使用が見込まれない遊休資産等については個々の物件単位でグルーピングをして

おります。

 

(回収可能価額の算定方法等)

遊休資産については正味売却価額により測定しており、その評価は売却予定額若しくは固定資産税評価額に

合理的な調整を行って算出した金額を使用しております。
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当連結会計年度(自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日)

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

場所 種類 用途 金額

富山県高岡市
建物

土地
遊休資産

16百万円

8百万円

富山県射水市 土地 遊休資産 2百万円

石川県志賀町 土地 遊休資産 0百万円

欧州 のれん 　　― 1,873百万円

 計  1,902百万円
 

(経緯)

遊休資産については、土地の取得価額に対する時価が下落していることから、減損損失を認識いたしまし

た。欧州ののれんについては米国会計基準に基づいて減損テストを実施した結果、公正価値が帳簿価額を下回

ることとなったため、減損損失を認識いたしました。

 
(グルーピングの方法)

当社グループは、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分である事業単位ごとに事業用資産をグ

ルーピングしており、将来の使用が見込まれない遊休資産等については個々の物件単位でグルーピングをして

おります。

 
(回収可能価額の算定方法等)

遊休資産については正味売却価額により測定しており、その評価は不動産鑑定基準に基づく鑑定評価額若し

くは固定資産税評価額に合理的な調整を行って算出した金額を使用しております。のれんの公正価値は、米国

会計基準に基づき使用価値により測定しております。また、使用価値は零として算定しております。
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(連結包括利益計算書関係)

※  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 

 
前連結会計年度

(自 平成26年６月１日
至 平成27年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年６月１日
至 平成28年５月31日)

その他有価証券評価差額金   

  当期発生額 3,564 百万円 △2,811 百万円

  組替調整額 △214 百万円 ― 百万円

    税効果調整前 3,349 百万円 △2,811 百万円

    税効果額 △994 百万円 944 百万円

   その他有価証券評価差額金 2,355 百万円 △1,866 百万円

繰延ヘッジ損益   

  当期発生額 58 百万円 △248 百万円

  組替調整額 △105 百万円 129 百万円

    税効果調整前 △47 百万円 △118 百万円

    税効果額 18 百万円 △1 百万円

   繰延ヘッジ損益 △28 百万円 △120 百万円

土地再評価差額金   

 税効果額 498 百万円 236 百万円

為替換算調整勘定   

  当期発生額 490 百万円 △1,704 百万円

退職給付に係る調整額   

  当期発生額 3,106 百万円 △1,686 百万円

　組替調整額 919 百万円 656 百万円

　　税効果調整前 4,025 百万円 △1,029 百万円

    税効果額 72 百万円 171 百万円

   退職給付に係る調整額 4,098 百万円 △858 百万円

持分法適用会社に対する持分相当額   

  当期発生額 △13 百万円 0 百万円

    その他の包括利益合計 7,400 百万円 △4,312 百万円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日）

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首

株式数(株)
当連結会計年度増加

株式数(株)
当連結会計年度減少

株式数(株)
当連結会計年度末

株式数(株)
摘要

発行済株式

　普通株式
31,554,629 ― ― 31,554,629  

合計 31,554,629 ― ― 31,554,629  

自己株式

　普通株式
137,029 15,908 358 152,579 (注)１，２

合計 137,029 15,908 358 152,579  
 

(注) １．自己株式における普通株式の増加は、持分法適用会社の持分比率変動による持分法適用会社が所有する自己

株式（当社株式）の当社帰属分（1,520株）、単元未満株式の買取によるもの（14,388株）であります。

２．自己株式における普通株式の減少は、単元未満株式の買増請求に応じたもの（358株）であります。

　

２　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成26年８月27日
定時株主総会

普通株式 788 25.00 平成26年５月31日 平成26年８月28日

平成27年１月９日
取締役会

普通株式 473 15.00 平成26年11月30日 平成27年２月13日
 

　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成27年８月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 630 20.00 平成27年５月31日 平成27年８月28日
 

　

当連結会計年度（自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日）

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首

株式数(株)
当連結会計年度増加

株式数(株)
当連結会計年度減少

株式数(株)
当連結会計年度末

株式数(株)
摘要

発行済株式

　普通株式
31,554,629 ― ― 31,554,629  

合計 31,554,629 ― ― 31,554,629  

自己株式

　普通株式
152,579 7,552 358 159,773 (注)１，２

合計 152,579 7,552 358 159,773  
 

(注) １．自己株式における普通株式の増加は、単元未満株式の買取によるもの（7,552株）であります。

２．自己株式における普通株式の減少は、単元未満株式の買増請求に応じたもの（358株）であります。
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２　新株予約権等に関する事項

区分 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株)
当連結会計
年度末残高
(百万円)

当連結会計年
度期首

株式数(株)

当連結会計
年度増加
株式数(株)

当連結会計
年度減少
株式数(株)

当連結会計
年度末

株式数(株)

提出会社
(親会社)

第１回無担保転換社
債型新株予約権付社
債

普通株式 ― 2,919,423 ― 2,919,423 (注)１

第２回無担保転換社
債型新株予約権付社
債

普通株式 ― 2,792,256 ― 2,792,256 (注)１

合計 ― ― 5,711,679 ― 5,711,679 ―
 

(注) １．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債については、一括法

によっております。

２．目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しておりま

す。

３．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の増加は、社債の発

行によるものであります。

　

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成27年８月27日
定時株主総会

普通株式 630 20.00 平成27年５月31日 平成27年８月28日

平成28年１月８日
取締役会

普通株式 472 15.00 平成27年11月30日 平成28年２月15日
 

　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成28年８月29日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 629 20.00 平成28年５月31日 平成28年８月30日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前連結会計年度

(自 平成26年６月１日
至 平成27年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年６月１日
至 平成28年５月31日)

現金及び預金期末残高 30,901百万円 27,355百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△790百万円 △991百万円

現金及び現金同等物期末残高 30,111百万円 26,363百万円
 

 

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度（自　平成26年６月１日　至　平成27年５月31日）

株式の取得により新たに三協サーモテック株式会社、Sankyo Engineering (Thailand) Co.,Ltd.、Aluminium

Capital Pte.Ltd. 、 Thai Metal Holding Co.,Ltd. 、 Thai Metal Aluminium Co.,Ltd. 、 Noble Aluminium

Co.,Ltd.、CSI Vision Co.,Ltd.、STTA Pte.Ltd.、Thai-Aust Aluminium Co.,Ltd.を連結したこと、及び当社の子

会社であるSankyo Tateyama Europe BVBAによる株式取得により新たにST Extruded Products Germany GmbH、

Duinlust Grundstücks GmbH、Aleris Aluminum（Tianjin）Co.,Ltd.を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負

債の内訳並びに株式の取得価額と取得による支出（純増）との関係は次のとおりです。

流動資産 19,642百万円

固定資産 13,436百万円

のれん 7,988百万円

流動負債 △12,505百万円

固定負債 △12,823百万円

非支配株主持分 △530百万円

株式の取得価額 15,207百万円

現金及び現金同等物 △1,830百万円

差引：取得による支出 13,376百万円
 

 

当連結会計年度（自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日）

連結の範囲変更を伴う子会社株式の取得による支出△521百万円は、前連結会計年度に取得した、ST Extruded

Products Germany Gmbhの取得原価に価格調整がなされたことにより生じた追加支払額を当連結会計年度に支払った

ことによるものです。

 
株式の取得により新たに連結子会社となったながのビニックス有限会社の連結開始時の資産及び負債の内訳並び

に取得価額と取得による収入（純額）との関係は次のとおりです。

流動資産 49百万円

固定資産 2百万円

のれん 0百万円

流動負債 △42百万円

株式の取得価額 10百万円

現金及び現金同等物 △28百万円

差引：取得による収入 18百万円
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※３　出資持分の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度（自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日）

出資持分の取得により新たに佛山三協電子有限公司を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並び

に出資持分の取得価額と取得による支出（純増）との関係は次のとおりです。

流動資産 165百万円

固定資産 121百万円

のれん △0百万円

流動負債 △78百万円

固定負債 △73百万円

出資持分の取得価額 134百万円

現金及び現金同等物 △61百万円

差引：取得による支出 72百万円
 

 

※４　事業の譲り受けにより増加した資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度（自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日）

当社の子会社であるSankyo Tateyama Europe BVBAによるAleris Aluminum Duffel BVBAの事業譲り受けにより増

加した資産及び負債の主な内訳は次のとおりです。

流動資産 1,023百万円

固定資産 427百万円

のれん 813百万円

事業譲り受けの対価 2,264百万円

現金及び現金同等物 ―百万円

差引：事業譲受による支出 2,264百万円
 

　

当連結会計年度（自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日）

当社の子会社である筑豊アルミ株式会社が事業譲り受けにより取得した資産及び負債の主な内訳は次のとおりで

す。

流動資産 244百万円

固定資産 63百万円

のれん 218百万円

流動負債 △191百万円

固定負債 △5百万円

事業譲り受けの対価 329百万円

現金及び現金同等物 ―百万円

差引：事業譲受による支出 329百万円
 

(注) 連結キャッシュ・フロー計算書の「事業譲受による支出」には、前連結会計年度に当社の子会社である

Sankyo Tateyama Europe BVBAが取得した、Aleris Aluminum Duffel BVBAの事業用資産の取得原価に価格

調整がなされたことにより生じた追加支払額65百万円が含まれております。
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(リース取引関係)

ファイナンス・リース取引

(借主側)

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

(2) 有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

主として、ホストコンピュータ及びサーバー（その他（工具、器具及び備品））であります。

無形固定資産

主として、建材事業における管理用ソフトウエアであります。

② リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

　

(金融商品関係)

１  金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用調達計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。

一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。デリバティブ取引は、リスクヘッジ目的での利用に限

定し、投機的な取引は行わない方針であります。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客との信用取引によって発生したものであり、決済期

日までの期間は顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等

に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金、ファクタリング未払金は、１年以内の支払期日であります。短期借入金、

長期借入金は、主に運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであります。変動金利による借入金は金利

の変動リスクに晒されていますが、このうちの一部についてはデリバティブ取引（金利スワップ及び金利通貨ス

ワップ取引）を利用してヘッジしております。

転換社債型新株予約権付社債は、Ｍ＆Ａに要する投資資金として調達した借入金返済のために発行したものであ

ります。

デリバティブ取引は、将来における為替変動リスク、金利変動リスク、アルミニウム地金に係る価格変動リスク

の回避を目的として行っております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの

有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計方針に関する

事項 (7)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
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(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社グループでは、各社の債権管理規程又は与信管理規程などに従い、営業債権について、取引先ごとの期日

管理及び残高管理を行うとともに、取引先の状況を定期的にモニタリングし、財務状況の悪化等による回収懸念

の早期把握や軽減を図るなど、信用リスクを管理しております。

② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

当社グループでは、将来における為替変動リスクを回避するために商品リンクスワップ取引を、一部の借入金

に係る支払金利の変動リスクを抑制するために金利スワップ及び金利通貨スワップ取引を、アルミニウム地金に

係る価格変動リスクを抑制するために商品スワップ取引を利用しております。投資有価証券については、定期的

に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直し

ております。デリバティブ取引については、取引権限等を定めたデリバティブ取引の内部管理規程等に基づき、

管理を行っております。

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社グループでは、当社及び連結子会社の各部署からの報告に基づき財務部門が資金繰計画を作成・更新する

などの方法により、流動性リスクを管理しております。

 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ

ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関す

る契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 

２  金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが

極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注２)参照)。

前連結会計年度(平成27年５月31日)
 (単位：百万円)

 
連結貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 現金及び預金 30,901 30,901 ―

(2) 受取手形及び売掛金 55,600 55,600 ―

(3) 電子記録債権 2,788 2,788 ―

(4) 投資有価証券    

その他有価証券 12,648 12,648 ―

資産計 101,939 101,939 ―

(1) 支払手形及び買掛金 58,368 58,368 ―

(2) ファクタリング未払金 4,807 4,807 ―

(3) 短期借入金 38,628 38,628 ―

(4) 社債(※1) 120 121 1

(5) 長期借入金(※1) 30,339 30,693 354

(6) リース債務(※1) 845 831 △13

負債計 133,108 133,451 342

デリバティブ取引(※2） (0) (0) ―
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(※1) 社債、長期借入金並びにリース債務には、１年以内償還予定分又は１年以内返済予定分を含めて表示しており

ます。
(※2) デリバティブ取引は、債権・債務を純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については()で示して

おります。

 

当連結会計年度(平成28年５月31日)
 (単位：百万円)

 
連結貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 現金及び預金 27,355 27,355 ―

(2) 受取手形及び売掛金 48,303 48,303 ―

(3) 電子記録債権 3,978 3,978 ―

(4) 投資有価証券    

その他有価証券 10,063 10,063 ―

資産計 89,700 89,700 ―

(1) 支払手形及び買掛金 52,335 52,335 ―

(2) ファクタリング未払金 5,047 5,047 ―

(3) 短期借入金 12,311 12,311 ―

(4) 社債 ― ― ―

(5) 長期借入金(※1) 35,242 35,354 111

(6) リース債務(※1) 938 924 △13

負債計 105,874 105,972 98

デリバティブ取引(※2） (115) (115) ―
 

(※1) 長期借入金及びリース債務には、１年以内返済予定分を含めて表示しております。

(※2) デリバティブ取引は、債権・債務を純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については()で示して

おります。

 

(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資  産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金並びに (3) 電子記録債権

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

(4) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照下さい。
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負  債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) ファクタリング未払金並びに (3) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

(4) 社債、(5) 長期借入金並びに (6) リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の発行、借入、リース取引を行った場合に想定される

利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、金利スワップの特例処理及び金利通貨スワップの一体

処理の対象とされている一部の長期借入金の時価は、当該金利スワップ及び金利通貨スワップと一体として処理さ

れた元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法

によっております。また、変動金利による一部の長期借入金の時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっております。

 

デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記をご参照下さい。

 

(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

  (単位：百万円)

区分 平成27年５月31日 平成28年５月31日

非上場株式

関係会社株式

その他

転換社債型新株予約権付社債

 
2,698

2,172

―

 
2,825

1,846

15,055
 

(注) 上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、資産の「(4)投資有価

証券」並びに 負債の「(4)社債」には含めておりません。

 

(注３)金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(平成27年５月31日)

  (単位：百万円)

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 30,901 ― ― ―

受取手形及び売掛金 55,600 ― ― ―

電子記録債権 2,788 ― ― ―

合計 89,290 ― ― ―
 

 

当連結会計年度(平成28年５月31日)

  (単位：百万円)

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 27,355 ― ― ―

受取手形及び売掛金 48,303 ― ― ―

電子記録債権 3,978 ― ― ―

合計 79,636 ― ― ―
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(注４)社債、転換社債型新株予約権付社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予

定額

前連結会計年度(平成27年５月31日)

    (単位：百万円)

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

短期借入金 38,628 ― ― ― ― ―

社債(１年以内に償還予定
のものを含む。)

120 ― ― ― ― ―

長期借入金(１年以内に返
済予定のものを含む。)

11,896 8,777 6,189 2,817 625 32

リース債務（１年以内に返
済予定のものを含む。）

314 258 160 72 27 12

合計 50,958 9,035 6,350 2,890 652 45
 

 

当連結会計年度(平成28年５月31日)

    (単位：百万円)

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

短期借入金 12,311 ― ― ― ― ―

社債(１年以内に償還予定
のものを含む。)

― ― ― ― ― ―

転換社債型新株予約権付社
債

― ― 7,500 ― 7,500 ―

長期借入金(１年以内に返
済予定のものを含む。)

11,651 8,000 6,648 3,493 2,409 3,038

リース債務（１年以内に返
済予定のものを含む。）

361 268 164 88 42 12

合計 24,324 8,269 6,813 3,582 2,451 3,051
 

　

(表示方法の変更)

前連結会計年度において、「受取手形及び売掛金」に含めていた「電子記録債権」は、重要性が増したため、

当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度

の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の注記において、「受取手形及び売掛金」に表示していた58,389百万円は、「受取

手形及び売掛金」55,600百万円、「電子記録債権」2,788百万円として組替えております。
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(有価証券関係)

１  その他有価証券

前連結会計年度(平成27年５月31日)

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

   

株式 11,918 6,084 5,834

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 11,918 6,084 5,834

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

   

株式 729 781 △51

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 729 781 △51

合計 12,648 6,866 5,782
 

(注) １．非上場株式（連結貸借対照表計上額2,172百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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当連結会計年度(平成28年５月31日)

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

   

株式 7,432 3,614 3,817

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 7,432 3,614 3,817

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

   

株式 2,630 3,446 △815

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 2,630 3,446 △815

合計 10,063 7,061 3,002
 

(注) １．非上場株式（連結貸借対照表計上額1,846百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

２  連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日)

区分 売却額(百万円) 売却益の合計(百万円) 売却損の合計(百万円)

株式 289 225 1
 

 

当連結会計年度(自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日)

区分 売却額(百万円) 売却益の合計(百万円) 売却損の合計(百万円)

株式 34 33 ―
 

 

 

３　減損処理を行った有価証券

前連結会計年度において、有価証券について20百万円（その他有価証券の株式）減損処理を行っております。

当連結会計年度において、有価証券について176百万円（その他有価証券の株式）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っており

ます。
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(デリバティブ取引関係)

１  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

 

２  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前連結会計年度（自　平成26年６月１日　至　平成27年５月31日）

該当事項はありません。

　

当連結会計年度（自　平成27年６月１日　至　平成28年５月31日）

該当事項はありません。

　

(2) 金利関連

前連結会計年度（自　平成26年６月１日　至　平成27年５月31日）

ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ対象
契約額等
(百万円)

契約額等の
うち１年超
(百万円)

時価
(百万円)

原則的処理方法
金利スワップ取引
支払固定・受取変動

長期借入金 75 15  △0(注)１

金利スワップの
特例処理

金利スワップ取引
支払固定・受取変動

長期借入金 4,995 2,980 △45(注)２

 合計  5,070 2,995 △45
 

（注）１．原則的処理方法の時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

２．金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている

ため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
　

当連結会計年度（自　平成27年６月１日　至　平成28年５月31日）

ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ対象
契約額等
(百万円)

契約額等の
うち１年超
(百万円)

時価
(百万円)

原則的処理方法
金利スワップ取引
支払固定・受取変動

長期借入金 415 344 △4(注)１

金利スワップの
特例処理

金利スワップ取引
支払固定・受取変動

長期借入金 6,184 4,242 △72(注)２

金利通貨スワッ
プの一体処理
（特例処理・振
当処理）

金利スワップ取引
支払固定・受取変動
米ドル受取・円支払

外貨建
長期借入金

3,079 2,639 △317(注)２

 合計  9,679 7,226 △394
 

（注）１．原則的処理方法の時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

２．金利スワップの特例処理及び金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借

入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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(3) 商品関連

前連結会計年度（自　平成26年６月１日　至　平成27年５月31日）

ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ対象
契約額等
(百万円)

契約額等の
うち１年超
(百万円)

時価
(百万円)

原則的処理方法
商品スワップ取引
円建商品スワップ

アルミニウム地
金の購入及び販
売取引

871 ― △0

 合計  871 ― △0
 

(注) 時価は取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

 

当連結会計年度（自　平成27年６月１日　至　平成28年５月31日）

ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ対象
契約額等
(百万円)

契約額等の
うち１年超
(百万円)

時価
(百万円)

原則的処理方法
商品スワップ取引
円建商品スワップ

アルミニウム地
金の購入及び販
売取引

1,099 ― 3

原則的処理方法
商品スワップ取引
外貨建商品スワップ

アルミニウム地
金の購入及び販
売取引

2,827 535 △114

 合計  3,926 535 △110
 

(注) 時価は取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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(退職給付関係)

１ 採用している退職給付制度の概要

当社及び主要な連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付型の制度として積立型、非積立型の確定

給付企業年金制度及び退職一時金制度等を採用しております。また、当社及び一部の連結子会社は確定拠出型の制度

として確定拠出年金制度等を採用しております。

一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退

職給付費用を計算しております。

一部の連結子会社は、複数事業主制度の厚生年金基金制度に加入しており、このうち自社の拠出に対応する年金資

産の額を合理的に計算することができない制度については、確定拠出制度と同様に会計処理しております。

平成26年６月１日付で当社と合併した子会社の確定給付企業年金制度の一部について、平成26年７月１日に確定拠

出年金制度へ移行いたしました。また、一部の子会社の確定給付企業年金制度の一部について、平成27年９月１日に

確定拠出年金制度へ移行いたしました。

当社の連結子会社の一部が加入する複数事業主制度の厚生年金基金は、厚生年金基金の代行部分について、平成26

年11月１日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受け、最低責任準備金の一部である11,000百万円を前納

しております。また、平成28年２月29日に厚生労働大臣への解散申請手続きを行い、平成28年５月10日付で認可を受

けております。なお、これらによる損益は、現時点では不確定要素が多いため、合理的に金額を算定することは困難

であります。

 
２ 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表　((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く。)

（百万円）

 
前連結会計年度

(自 平成26年６月１日
至 平成27年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年６月１日
至 平成28年５月31日)

退職給付債務の期首残高 50,517 58,374

会計方針の変更による累積的影響額 97 ―

会計方針の変更を反映した期首残高 50,615 58,374

勤務費用 1,822 2,004

利息費用 513 648

数理計算上の差異の発生額 124 123

過去勤務費用当期発生額 22 57

退職給付の支払額 △3,332 △3,113

確定拠出年金制度への移行に伴う増減 △94 △449

新規連結に伴う増加額 8,931 ―

為替換算差額 △228 △199

退職給付債務の期末残高 58,374 57,445
 

　

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表　((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く。)

（百万円）

 
前連結会計年度

(自 平成26年６月１日
至 平成27年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年６月１日
至 平成28年５月31日)

年金資産の期首残高 37,852 41,065

期待運用収益 751 810

数理計算上の差異の発生額 3,252 △1,505

事業主からの拠出額 2,463 2,643

退職給付の支払額 △3,255 △3,055

為替換算差額 ― 14

年金資産の期末残高 41,065 39,973
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(3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

（百万円）

 
前連結会計年度

(自 平成26年６月１日
至 平成27年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年６月１日
至 平成28年５月31日)

退職給付に係る負債の期首残高 848 1,077

退職給付費用 53 73

退職給付の支払額 △39 △53

制度への拠出額 △79 △79

新規連結に伴う増加額 297 ―

確定拠出年金制度への移行に伴う増減 ― △290

その他 △1 △14

退職給付に係る負債の期末残高 1,077 713
 

 

(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

産の調整表

（百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
当連結会計年度

(平成28年５月31日)

積立型制度の退職給付債務 53,759 52,190

年金資産 △41,927 △40,829

 11,832 11,361

非積立型制度の退職給付債務 6,554 6,823

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 18,386 18,185

   
退職給付に係る負債 18,410 18,185

退職給付に係る資産 △24 ―

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 18,386 18,185
 

（注）簡便法を適用した制度を含みます。
　

(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

（百万円）

 
前連結会計年度

(自 平成26年６月１日
至 平成27年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年６月１日
至 平成28年５月31日)

勤務費用 1,861 2,063

利息費用 513 648

期待運用収益 △751 △810

数理計算上の差異の費用処理額 709 717

過去勤務費用の費用処理額 △137 △76

会計基準変更時差異の当期の費用処理額 334 34

確定給付制度に係る退職給付費用 2,530 2,576

確定拠出年金制度への移行に伴う損益（注１） 15 △56
 

（注）１．特別損益に計上しております。

２．簡便法で計算した退職給付費用は、勤務費用に含めております。

　

EDINET提出書類

三協立山株式会社(E26831)

有価証券報告書

 92/129



 

(6) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

（百万円）

 
前連結会計年度

(自 平成26年６月１日
至 平成27年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年６月１日
至 平成28年５月31日)

会計基準変更時差異 342 34

数理計算上の差異 3,839 735

過去勤務費用 △156 △113

合計 4,025 656
 

 

(7) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

（百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
当連結会計年度

(平成28年５月31日)

未認識過去勤務費用 △177 △5

未認識数理計算上の差異 3,771 4,663

会計基準変更時差異の未処理額 34 ―

合計 3,628 4,657
 

　

(8) 年金資産に関する事項

① 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
当連結会計年度

(平成28年５月31日)

債券 45％ 53％

株式 23％ 21％

現金及び預金 1％ 3％

オルタナティブ 20％ 17％

一般勘定 11％ 5％

その他 0％ 0％

合計 100％ 100％
 

（注）オルタナティブは、主にヘッジファンドへの投資であります。

　

② 長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

　

(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）

 
前連結会計年度

(自 平成26年６月１日
至 平成27年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年６月１日
至 平成28年５月31日)

割引率 1.1％ 1.1％

長期期待運用収益率 2.0％ 2.0％
 

 

３ 確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度542百万円、当連結会計年度572百万円であり

ます。
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４ 複数事業主制度

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前連結会計年度148百万

円、当連結会計年度87百万円であります。

なお、当該複数事業主制度のうち、軽金属製品厚生年金基金に関する事項については、次のとおりであります。

(1) 複数事業主制度の直近の積立状況

（百万円）

 
前連結会計年度

平成26年３月31日現在
当連結会計年度

平成27年３月31日現在

年金資産の額 15,324 16,205

年金財政計算上の数理債務の額と

最低責任準備金の額との合計額
16,441 16,998

差引額 △1,117 △793
 

 

(2) 複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合

前連結会計年度　26.8％（平成26年３月31日現在）

当連結会計年度　27.1％（平成27年３月31日現在）　

 
(3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高（前連結会計年度1,820百万円、当連結会計

年度1,765百万円）、別途積立金（前連結会計年度702百万円、当連結会計年度972百万円）であります。本制度にお

ける過去勤務債務の償却方法は期間15年の元利均等償却であり、当社グループは、当期の連結財務諸表上、当該償

却に充てられる特別掛金（前連結会計年度51百万円、当連結会計年度54百万円）を費用処理しております。

なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。
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(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
 

当連結会計年度
(平成28年５月31日)

(繰延税金資産)    

退職給付に係る負債
及び役員退職慰労引当金
並びに長期未払金

5,740百万円  4,454百万円

投資有価証券評価損 1,556百万円  3,059百万円

未払金及び未払費用 1,530百万円  1,840百万円

固定資産除却損及び減損損失 1,237百万円  1,405百万円

貸倒引当金及び貸倒償却 1,304百万円  1,107百万円

製品改修費用 546百万円  665百万円

繰越欠損金 249百万円  654百万円

たな卸資産評価損 635百万円  623百万円

製品改修引当金 639百万円  461百万円

未実現利益 273百万円  373百万円

賞与引当金 131百万円  104百万円

その他 1,080百万円  749百万円

繰延税金資産小計 14,925百万円  15,500百万円

評価性引当額 △12,002百万円  △12,544百万円

繰延税金負債と相殺 △1,143百万円  △488百万円

繰延税金資産純額 1,779百万円  2,467百万円

(繰延税金負債)    

連結子会社の資産及び
負債の評価差額

1,393百万円  1,682百万円

その他有価証券評価差額金 1,843百万円  922百万円

その他 950百万円  315百万円

繰延税金負債小計 4,187百万円  2,920百万円

繰延税金資産と相殺 △1,143百万円  △488百万円

繰延税金負債純額 3,043百万円  2,431百万円

    

土地再評価に係る繰延税金負債 4,961百万円  4,660百万円
 

 

(表示方法の変更)

前連結会計年度において、「その他」に含めていた「製品改修費用」は、金額的重要性が増したため、当連結

会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記

の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の繰延税金資産の「その他」に表示していた1,626百万円は、「製品改修費用」546

百万円、「その他」1,080百万円として組替えております。
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２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

 
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
 

当連結会計年度
(平成28年５月31日)

法定実効税率 35.38％  32.83％

(調整)    

交際費等永久に損金に
算入されない項目

3.11％  7.69％

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△0.39％  △0.07％

住民税均等割 2.50％  6.62％

のれんの償却、負ののれんの償却、
負ののれん発生益及び
持分変動損益

0.89％  9.81％

のれんの減損損失 ―  20.29％

関係会社出資金評価損の連結修正 ―  △54.82％

持分法による投資利益 △1.03％  △2.08％

評価性引当額増減 △17.76％  40.35％

繰越欠損金の期限切れ ―  24.95％

税率変更による期末繰延税金資産
及び期末繰延税金負債の減額修正

0.51％  2.52％

試験研究費等の税額控除 △0.60％  △2.30％

その他 △0.27％  1.65％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

22.34％  87.43％
 

　

３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」　

（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する連結会計年度から法

人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する

法　定実効税率は従来の32.06％から、平成28年６月１日に開始する連結会計年度及び平成29年６月１日に開始する連

結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.69％に、平成30年６月１日に開始する連結会計年度以降に解消

が見込まれる一時差異については30.46％となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が52百万円減少し、当連結会計

年度に計上された法人税等調整額が76百万円、その他有価証券評価差額金が47百万円、繰延ヘッジ損益が0百万円それ

ぞれ増加し、退職給付に係る調整累計額が22百万円減少しております。

また、再評価に係る繰延税金負債は242百万円減少し、土地再評価差額金が同額増額しております。
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(企業結合等関係)

１　重要な事業の譲り受け及び株式取得による会社の買収

(1) 取得原価の当初配分額に重要な修正がなされた場合の修正内容及び金額

前連結会計年度に当社の子会社であるSankyo Tateyama Europe BVBA（旧社名：Sankyo Tateyama Euro BVBA）

を通じて取得した、ST Extruded Products Germany GmbH（旧社名：Aleris Extruded Products Germany GmbH）

等の取得原価の配分について、連結財務諸表作成時点における入手可能な合理的情報に基づき暫定的な会計処理

を行っておりましたが、当連結会計年度において、取得原価の価格調整及び取得原価の配分が完了しておりま

す。

　当連結会計年度における取得原価の価格調整及び取得原価の配分の見直しによるのれんの修正額は、次のとお

りであります。

修正項目 のれんの修正金額  

のれん(修正前) 19.1百万ユーロ （2,446百万円）

追加支払額 4.4百万ユーロ  

有形固定資産 △5.2百万ユーロ  

無形固定資産 △3.3百万ユーロ  

その他 0.8百万ユーロ  

修正金額合計 △3.3百万ユーロ 　（△424百万円）

のれん(修正後) 15.8百万ユーロ （2,021百万円）
 

(注) 円貨額は、子会社の決算日の為替相場による換算額です。

 

(2) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

①発生したのれんの金額

15.8百万ユーロ（2,021百万円）

(注) 円貨額は、子会社の決算日の為替相場による換算額です。

②発生原因

取得原価が受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回ったため、その超過額をのれんとし

て計上しております。

③償却方法及び償却期間

10年間にわたる均等償却

なお、当該のれんについては、当連結会計年度末残高を減損処理しております。
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２　株式取得による会社の買収

(1) 取得原価の当初配分額に重要な修正がなされた場合の修正内容及び金額

前連結会計年度に取得したThai Metal Aluminium Co.,Ltd.等の取得原価の配分について、連結財務諸表作成時

点における入手可能な合理的情報に基づき暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度において、

取得原価の配分が完了しております。

当連結会計年度における取得原価の配分の見直しによるのれんの修正額は、次のとおりであります。

修正項目 のれんの修正金額

のれん(修正前) 5,030百万円

有形固定資産 △785百万円

無形固定資産 △758百万円

繰延税金負債 268百万円

その他 △11百万円

修正金額合計 △1,286百万円

のれん(修正後) 3,744百万円
 

(注) 円貨額は、子会社の決算日の為替相場による換算額です。

 

(2) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

①発生したのれんの金額

3,744百万円

(注) 円貨額は、子会社の決算日の為替相場による換算額です。

②発生原因

取得原価が受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回ったため、その超過額をのれんとし

て計上しております。

③償却方法及び償却期間

10年間にわたる均等償却

 
(資産除去債務関係)

１　資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

２　連結貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

当社及び一部の連結子会社は、支店及び営業所等の不動産賃借契約により、支店及び営業所等の退去時における原

状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来、支店及び営業

所等を移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該債務に見合

う資産除去債務を計上しておりません。

 

(賃貸等不動産関係)

前連結会計年度(自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度(自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１　報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、カンパニー制を導入しており、各カンパニーは取り扱う製品等について包括的な戦略を立案し、事業活

動を展開しております。

一方で海外事業への展開を推進しており、前連結会計年度に、当社の子会社であるSankyo Tateyama Europe BVBA

がAleris International,Inc.のアルミ押出事業部門を譲り受けし、また、Thai Metal Aluminium Co.,Ltd.を子会

社化したことなどにより、欧州やASEAN地域を中心としたアルミ押出事業を展開しております。

従いまして、当社グループは、カンパニーを基礎とした製品別のセグメント「建材事業」「マテリアル事業」

「商業施設事業」に「国際事業」を加えた、４つを報告セグメントとしております。

「建材事業」は、ビル建材製品・住宅建材製品・エクステリア製品の仕入・製造・販売等を行っております。

「マテリアル事業」は、アルミニウム及びマグネシウムの鋳造・押出・加工並びにその販売を行っております。

「商業施設事業」は、店舗用汎用陳列什器の販売、規格看板・その他看板の製造・販売、店舗及び関連設備のメン

テナンスを行っております。「国際事業」は、海外でのアルミニウムの鋳造・押出・加工並びにその販売を行って

おります。

 

２　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記

載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価

格に基づいております。

「会計方針の変更」に記載のとおり、当社及び国内子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より平成

28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更したため、事

業セグメントの減価償却方法を同様に変更しております。

この変更によるセグメント情報への影響は軽微であるため、記載を省略しております。
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３　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自　平成26年６月１日　至　平成27年５月31日）

（単位:百万円）

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
 

調整額
(注)２

連結
財務諸表
計上額
(注)３

建材
事業

マテリ
アル
事業

商業
施設
事業

国際
事業

計

売上高          

 外部顧客への売上高 209,894 44,077 33,993 4,276 292,242 149 292,391 ― 292,391

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

5,492 32,388 143 ― 38,024 ― 38,024 △38,024 ―

計 215,386 76,466 34,136 4,276 330,266 149 330,415 △38,024 292,391

セグメント利益又は
損失（△）

4,432 3,160 1,722 △797 8,517 106 8,623 △82 8,541

セグメント資産 163,755 38,011 17,614 41,841 261,223 2,460 263,683 6,873 270,557

その他の項目          

 減価償却費 4,158 1,429 338 126 6,052 14 6,067 21 6,089

 のれんの償却額 ― 142 ― 75 218 ― 218 ― 218

 持分法適用会社への
 投資額

2,280 ― ― ― 2,280 ― 2,280 ― 2,280

 有形固定資産及び無
 形固定資産の増加額

4,367 1,210 210 318 6,108 2 6,110 5 6,116
 

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸事業等を含んでおります。

２．(1) セグメント利益又は損失（△）の調整額△82百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で

あります。全社費用は、主として親会社の総務部、人事部、財務部など、管理部門に係る費用であります。

　　(2) セグメント資産の調整額6,873百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に親

会社での余資運用資金及び管理部門に係る資産であります。

   (3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額５百万円は、主に親会社の有形固定資産の増加額であ

ります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

当連結会計年度（自　平成27年６月１日　至　平成28年５月31日）

（単位:百万円）

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
 

調整額
(注)２

連結
財務諸表
計上額
(注)３

建材
事業

マテリ
アル
事業

商業
施設
事業

国際
事業

計

売上高          

 外部顧客への売上高 208,938 42,099 34,904 46,077 332,020 148 332,168 ― 332,168

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

5,778 27,341 149 50 33,319 ― 33,319 △33,319 ―

計 214,717 69,440 35,054 46,127 365,340 148 365,488 △33,319 332,168

セグメント利益又は
損失（△）

4,371 3,246 1,757
△

3,069
6,304 105 6,410 △158 6,251

セグメント資産 159,803 30,993 17,249 38,886 246,932 2,855 249,787 4,842 254,630

その他の項目          

 減価償却費 4,440 1,504 367 1,801 8,112 15 8,128 18 8,146

 のれんの償却額 25 156 ― 707 889 ― 889 ― 889

 持分法適用会社への
 投資額

2,457 ― ― ― 2,457 ― 2,457 ― 2,457

 有形固定資産及び無
 形固定資産の増加額

5,668 1,488 576 2,790 10,524 0 10,525 1 10,527
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(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸事業等を含んでおります。

２．(1) セグメント利益又は損失（△）の調整額△158百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

であります。全社費用は、主として親会社の総務部、人事部、財務部など、管理部門に係る費用でありま

す。

　　(2) セグメント資産の調整額4,842百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に親

会社での余資運用資金及び管理部門に係る資産であります。

   (3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額１百万円は、主に親会社の有形固定資産の増加額であ

ります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

【関連情報】

前連結会計年度(自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日)

１  製品及びサービスごとの情報

　   セグメント情報に同様の開示をしているため、記載を省略しております。

 
２  地域ごとの情報

(1) 売上高

    全セグメントの売上高の合計額に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略しております。

 

(2) 有形固定資産

（単位：百万円）

日本 その他 合計

91,525 12,550 104,075
 

 

３  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載を省略して

おります。

 

当連結会計年度(自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日)

１  製品及びサービスごとの情報

　   セグメント情報に同様の開示をしているため、記載を省略しております。

 
２  地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：百万円）

日本 その他 合計

282,081 50,086 332,168
 

 

(2) 有形固定資産

（単位：百万円）

日本 その他 合計

92,326 14,391 106,718
 

 

３  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載を省略して

おります。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自　平成26年６月１日　至　平成27年５月31日）

（単位：百万円）

 

報告セグメント

その他 合計 調整額
連結

財務諸表
計上額

建材
事業

マテリ
アル
事業

商業
施設
事業

国際
事業

計

減損損失 239 ― ― ― 239 ― 239 ― 239
 

 

当連結会計年度（自　平成27年６月１日　至　平成28年５月31日）

（単位：百万円）

 

報告セグメント

その他 合計 調整額
連結

財務諸表
計上額

建材
事業

マテリ
アル
事業

商業
施設
事業

国際
事業

計

減損損失 28 ― ― 1,873 1,902 ― 1,902 ― 1,902
 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日)

（単位：百万円）

 

報告セグメント

その他 合計 調整額
連結

財務諸表
計上額

建材
事業

マテリ
アル
事業

商業
施設
事業

国際
事業

計

（のれん）          

当期償却額 ― 142 ― 75 218 ― 218 ― 218

当期末残高 ― 574 ― 8,640 9,214 ― 9,214 ― 9,214
 

(注) 「国際事業」セグメントにおける当期償却額、当期末残高は、取得原価の配分が完了していないため、暫定的

に算定された金額であります。

 

当連結会計年度(自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日)

（単位：百万円）

 

報告セグメント

その他 合計 調整額
連結

財務諸表
計上額

建材
事業

マテリ
アル
事業

商業
施設
事業

国際
事業

計

（のれん）          

当期償却額 25 156 ― 707 889 ― 889 ― 889

当期末残高 193 421 ― 3,977 4,592 ― 4,592 ― 4,592
 

(注) １．「国際事業」セグメントにおいて、前連結会計年度に当社の子会社であるSankyo Tateyama Europe BVBAを

通じて取得した、ST Extruded Products Germany GmbH等の取得原価の配分について、暫定的な会計処理に

よりのれんを計上しておりましたが、取得原価の配分が完了したことなどにより、のれんが3.3百万ユーロ

（424百万円）減少しております。また、前連結会計年度に取得したThai Metal Aluminium Co.,Ltd.等につ

いて、暫定的な会計処理によりのれんを計上しておりましたが、取得原価の配分が完了したことにより、の

れんが1,286百万円減少しております。

２．当連結会計年度において、「国際事業」セグメントに係るのれんの減損損失1,873百万円を計上しておりま

す。
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【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日)

該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日)

該当事項はありません。

　

【関連当事者情報】

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

 

 
前連結会計年度

(自 平成26年６月１日
至 平成27年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年６月１日
至 平成28年５月31日)

１株当たり純資産額 2,654.96円 2,481.13円

１株当たり当期純利益金額 189.43円 2.99円

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額

― 2.18円
 

(注) １．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載

しておりません。

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成27年５月31日）
当連結会計年度

（平成28年５月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 85,148 80,102

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 1,777 2,207

（うち非支配株主持分(百万円)） (1,777) (2,207)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 83,371 77,894

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(千株)

31,402 31,394
 

３．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前連結会計年度

(自 平成26年６月１日
至 平成27年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成27年６月１日
至 平成28年５月31日)

１株当たり当期純利益金額   

親会社株主に帰属する期純利益（百万円） 5,949 94

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)

5,949 94

期中平均株式数（千株） 31,409 31,398

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

親会社株主に帰属する当期純利益調整額(百万円) ― △13

（うち社債発行差金の償却額
（税額相当額控除後）(百万円)）(注)４

― (△13)

普通株式増加数(千株) ― 5,649

（うち転換社債型新株予約権付社債（千株）） ― (5,649)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要

― ―
 

４．社債額面金額よりも高い価額で発行したことによる当該差額に係る当連結会計年度の償却額（税額相当控除

後）であります。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

 

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保 償還期限

株式会社カシイ 第３回無担保社債
平成22年
４月30日

100
(―)
―

1.25 無担保社債
平成27年
４月30日

横浜三協株式会社 第３回無担保社債
平成22年
８月31日

10
(―)
―

0.70 無担保社債
平成27年
８月31日

横浜三協株式会社 第４回無担保社債
平成24年
８月28日

10
(―)
―

0.56 無担保社債
平成27年
８月28日

三協立山株式会社

120％ソフトコール条項
付第１回無担保転換社
債型新株予約権付社債
（転換社債型新株予約
権付社債間限定同順位
特約付）(注)２

平成27年
６月５日

―
(―)
7,525

無利息 無担保社債
平成30年
６月５日

三協立山株式会社

120％ソフトコール条項
付第２回無担保転換社
債型新株予約権付社債
（転換社債型新株予約
権付社債間限定同順位
特約付）(注)２

平成27年
６月５日

―
(―)
7,530

無利息 無担保社債
平成32年
６月５日

合計 ― ― 120
(―)

15,055
― ― ―

 

(注) １．（  ）内書は、１年以内の償還予定額であります。

２．転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき
株式の内容

新株予約
権の発行
価額

株式の
発行価格
(円)

発行価額の
総額

(百万円)

新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(百万円)

新株予約権
の付与割合

(％)

新株予約権
の行使期間

代用払込みに
関する事項

三協立山㈱
普通株式

無償 2,569 7,500 ― 100

自 平成27年
   ６月12日
至 平成30年
   ５月29日

(注)

三協立山㈱
普通株式

無償 2,686 7,500 ― 100

自 平成27年
   ６月12日
至 平成32年
   ５月29日

(注)

 

(注) 新株予約権の行使に際しては、当該新株予約権に係る社債を出資するものとし、当該社債の価額

は、社債の額面金額と同額とします。

    ３．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

― ― 7,500 ― 7,500
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【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 38,628 12,311 0.926 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 11,896 11,651 1.090 ―

１年以内に返済予定のリース債務 314 361 1.058 ─

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

18,442 23,591 1.128
平成29年６月～
平成40年９月

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)

531 576 0.946
平成29年６月～
平成34年４月

その他有利子負債     

　流動負債「その他」 90 70 0.510 ―

合計 69,902 48,562 ― ―
 

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．１年以内に返済予定のリース債務及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）は、一部の連結子

会社でリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しており当該リース

債務については「平均利率」の計算に含めておりません。

３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額

は以下のとおりであります。

 

 
１年超２年以内

(百万円)
２年超３年以内

(百万円)
３年超４年以内

(百万円)
４年超５年以内

(百万円)

長期借入金 8,000 6,648 3,493 2,409

リース債務 268 164 88 42
 

 

【資産除去債務明細表】

   当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会

計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定によ

り記載を省略しております。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高 (百万円) 79,288 167,930 246,826 332,168

税金等調整前
四半期(当期)純利益

(百万円) 67 1,616 2,874 3,031

親会社株主に帰属す
る四半期（当期）純
利益又は親会社株主
に帰属する四半期純
損失(△)

(百万円) △76 96 1,328 94

１株当たり四半期(当
期)純利益金額又は１
株当たり四半期純損
失金額(△)

(円) △2.42 3.06 42.33 2.99

 

 

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純
利益金額又は１株当
たり四半期純損失金
額(△)

(円) △2.42 5.48 39.27 △39.33
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２【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成27年５月31日)
当事業年度

(平成28年５月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 13,568 10,247

  受取手形 ※２，※５  14,018 ※２  8,680

  電子記録債権 ※２，※５  2,521 ※２  3,503

  売掛金 ※２  39,613 ※２  38,129

  商品及び製品 7,480 7,606

  仕掛品 13,983 12,187

  原材料及び貯蔵品 3,189 3,021

  前払費用 373 311

  関係会社短期貸付金 3,054 3,938

  未収入金 ※２  2,898 ※２  2,240

  繰延税金資産 1,509 1,841

  その他 ※２  2,121 ※２  2,081

  貸倒引当金 △2,975 △2,104

  流動資産合計 101,357 91,685

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） ※１  19,936 ※１  19,189

   構築物（純額） ※１  1,265 1,254

   機械及び装置（純額） ※１，※３  10,943 ※１，※３  12,312

   車両運搬具（純額） ※３  44 ※３  40

   工具、器具及び備品（純額） ※１  1,630 ※３  1,737

   土地 ※１  41,363 ※１  40,746

   リース資産（純額） 578 644

   建設仮勘定 145 381

   有形固定資産合計 75,907 76,307

  無形固定資産   

   のれん - 82

   借地権 57 57

   ソフトウエア ※３  907 ※３  1,340

   リース資産 12 8

   その他 6 1

   無形固定資産合計 983 1,490
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成27年５月31日)
当事業年度

(平成28年５月31日)

  投資その他の資産   

   投資有価証券 14,604 11,700

   関係会社株式 22,024 24,043

   出資金 28 28

   関係会社出資金 5,100 1,004

   長期貸付金 31 15

   関係会社長期貸付金 903 1,958

   従業員に対する長期貸付金 48 39

   破産更生債権等 805 818

   長期前払費用 282 161

   前払年金費用 1,087 1,926

   その他 1,944 1,912

   貸倒引当金 △1,146 △1,632

   投資その他の資産合計 45,716 41,979

  固定資産合計 122,607 119,777

 資産合計 223,964 211,463

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 ※２,※５  15,486 ※２  15,272

  買掛金 ※２  25,842 ※２  21,562

  短期借入金 ※１,※６  36,025 ※１,※６  10,000

  1年内返済予定の長期借入金 ※１  10,677 ※１  10,630

  リース債務 223 266

  未払金 ※２  8,522 ※２  8,398

  ファクタリング未払金 ※２  6,112 ※２  6,265

  未払費用 ※２  4,369 ※２  4,542

  未払法人税等 204 1,931

  未払消費税等 1,229 924

  前受金 3,423 3,322

  預り金 ※２  3,191 ※２  3,878

  工事損失引当金 14 8

  その他 ※５  556 889

  流動負債合計 115,878 87,892

 固定負債   

  転換社債型新株予約権付社債 - 15,055

  長期借入金 ※１  15,713 21,325

  リース債務 402 431

  長期未払金 185 104

  繰延税金負債 1,599 867

  土地再評価に係る繰延税金負債 4,774 4,474

  退職給付引当金 5,190 5,540

  製品改修引当金 1,995 1,514

  資産除去債務 393 410

  その他 ※２  475 504

  固定負債合計 30,730 50,228

 負債合計 146,609 138,121
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成27年５月31日)
当事業年度

(平成28年５月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 15,000 15,000

  資本剰余金   

   資本準備金 11,581 11,581

   その他資本剰余金 16,564 16,564

   資本剰余金合計 28,145 28,145

  利益剰余金   

   その他利益剰余金 27,450 25,208

    繰越利益剰余金 27,450 25,208

   利益剰余金合計 27,450 25,208

  自己株式 △100 △112

  株主資本合計 70,495 68,240

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 3,927 2,071

  繰延ヘッジ損益 △0 △2

  土地再評価差額金 2,932 3,031

  評価・換算差額等合計 6,859 5,100

 純資産合計 77,355 73,341

負債純資産合計 223,964 211,463
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② 【損益計算書】

           (単位：百万円)

          前事業年度
(自 平成26年６月１日
　至 平成27年５月31日)

当事業年度
(自 平成27年６月１日
　至 平成28年５月31日)

売上高 ※２  253,122 ※２  247,369

売上原価 ※２  199,331 ※２  193,042

売上総利益 53,790 54,326

販売費及び一般管理費 ※１,※２  46,435 ※１,※２  47,349

営業利益 7,354 6,976

営業外収益   

 受取利息 ※２  29 ※２  71

 受取事務手数料 ※２  72 ※２  104

 受取配当金 ※２  267 ※２  308

 仕入割引 ※２  153 ※２  125

 保険配当金等収入 177 142

 スクラップ売却益 ※２  253 187

 貸倒引当金戻入額 41 -

 その他 ※２  480 ※２  625

 営業外収益合計 1,477 1,563

営業外費用   

 支払利息 ※２  812 ※２  561

 貸倒引当金繰入額 - ※２  497

 売上割引 ※２  665 ※２  658

 為替差損 148 419

 退職給付費用 390 34

 その他 ※２  441 ※２  572

 営業外費用合計 2,457 2,742

経常利益 6,374 5,798

特別利益   

 固定資産売却益 133 13

 投資有価証券売却益 223 13

 補助金収入 254 60

 会員権売却益 - 2

 抱合せ株式消滅差益 365 -

 特別利益合計 977 90

特別損失   

 固定資産売却損 6 7

 固定資産除却損 153 121

 固定資産圧縮損 176 54

 減損損失 241 28

 確定拠出年金制度への移行に伴う損失 15 -

 関係会社株式評価損 318 -

 関係会社出資金評価損 - 5,061

 その他 0 199

 特別損失合計 911 5,473

税引前当期純利益 6,440 415

法人税、住民税及び事業税 328 1,950

法人税等調整額 608 △259

法人税等合計 936 1,690

当期純利益又は当期純損失（△） 5,503 △1,275
 

 

EDINET提出書類

三協立山株式会社(E26831)

有価証券報告書

111/129



③ 【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 平成26年６月１日　至 平成27年５月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本準備金
その他資本剰

余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金合

計繰越利益

剰余金

当期首残高 15,000 11,581 16,564 28,145 23,428 23,428 △71 66,503

会計方針の変更によ

る累積的影響額
    △51 △51  △51

会計方針の変更を反映

した当期首残高
15,000 11,581 16,564 28,145 23,377 23,377 △71 66,452

当期変動額         

剰余金の配当     △1,260 △1,260  △1,260

当期純利益     5,503 5,503  5,503

自己株式の取得       △30 △30

自己株式の処分   △0 △0   0 0

土地再評価差額金の

取崩
    △170 △170  △170

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

        

当期変動額合計 ― ― △0 △0 4,072 4,072 △29 4,042

当期末残高 15,000 11,581 16,564 28,145 27,450 27,450 △100 70,495
 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 1,593 28 2,267 3,889 70,393

会計方針の変更によ

る累積的影響額
    △51

会計方針の変更を反映

した当期首残高
1,593 28 2,267 3,889 70,342

当期変動額      

剰余金の配当     △1,260

当期純利益     5,503

自己株式の取得     △30

自己株式の処分     0

土地再評価差額金の

取崩
    △170

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

2,334 △28 664 2,970 2,970

当期変動額合計 2,334 △28 664 2,970 7,012

当期末残高 3,927 △0 2,932 6,859 77,355
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 当事業年度(自 平成27年６月１日　至 平成28年５月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本準備金
その他資本剰

余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金合

計繰越利益

剰余金

当期首残高 15,000 11,581 16,564 28,145 27,450 27,450 △100 70,495

会計方針の変更によ

る累積的影響額
       ―

会計方針の変更を反映

した当期首残高
15,000 11,581 16,564 28,145 27,450 27,450 △100 70,495

当期変動額         

剰余金の配当     △1,102 △1,102  △1,102

当期純損失（△）     △1,275 △1,275  △1,275

自己株式の取得       △12 △12

自己株式の処分   △0 △0   0 0

土地再評価差額金の

取崩
    136 136  136

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

        

当期変動額合計 ― ― △0 △0 △2,241 △2,241 △12 △2,254

当期末残高 15,000 11,581 16,564 28,145 25,208 25,208 △112 68,240
 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 3,927 △0 2,932 6,859 77,355

会計方針の変更によ

る累積的影響額
    ―

会計方針の変更を反映

した当期首残高
3,927 △0 2,932 6,859 77,355

当期変動額      

剰余金の配当     △1,102

当期純損失（△）     △1,275

自己株式の取得     △12

自己株式の処分     0

土地再評価差額金の

取崩
    136

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

△1,856 △1 98 △1,759 △1,759

当期変動額合計 △1,856 △1 98 △1,759 △4,013

当期末残高 2,071 △2 3,031 5,100 73,341
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１  有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。

　　　（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

 

２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　商品及び製品・仕掛品・原材料

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）に

よっております。

　　貯蔵品

最終仕入原価法によっております。

 
４ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く)並びに平成28年４月１日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によってお

　ります。

　(3) リース資産

     所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産

　　　　自己所有の固定資産と同一の減価償却の方法によっております。

　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産

　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 
５ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備えるため、未引渡工事のうち当事業年度末において損失の発生が見込まれ、か

つ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、損失見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年

度末において発生していると認められる額を計上しております。事業年度末において、年金資産見込額が退職給付

債務見込額を超過している場合は、超過額を前払年金費用として計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算

定式基準によっております。

会計基準変更時差異については、15年間による按分額を費用処理しております。

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により

費用処理しております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

(4) 製品改修引当金

過去に納入した防火設備（防火引き窓）が大臣認定仕様と異なる仕様であったことに伴い、今後発生すると見込

まれる製品改修の支出に備えるため、必要と認められる金額を見積り計上しております。

 

６ 収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については、工事進行基準(工事の進捗率の

見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

 
７ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 
８ ヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の方法

　　　原則として繰延ヘッジ処理によっております。金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしている場

　　合には、特例処理を採用しております。

　   金利通貨スワップ取引については、一体処理（特例処理、振当処理）の要件を満たしている場合には、一体処理

　を採用しております。

 
９ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 (1) 繰延資産の処理方法

　　社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。

(2) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用及び会計基準変更時差異の会計処理の方法は、連

結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年

度の費用として処理しております。
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(会計方針の変更)

 (減価償却方法の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号　平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築

物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

 
(表示方法の変更)

　（貸借対照表関係）

　　前事業年度において、「受取手形」に含めていた「電子記録債権」は、重要性が増したため、当事業年度より独

　立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行って

　おります。

　　この結果、前事業年度の貸借対照表において、「受取手形」に表示していた16,539百万円は、「受取手形」

　14,018百万円、「電子記録債権」2,521百万円として組替えております。

 
 （損益計算書関係）

    前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「為替差損」は、金額的重要性が増したため、

　 当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表

　 の組替えを行なっております。

　　 この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた589百万円は、「為

　 替差損」148百万円、「その他」441百万円として組替えております。
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(貸借対照表関係)

※１ 担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。

担保に供している資産

 

 
前事業年度

(平成27年５月31日)
当事業年度

(平成28年５月31日)

建物  12,252百万円 11,270百万円

構築物 9百万円 －百万円

機械及び装置 5,463百万円 5,278百万円

工具、器具及び備品 2百万円 －百万円

土地 26,602百万円 25,349百万円

合計 44,330百万円 41,898百万円
 

　

担保権設定の原因となっている債務

 

 
前事業年度

(平成27年５月31日)
当事業年度

(平成28年５月31日)

短期借入金 55百万円 55百万円

１年内返済予定の長期借入金 3,610百万円 1,346百万円

長期借入金 1,346百万円 －百万円

合計 5,011百万円 1,401百万円
 

　

※２  関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で関係会社に対する債権債務の金額は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(平成27年５月31日)
当事業年度

(平成28年５月31日)

短期金銭債権 14,462百万円 15,006百万円

短期金銭債務 12,477百万円 13,623百万円

長期金銭債務 1百万円 －百万円
 

　

※３　固定資産等のうち、国庫補助金等による圧縮記帳額は以下のとおりであり、貸借対照表計上額はこの圧縮記帳を

控除しております。

 
前事業年度

(平成27年５月31日)
当事業年度

(平成28年５月31日)

圧縮記帳額 270百万円 324百万円

（うち、機械及び装置） 265百万円 265百万円

（うち、車両運搬具） 1百万円 1百万円

 (うち、工具、器具及び備品） －百万円 54百万円

 (うち、ソフトウェア) 2百万円 2百万円
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　４　偶発債務（債務保証）

関係会社等及び従業員の金融機関からの借入金等に対して、債務保証を行っております。

 
前事業年度

(平成27年５月31日)
 

当事業年度
(平成28年５月31日)

ST Extruded Products Germany
GmbH

3,552百万円  
ST Extruded Products Germany
GmbH

3,090百万円

Aleris Aluminum (Tianjin)
Co.,Ltd.(注)

1,036百万円  
三協立山押出製品（天津）有限
公司

636百万円

㈱サンテック九州 33百万円  
Thai 　Metal 　Aluminium 　
Co.,Ltd.

148百万円

三協ワシメタル㈱ 8百万円  佛山三協電子有限公司 21百万円

三協サーモテック㈱ 2百万円  ㈱サンテック九州 20百万円

従業員 2百万円  三協サーモテック㈱ 1百万円

   従業員 1百万円

     

 4,636百万円   3,921百万円
 

（注）Aleris Aluminum(Tianjin)Co.,Ltd.は、商号を三協立山押出製品(天津)有限公司に変更しております。

 

※５　期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

 
前事業年度

(平成27年５月31日)
当事業年度

(平成28年５月31日)

受取手形 578百万円 －百万円

電子記録債権 122百万円 －百万円

支払手形 140百万円 －百万円

設備関係支払手形（流動負債「そ
の他」）

0百万円 －百万円
 

 
※６ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結し

ております。

当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

 
前事業年度

(平成27年５月31日)
当事業年度

(平成28年５月31日)

当座貸越極度額
及び貸出コミットメントの総額

20,000百万円 20,000百万円

借入実行残高 10,000百万円 10,000百万円

差引額 10,000百万円 10,000百万円
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(損益計算書関係)

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度78％、当事業年度77％、一般管理費に属する費用のおおよそ

の割合は前事業年度22％、当事業年度23％であります。

　 　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 平成26年６月１日
至 平成27年５月31日)

当事業年度
(自 平成27年６月１日
至 平成28年５月31日)

荷具及び運賃 8,715百万円 8,748百万円

給料賞与 17,764百万円 18,147百万円

貸倒引当金繰入額 △1,626百万円 △870百万円

退職給付費用 1,256百万円 1,073百万円

減価償却費 1,090百万円 1,104百万円
 

 

※２　関係会社との取引高

 

 
前事業年度

(自 平成26年６月１日
至 平成27年５月31日)

当事業年度
(自 平成27年６月１日
至 平成28年５月31日)

営業取引による取引高   

　　　　　売上高 33,207百万円 34,652百万円

　　　　　仕入高 45,672百万円 46,167百万円

営業取引以外の取引による取引高   

　　　　　営業外収益 342百万円 445百万円

　　　　　営業外費用 18百万円 546百万円
 

 

(有価証券関係)

前事業年度（平成27年５月31日）

　　子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式20,773百万円、関連会社株式1,250百万円）は、

市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式及び関連会社株式の時価

を記載しておりません。

 

当事業年度（平成28年５月31日）

　　子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式22,793百万円、関連会社株式1,250百万円）は、

市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式及び関連会社株式の時価

を記載しておりません。
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(税効果会計関係)

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前事業年度

(平成27年５月31日)
当事業年度

(平成28年５月31日)

(繰延税金資産)   

 投資有価証券評価損 1,548百万円 2,994百万円

  退職給付引当金及び役員
  退職慰労金(長期未払金)

1,669百万円 1,690百万円

 未払金及び未払費用             1,367百万円             1,431百万円

  貸倒引当金及び貸倒償却 1,382百万円 1,297百万円

 製品改修費用 546百万円 665百万円

　たな卸資産評価損 626百万円 611百万円

 固定資産除却損及び減損損失 748百万円 544百万円

 ソフトウェア 519百万円 540百万円

　製品改修引当金 639百万円 461百万円

  一括償却資産 290百万円 302百万円

  その他 424百万円 336百万円

  繰延税金資産小計 9,763百万円 10,877百万円

 評価性引当額 △7,605百万円 △8,362百万円

 繰延税金資産合計 2,158百万円 2,514百万円

(繰延税金負債)   

  その他有価証券評価差額金 1,834百万円 889百万円

 前払年金費用 351百万円 587百万円

  資産除却債務見合資産 62百万円 62百万円

 繰延ヘッジ損益 0百万円 1百万円

 繰延税金負債合計 2,248百万円 1,541百万円

   

繰延税金資産(負債)の純額 △89百万円 973百万円

土地再評価に係る繰延税金負債 4,774百万円 4,474百万円
 

 
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

 
前事業年度

(平成27年５月31日)
当事業年度

(平成28年５月31日)

法定実効税率 35.38％ 32.83％

(調整)   

交際費等永久に損金に
算入されない項目

2.58％ 48.92％

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△0.65％ △7.74％

住民税均等割 1.88％ 29.12％

抱合せ株式消滅差益 △2.01％ ―

税率変更による期末繰延税金資産
及び期末繰延税金負債の減額修正

2.20％ 30.68％

評価性引当額増減 △21.70％ 286.84％

試験研究費等の税額控除 △0.74％ △16.81％

その他 △2.40％ 2.98％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

14.54％ 406.84％
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３　法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正　

　　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」

　（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する事業年度から法人

　税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法

　定実効税率は従来の32.06％から、平成28年６月１日に開始する事業年度及び平成29年６月１日に開始する事業年度

　に解消が見込まれる一時差異については30.69％に、平成30年６月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる

　一時差異については30.46％となります。

　　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は33百万円減少し、法人税等

　調整額が80百万円、その他有価証券評価差額金が46百万円それぞれ増加しております。

　　また、再評価に係る繰延税金負債は235百万円減少し、土地再評価差額金が同額増額しております。

 
(企業結合等関係)

   該当事項はありません。

 

(重要な後発事象)

   該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有形固定
資産

建物 19,936 580
29

( 16)
1,299 19,189 86,870

 構築物 1,265 86 6 90 1,254 9,851

 機械及び装置 10,943 3,540 71 2,099 12,312 84,543

 車両運搬具 44 19 0 23 40 358

 工具、器具及び備品 1,630 1,273 95 1,070 1,737 16,099

 土地
41,363
[7,706]

－
616

[ 200]
(　11)

－
40,746

[ 7,506]
－

 リース資産 578 303 － 237 644 605

 建設仮勘定 145 969 732 － 381 －

 計
75,907
[7,706]

6,773
1,552
[ 200]
( 28)

4,820
76,307

[ 7,506]
198,328

無形固定
資産

のれん － 100 10 7 82 －

 借地権 57 － － － 57 －

 ソフトウェア 907 729 17 277 1,340 －

 リース資産 12 3 － 7 8 －

 その他 6 － － 5 1 －

 計 983 833 28 297 1,490 －
 

（注）１.当期首残高、当期減少額及び当期末残高における[ ]内は土地再評価差額（内書き）であります。

　　　２.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

        機械及び装置 射水工場 アルミニウム形材製造設備 1,126百万円

 福岡工場 住宅用サッシ製造設備 　549百万円

 福光工場 住宅用サッシ製造設備 　518百万円

 新湊工場 ビル用サッシ製造設備 　364百万円

 佐加野工場 ビル用サッシ製造設備 　298百万円

 戸出工場 金型製造設備 　170百万円

 福野工場 エクステリア建材製造設備 　134百万円

 石川工場 アルミニウム形材製造設備 　110百万円

    
 

　　　 ３.当期減少額のうち（）内は内書きで減損損失の計上額であります。

      ４.国庫補助金による圧縮記帳額を当期減少額に含めております。

         工具、器具及び備品 　　　　　　54百万円   
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【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 4,121 3,464 3,849 3,736

工事損失引当金 14 7 13 8

製品改修引当金 1,995 - 480 1,514
 

 
(2) 【主な資産及び負債の内容】

   連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

   該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 ６月１日から５月31日まで

定時株主総会 ８月中

基準日 ５月31日

剰余金の配当の基準日 11月30日、５月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り
及び買増し  

取扱場所
大阪市中央区北浜四丁目５番33号

三井住友信託銀行株式会社  証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

取次所 三井住友信託銀行　全国本支店

買取り及び買増し
手数料

無料

公告掲載方法

当社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得な

い事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載

して行う。

公告記載ＵＲＬ

http://www.st-grp.co.jp/

株主に対する特典 なし
 

（注）当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使す

ることができません。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

(3) 株主の有する単元未満株式の株と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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第７【提出会社の参考情報】

 

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第70期）（自　平成26年６月１日　至　平成27年５月31日）

平成27年８月28日関東財務局長に提出

 

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成27年８月28日関東財務局長に提出

 

(3) 四半期報告書及び確認書

（第71期第１四半期）（自 平成27年６月１日 至 平成27年８月31日）平成27年10月９日関東財務局長に提出

（第71期第２四半期）（自 平成27年９月１日 至 平成27年11月30日）平成28年１月８日関東財務局長に提出

（第71期第３四半期）（自 平成27年12月１日 至 平成28年２月29日）平成28年４月７日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

平成28年８月30日

三協立山株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　土　　肥　 　　真　　

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　篠　　﨑　　和　　博　　

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　小　　出　　健　　治　　

 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる三協立山株式会社の平成27年６月１日から平成28年５月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三

協立山株式会社及び連結子会社の平成28年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、三協立山株式会社の平成28年

５月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、三協立山株式会社が平成28年５月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

平成28年８月30日

三協立山株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　土　　肥　 　　真　　　　　

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　篠　　﨑　　和　　博　　

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　小　　出　　健　　治

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる三協立山株式会社の平成27年６月１日から平成28年５月31日までの第71期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三協立

山株式会社の平成28年５月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上
　

 

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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